
ドローンを活用した

河川巡視・点検の適用の手引き

（Ver1.0） 

令和８年３月

水管理・国土保全局 

河川環境課 河川保全企画室 

※本資料は、法令等の順守しなければならない項目と実証

試験で得られた見地を基に定めた河川巡視にあたり参考に

されたい項目が混在することに留意する必要があります。



はじめに

近年の急速な技術革新に伴い、各分野でドローンの普及および利活用が進んでいる。その中でも

カメラ搭載型ドローンは取り扱いや操縦が複雑でないこと、カメラの性能が良いことから広く普及

しており、河川分野においても、気候変動に伴う洪水の頻発化・激甚化や担い手確保等の自然的・

社会的背景を踏まえ、河川管理の高度化・効率化を目指し、カメラ搭載型ドローンを用いた河川巡

視の高度化および広域の河川監視が期待されている。

河川分野において、カメラ搭載型ドローンを活用する場面としては、人による立入が困難な場所

など、従来の河川巡視・点検では確認が難しい場所をドローンで撮影して監視を行う方法があり、

一部では既に実施されている。 

これに加え、撮影されたデータから三次元データを作成して形状の比較により監視を行う方法、

さらに、ドローンにより収集した大量の写真画像から AI（人工知能）等の画像解析技術を活用して

河川巡視・点検を行う方法についても試行検証がなされている。 

また、航空法の改正により「レベル 3.5 飛行」が新設され、従来の規制が緩和（補助者・看板の

配置といった現在の立入管理措置の撤廃）され、河川上空での自律・自動飛行が現実的となった。 

一方でドローンにより河川の上下流を縦断的に連続飛行し、画像やセンサーデータをリアルタイ

ムで伝送し、AI 等によって自動解析するまでの河川巡視の一連をドローンに置き換えるには、ドロ

ーン機体の開発状況等を踏まえ、段階的に実施せざるを得ない。

このような状況に鑑み、本手引きでは、各河川事務所等で実施されている河川巡視等へのドロー

ンの活用内容や実証実験の情報をもとに、「ドローンを活用した河川巡視・点検の手引き（Ver1.0）」

（以下、手引き）として取りまとめるとともに、ドローンの運用や安全管理の方法、ドローンで得

られたデータの管理方法、ドローン巡視の将来像についても取りまとめを行っている。

また、本手引きでは、技術開発の進展段階に応じて、実施すべき目標等を段階的に示していると

ころであるが、将来的には、技術の進展に伴い、巡視・点検のうち反復的・定型的な部分の自動化

を最大化し、広域の巡視においてドローン等の無人化技術を積極的に活用する姿を目指したいと考

えている。 

なお、今後の河川管理をとりまく情勢、技術進展等を踏まえ、運用事例や知見を蓄積して、適宜

改定していく予定である。 

本手引きは、利用者の知識レベルが異なることを考慮し、「基礎編」「河川巡視編」「点検編」に分

けて構成している。「基礎編」では、法令上の基準など遵守すべき事項やルールを示し、「河川巡視

編」「点検編」では、実証試験等の知見を踏まえて整理した推奨内容をまとめている。 
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第1章 総説 
 

1.1. 目的 
 

本手引きは、ドローン（無人航空機）を活用した河川巡視および点検の実施方法を体系的にまと

めたものである。従来の巡視・点検手法にドローンを組み合わせることで、より効率的かつ効果的

な実施が可能となる。 

本手引きでは、ドローンを用いた河川巡視および点検の計画立案から実施、取得データの管理ま

での一連のプロセスを詳細に解説し、関係者が適切に運用できるよう支援することを目的とする。 

 

1.2. 適用範囲 
 

本手引きは、平常時および異常時に実施する、堤防等の河川管理施設および河道における河川

巡視および点検において、ドローンを用いる場合に適用する。 

「基礎編」では、ドローンを活用する際の機体の選定、飛行計画の立案、操縦・撮影に関する

基本事項、ならびにデータの整理・保管などの共通的な事項について記載する。 

「河川巡視編」では、『河川砂防技術基準維持管理編（河川編）』 1に規定された平常時および

出水時の河川巡視について、ドローンを用いた方法を解説する。また、『河川巡視規程例につい

て』 2も参考にし、現場運用に即した内容としている。 

「点検編」では、『堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領』 3に規定された堤防、構造

物および河道の点検について、ドローンを用いた方法を解説する。 

なお、将来的には広域の河川巡視・点検全般への適用を目指しているが、現時点では技術的に

実現が困難なため、本手引きでは中長期的な展望を示すにとどめ、具体的な手法は短期的に実現

可能な技術に限定し、河川巡視を中心に解説する。 

本手引きで示す活用場面は、令和 8 年度の運用段階における技術的・法令的・機体性能の制約

条件を踏まえたものであり、レベル 3.5 飛行（無人地帯での目視外飛行）を前提としている。今

後、レベル 4 飛行（有人地帯での目視外飛行）が可能となった段階では、第三者の利用がある堤

防上空や高水敷上空での飛行も可能となるため、活用場面の拡張や運用方法の見直しが必要とな

り、本手引きの改定が求められる。 

 

  

 
1 「河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）第 4 章,第 1 節（平成 27 年 3 月 水管理・国土保全局）」 
2 「河川巡視規程例について（平成 23 年 5 月 11日,事務連絡,水政課河川利用企画調整官,河川保全企

画室長）」 
3 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月  国土交通省 水管理・国土保全局 

河川環境課 河川保全企画室）」 
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1.3. 用語の定義 

本手引きに関する用語を以下のとおり定義する。 

(1) ドローン関連

・UAS( Unmanned Aircraft Systems)：

UAS( Unmanned Aircraft Systems)とは、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、

滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」であ

り、重量（機体本体の重量とバッテリー重量の合計）が 100g 以上のものを指す。 

操作は地上の操縦者が行う場合もあれば、事前にプログラムされたルートに従って自律飛行

する場合もある。 

・UTMS（UAS Traffic Management System）：無人航空機の運航管理システム

UTM は、UAS（Unmanned Aircraft Systems：無人航空機)による運航（Traffic）を管理・調

整（Management）する仕組みを示す。UAS は、無人航空機を管理・制御するシステムの総称。

UAS のサービス提供者は、USS（UAS Service Supplier）と呼ばれる。

UTM プロバイダが運用して、主にドローンのオペレータに対して様々な情報を用いて空域管

理や飛行計画策定などの運航支援を行う。

・FOS（Flight Operation System）：ドローン運航管理システム

モバイル通信を用いて機体の制御を行い、ドローンの遠隔制御や長距離飛行、リアルタイム

の映像配信を可能とするシステム。 

・GCS（Ground Control Station）：地上管制ステーション

パイロットがドローンの飛行状況を把握し、ドローンを地上から制御するための地上局。ド

ローンの操縦、飛行計画の作成、データの監視等の機能を担うスタンドアローンなシステム。

・GNSS：

米国の GPS、日本の準天頂衛星（QZSS）、ロシアの GLONASS、欧州連合の Galileo 等の衛星測

位システムの総称である。 

・IMU：

慣性計測装置（inertial measurement unit）略称：IMU）とも呼ばれ、ドローン等の移動体

の姿勢や加速度を計測する装置のこと。 

・フェールセーフ：

機体に異常が生じた場合など、ドローンの運航を継続することが適切ではない事態が発生し

た場合に、直ちに運航を中止させる機能。中止した場合には、機体はあらかじめ指定された場

所に戻るか、その場でゆっくりと降下する。

・DIPS2.0（Drone/UAS Information Platform System）：ドローン情報基盤システム

国土交通省への飛行許可・承認申請をオンラインで行うことができる申請システムのこと。 

・ペイロード（Payload）：

機体構造重量および搭載バッテリーを除いた、機体が安全に搭載・輸送できる機器・物品の

総重量。 

・FPV（First-Person View）：

ドローンなどの機体に搭載したカメラの映像を操縦者がリアルタイムに視認しながら飛行操

作を行う方式。このリアルタイム映像の取得に用いる操縦支援用カメラを FPVカメラという。
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・ドローン航路： 

ドローン航路は、ドローンが飛行する第三者の立入管理がされた範囲をもとに、地上及び上

空の制約要因に基づいて立体的に最外縁が画定された空間において、航路運航支援及び航路リ

ソース共有を実現するもの。ドローン航路運営者が運用して、運航者に対し安全かつ簡便な運

航、関係者調整の容易化と労務コスト削減、機体・離着陸場等のリソース提供を行う。 

 

(2) 画像・データ解析関連 

・オルソ画像： 

空中写真は、レンズの中心に光束が集まる中心投影のため、レンズの中心から対象物までの

距離の違いにより、写真上の像に位置ズレが生じる。写真上の像の位置ズレをなくし空中写真

を地図と同じく、真上から見たような傾きのない、正しい大きさと位置に表示される画像に変

換したものをオルソ画像と言う。オルソ画像は、写された像の形状が正しく、位置も正しく配

置されているため、地理情報システム（GIS）などにおいて、画像上で位置、面積及び距離な

どを正確に計測することが可能で、地図データなどと重ね合わせて利用することができる地理

空間情報である。 

 

・地上画素寸法： 

GSD（ground sample distance）と表されることもあり、１画素（ピクセル）に対する地上

の大きさを示す。単位は、cm/pixel である。 

 

・SfM（Structure from Motion）解析： 

コンピュータビジョンに由来する技術で、重複して撮影された複数の写真から抽出した多数

の特徴点を用い、共線条件による制約に基づいて、カメラの内部標定要素及び外部標定要素、

特徴点の三次元座標を一度に求める手法。 

 

・ラップ率： 

撮影画像の重複率をラップ率と言い、オーバーラップ率とサイドラップ率の 2種類がある。

進行方向の重なりをオーバーラップ、隣接する飛行コースとの重なりをサイドラップと言う。 

 

・GCP： 

ground control point（グラウンドコントロールポイント）とは、座標がわかっている地上

点のことである。航空測量では、高い精度での測量を実現するために GCP が利用される。 

 

・FP 作成： 

フライトプラン作成の意味である。 

 

・ISO 感度： 

写真を撮影するときに調整するシャッタースピード、絞り（F 値）とともに、露出に関連し

た要素のひとつ。ISO 感度の設定によって、カメラが記録できる光の量をコントロールするこ

とができる。 
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第2章 ドローンに関する基礎知識 

本章では、河川上空においてドローンを使用した河川巡視及び点検を行うにあたり必要となる

基礎知識について示す。なお、本手引きで整理している法令等は、手引き作成時点（2026年 2

月）の内容をもとに作成しているため、実際に適用する際には最新情報を必ず確認すること。 

2.1. ドローンの種類 

ドローンは、遠隔操作または自律制御によって飛行する航空機で、用途や構造に応じてさまざ

まな種類がある。代表的な分類と特徴を以下に示す。 

表 2-1 ドローンの代表的な分類と特徴 

分類 特徴 

マルチコプター型

 垂直離着陸、ホバリング、前後左右移動が可能で、機

体外周に複数のローターを配置し、回転数制御で姿勢

を安定させる。

 ローター数により呼称が異なる（例：4 枚＝クワッド

コプター、6枚＝ヘキサコプター）。

 一般的にローター数が多いほどペイロードが増え、故

障耐性も向上する。

 複数ローターで揚力を得るため構造は比較的簡単だ

が、エネルギー消費が大きく、飛行時間は短めの機体

が多い。

ヘリコプター型

 垂直離着陸、ホバリング、低速飛行が可能で、1 組の

大径ローターで揚力を得る。

 構造は複雑で、ローターの回転面を傾けたり、ピッチ

角を変える機構が必要となる。

 エネルギー効率はマルチコプター型より良い、風の影

響を受けやすく、操縦には高度な技術が求められる。

 ペイロードは比較的高く、長時間飛行に適する。

VTOL 型 

（Vertical Take-Off 

and Landing UAS） 

 従来のマルチコプター型と固定翼型の利点を併せ持

っているため、垂直離着陸が可能で、固定翼による水

平飛行も可能となる。

 離着陸時は複数ローターで垂直方向の揚力を得て垂

直離着陸を実施し、巡航時は固定翼を使用する。

 飛行中でもローターによりホバリングが可能となる。

 水平飛行時には固定翼で揚力を得るため、エネルギー

効率が高く、長距離飛行に適する。
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2.2. 関連法令 

航空法の一部を改正する法律（平成 27 年 9 月 11 日法律第 67 号）により、ドローンを飛行さ

せる際の飛行ルール、許可申請の手続き、罰則規定などが定められた。また、航空法以外にも、

小型無人機飛行禁止法、電波法など、ドローンに関係する法律は多くある。 

ここでは、ドローンを活用した河川巡視・点検を実施する上で把握すべき関連法令を以降に示

す。 

2.2.1. 航空法 

航空法の一部を改正する法律（平成 27 年 9 月 11 日法律第 67 号）により、ドローンの飛行

が他の航空機の運航に影響を与えないことや、地上または水上の人又は物件に危険を及ぼさな

いことが義務化され、ラジコンヘリコプターやドローンが新たに「無人航空機」として定義さ

れた。 

航空法上での無人航空機の定義は以下のとおり。 

① 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船

② 構造上人が乗れないもの

③ 機体、バッテリーなどを含み（全備重量という）100g 以上

④ 遠隔操作または自動操縦により飛行が可能なもの

また、航空法により、ドローンは機体登録とリモート IDの付与が義務化されているため、

機体を所有する場合は、機体登録とリモート ID の付与を実施する必要がある。概要について

は「無人航空機登録ハンドブック 1」を参照とすること。 

(1) ドローンの登録

航空法（第 132 条の 1～12）により、無人航空機の登録を行うこととされている。これによ

り機体登録を行っていない無人航空機の飛行は禁止されている。 

航空法（第 132 条） 

(2) リモート IDの付与（登録記号を遠隔から識別するための機能）

航空法（第 132 条の 5）により、登録を受けた無人航空機の所有者は、無人航空機に登録記

号の表示と登録記号を識別するための措置を講じなければならないとされており、機体への物

理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する「リモート ID」機能を機体に備

えることが義務化された。 

航空法（第 132 条の 5 第 1 項） 

1「無人航空機登録ハンドブック（国土交通省）」

（https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_2022.pdf） 

国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録

を行う。 

前条第一項の登録を受けた無人航空機（以下「登録無人航空機」という。）の所有者は、

同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところに

より、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号

を識別するための措置を講じなければならない。 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_2022.pdf
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(3) 特定飛行 

航空法施行規則（第 236 条 71～72）により、無人航空機が飛行を行える空域が制限されてお

り、規制対象となる空域や方法で無人航空機を飛行させることを「特定飛行」と呼ぶ。この特

定飛行を行う場合は、国土交通省地方航空局長（東京航空局・大阪航空局）、または東京空港

事務所または関西空港事務所からの飛行許可・承認申請が必要となっている。 

 

1) 特定飛行に該当する飛行の空域 

以下の空域で無人航空機を飛行させる場合、特定飛行に該当する。規制を超えて飛行を行う

場合には、国土交通省地方航空局長（東京航空局・大阪航空局）、または東京空港事務所また

は関西空港事務所からの許可が必要となっている。 

また、河道内においても国勢調査に基づき設定された人口集中地区が存在する（図 2-2 参

照）こともあるため留意すること。 

 

 
出典）国土交通省：飛行禁止空域の図解 

https://www.mlit.go.jp/common/001406479.pdf 
図 2-1 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域 

 

 
図 2-2 河道内の一部が DID となっている例（荒川） 

 

DID区域

例）荒川

河道内の一部がDID区域となっている

背景写真：国土地理院（写真）
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2) 特定飛行に該当する飛行の方法 

以下の方法で無人航空機を飛行させる場合、特定飛行に該当する。以下の方法により無人航

空機を飛行させる場合には、地方航空局長の承認を受ける必要があるとされている。 

 

① 夜間飛行 

② 目視外飛行 

③ 人（第三者）または物件との間に 30m 以上の距離を確保できない飛行 

④ イベント上空飛行 

⑤ 危険物輸送 

⑥ 物件の投下 

 

 
出典）国土交通省：無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html 

図 2-3 特定飛行に該当する飛行の方法 

 

航空法施行規則（第 132 条の 71） 

 
  

法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとす

る。 

一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を

図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該

空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国

土交通大臣が告示で定める空域 

二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは

水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円

錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 

三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場（自衛隊の設置する飛行場を除く。以

下同じ。）の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なも

のとして国土交通大臣が告示で定める空域 

四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係

機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確

保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域（以下「緊急用務空域」という。） 

五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高

さの空域（地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。） 

２ 国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用

その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければな

らない。 

３ 前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。 

４ 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させ

る空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。 
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航空法施行規則（第 132 条の 72） 

 
  

法第百三十二条の八十五第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集してい

る地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区（地上及び

水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定め

る区域を除く。）とする。 
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(4) 事故・災害発生時の対応 

航空法では、無人航空機による人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突または接触、その他

国土交通省令で定める事故が発生した場合、操縦者は直ちに飛行を中止し、負傷者救護や危険

防止措置を講じることが義務付けられている。（航空法 第 132 条の 90） 

重大インシデントのうち「無人航空機の制御が不能となった事例」に関しては、操作ミス、

フェールセーフ機能の確認不足、飛行前の機体点検不足といった操縦者や運用側の過失に起因

する事象は該当しないことに留意すること。 

 

 
出典）国土交通省 航空局：事故・重大インシデントについて 

https://www.mlit.go.jp/common/001623401.pdf 

 
出典）国土交通省 航空局：事故・重大インシデントについて 

https://www.mlit.go.jp/common/001623401.pdf 

図 2-4 「無人航空機の制御が不能になった事態」に該当しなかった事例 
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航空法（第 132 条の 90） 

 
 

(5) 捜索、救助のための特例 

国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けた者が航空機の事故その他の事故に際

し捜索、救助の目的のため無人航空機を飛行させる場合、航空法第 132 条の 92（捜索、救助等

のための特例）、航空法施行規則第 236 条の 88 及び第 236 条の 89（捜索又は救助のための特

例）の適用を受け、航空法第 132条の 85（飛行の禁止空域）及び航空法第 132条の 86（第 1

項を除く、飛行の方法）の規定は適用されないものとなっている。本特例の適用にあたって

は、「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン（令

和 6 年 11 月 29 日最終改正） 1」を参照とすること。 

 

航空法（第 132 条の 92） 

 
 

  

 
1 「航空法第 132 条の 92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン（令和 6 年 11

月 29 日最終改正 航空局安全部無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf） 

次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者

は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止する

ために必要な措置を講じなければならない。 

一 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊 

二 航空機との衝突又は接触 

三 その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故 

２ 前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事

故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなけ

ればならない。 

第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六（第一項を除く。）及び第百三十二条の八十

七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める

者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交

通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。 
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2.2.2. 小型無人機飛行禁止法 

 

重要施設の上空においては、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁

止に関する法律（平成 28 年法律第 9号）」（以下「小型無人機等飛行禁止法」という。）によ

り、ドローンの飛行が原則禁止されており、飛行しようとする者は、当該対象施設の管理者等

の同意を得るとともに、同法第 10条第 3 項本文の規定により、あらかじめ、その旨を当該対

象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報する必要があると定められている。 

重要施設は下図の 5 つの区分で定義され、飛行範囲に国の重要施設、外国公館等、防衛関係

施設、空港、原子力発電所及びその周囲 300mが含まれるか確認し、必要な対応を行う必要が

あるとされている。なお、特別措置法などで禁止空域が定められる場合もあるため注意が必要

となる。（例：オリンピックなど） 

 

 
出典）警視庁：小型無人機等飛行禁止法関係 

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/gaiyou.pdf 
図 2-5 飛行禁止となる重要施設 

 

なお、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 （平成

28 年法律第 10 条）によると、小型無人機等飛行禁止法の対象となる小型無人機は、航空法で

定義される「無人航空機」と異なり、大きさや重さに関わらず対象となることに注意が必要で

ある。（例：重量 100g 未満の無人航空機も小型無人機に含まれる。）また、航空法に基づく飛

行の許可・認証や機体認証・技術証明を取得した場合であっても、小型無人機等を飛行させる

ことができないため注意が必要とされている。 

必要な対応は以下の通りである。 

 

表 2-2 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に必要な対応 

飛行者の条件 必要な対応 

 飛行者が対象施設の管理者またはその

同意を得た者の場合 
 特になし 

 飛行者が土地の所有者、土地の所有者の

同意を得た者の場合、または目的が国・

地方公共団体の業務の場合 

 都道府県公安委員会等への通報（防衛施設・

空港周辺の場合は施設管理者の同意も必要） 

 飛行者が上記以外の場合  対象施設管理者の同意が必要 
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2.2.3. 電波法 
 

電波法（昭和 25 年法律第 131 号）は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律

で、無線局の開設や秘密の保護などについて取り決めが規定されている。ドローンの監視制御

に用いられる上空 LTEや SRS（Smart River Spot）は、いずれも免許不要で利用できる無線通

信方式であるため、通常の運用において操作者が電波法上の免許や許可を取得する必要はな

い。ただし、電波法に基づく技術基準に適合した機器の使用や、電波の適正利用に関する法令

は適用されるため、これらを遵守して運用する必要がある。 

 

(1) ドローンに用いられる無線設備について 

無人航空機を利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が

広く利用されており、これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無

線局の免許を受ける必要があるとされている。ただし、他の無線通信に妨害を与えないよう

に、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はな

いとされている。 

 

表 2-3 国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムと免許の有無 

 
※1：500mの距離において、電界強度が 200μV/m 以下のもの。 

※2：技術基準適合証明等（技術基準適合証明及び工事設計認証）を受けた適合表示無線設備であることが必要。 

※3：変調方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる。 

※4：運用に際しては、運用調整を行うこと。 

※5：地上から電波発射を行う無線局の場合は最大 1W。 

※6：免許申請前に全国 BWA 事業者及び周辺の地域 BWA 並びに自営等 BWA無線局の免許人と干渉調整を行う必要がある。 

※7：免許申請前に周辺のローカル５Ｇ無線局の免許人と干渉調整を行う必要がある。 

※8：携帯電話事業者又は BWA事業者の包括免許により運⽤。 

※9：基地局によって制御される。 

出典）総務省：ドローン等に用いられる無線設備について 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm  

分類 無線局免許 周波数帯 最大送信出力 主な利用形態 備考 無線従事者資格

不要 73MHz帯等 ※1 操縦用
ラジコン用微弱
無線局

920MHz帯 20mW 操縦用

920MHz帯テレ
メータ用、
テレコントロー
ル用特定小電
力無線局

2.4GHz帯 10mW/MHz※3
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

2.4GHz帯小電
力データ通信シ
ステム

169MHz帯 10mW※5
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

2.4GHz帯 1W
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

5.7GHz帯 1W
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

要 2.5GHz帯 800mW※6
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

自営等BWA

4.6~4.8GHz:200mW※7

4.8~4.9GHz:800mW※7

28GHz帯 3.16W※7
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

不要※8 800MHz帯等 ※9
操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

携帯電話、
BWA

不要

操縦用、
画像伝送用、
データ伝送用

ローカル５Ｇ

免許又は登録を
要しない無線局

不要
不要※2

携帯局 要※4

無人移動体画
像伝送システ
ム（平成28年8
月に制度整備）

第三級陸上特
殊無線技士以上
の資格

その他 要

4.7GHz帯
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(2) 無線 LAN の上空利用について 

無線 LAN は、主に 2.4GHz 帯、5GHz帯および 6GHz 帯の周波数帯を使用しており、なかでも

5GHz 帯は 5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz 帯に区分され、それぞれで使用条件が異なる。 

従来、屋外で利用可能な周波数帯は 2.4GHz 帯と 5.6GHz 帯であり、5.2GHz 帯については条件

付きで屋外利用可能であったが、令和 6 年 12月に情報通信審議会から一部答申を受け、新た

に令和 7 年 4 月から上空利用が条件付きで可能となった。 

また、令和 4 年 9 月から利用可能となった 6GHz帯では、EIRP25mW 以下の Very Low 

Power(VLP)に限り、屋外での利用が可能となっている。 

 

表 2-4 無線 LAN の周波数と利用可能場所 

 
※：5.3GHz帯及び 5.6GHz帯については、DFS機能の具備が必須（屋内・屋外問わず） 

出典）総務省：無線 LANの屋外利用／上空利用について 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/index.htm 

  

5 .2GHz
(5150-5250MHz)

5 .3GHz※
(5250-5350MHz)

5 .6GHz※
(5470-5730MHz)

屋内利用 ◯ ◯ ◯ ◯

屋外利用 ◯
△

条件付き
✕ ◯

Low Power Indoor
(LPI)：×

Very Low Power
(VLP)：○

上空利用 ◯
△

条件付き
✕ ✕ ✕

5GHz帯
2.4GHz帯

(2400-2497MHz)
周波数帯

6GHz帯
(5925-6425MHz)
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(3) ドローン等における携帯電話等の端末の利用 

携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上

空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念される。

実用化試験局の免許を受ける、又は、一定の条件化で利用することで、既設の無線局等の運用

等に支障を与えないことを条件に、携帯電話等を無人航空機に搭載して利用できるよう、制度

が整備された。 

携帯電話を用いて無人航空機の運用を行う場合は、携帯電話事業者に携帯電話の上空利用に

必要な手続きを確認する必要がある。 

一定の技術的条件に合致する場合は、携帯電話事業者に申し込むことにより、携帯電話を無

人航空機等に搭載して上空で利用することが可能であるとされている。 

 

 
出典）総務省：無人航空機等における携帯電話等の端末の利用 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/uav/index.htm 

図 2-6 携帯電話の上空利用のサービス利用イメージ 

 

表 2-5 携帯電話端末の上空利用が可能となる条件 

通信方式 LTE-Advanced（4G）方式 又は NR（5G）方式 

周波数帯 800MHz 帯、900MHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz 帯に限る 

送信電力制御 上空で利用される移動局にあっては、移動局が上空に存在していることを前提とした

基地局からの制御情報に基づく空中線電力の制御を自動的に行える機能を有する 
出典）総務省：無人航空機等における携帯電話等の端末の利用 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/uav/index.htm 
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2.2.4. その他 
 

国土交通省「ドローン飛行申請時の各種行政手続事例集 1」によると、ドローンを公共施設

などの上空で飛行させるにあたり、その飛行の態様によっては、関係法令が適用される場合が

あるとされている。下記の上空を飛行する際は、法令による制限はないが、事故発生時の対

応、トラブル発生の防止の観点から、上空又は付近の飛行を実施する際は関係各所への事前相

談・連絡を推奨している。 

なお、河川区域内において、以下の敷地・施設に工作物を設置する場合や管理上の影響があ

る場合、環境・交通・第三者へ影響を与える場合、操縦者が立ち入る場合等は次の法令による

制限があるため留意すること。 

また、国の関連施策を通じて策定された、ガイドライン・手引きは、内閣官房「ドローン情

報共有プラットフォーム 2」にまとめられているので参照すること。 

 

表 2-6 関連法令等 

関連法令等 主な管理施設 

道路交通法及び道路法 道路橋等 

地方公共団体が定める条例 河川区域内の公園等 

民法 第三者の土地 3の上空の飛行 

 

(1) 道路交通法及び道路法 

国土交通省「ドローン飛行申請時の各種行政手続事例集」によると、道路における危険を生

じさせ、交通の円滑を阻害するおそれがある工事・作業をする場合や道路に人が集まり一般交

通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合には、ドローンを利用するか否かに

かかわらず、道路交通法の道路使用許可を要するが、これらに当たらない形態で、単にドロー

ンを利用しようとする場合、例えば、道路の上空をドローンが飛行するということのみをもっ

ては、現行制度上、道路使用許可を要しないとされている。なお、道路上に注意喚起看板等を

設置する場合には、道路交通法に基づく道路使用許可及び道路法に基づく道路占用許可を要す

る場合があるとされている。 

 

(2) 地方公共団体が定める条例 

国土交通省が示す「無人航空機の飛行禁止空域と飛行方法」によると、地方公共団体が定め

る条例等を遵守して飛行させることとされている。 

 

(3) 民法（第三者の土地の上空の飛行） 

内閣官房 小型無人機等対策推進室「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」（令和

3 年 6 月 28日）では、民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地

の上下に及ぶ。」（第 207 条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、

一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。このため、第三者の土

地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要があ

る訳ではないものと解されると定められている。 

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定するこ

とは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、

事案ごとに判断されることになるとされている。 

 
1 「ドローン飛行申請時の各種行政手続事例集（国土交通省）」

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/gijyutu/content/001603642.pdf） 
2 「ドローン情報共有プラットフォーム（内閣官房）」

（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/drone_platform/index.html） 
3 「第三者の土地」は、土地所有者・管理者を指すものであり、航空法で規定される「第三者」および

「第三者上空」とは定義が異なることに留意すること。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/gijyutu/content/001603642.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/drone_platform/index.html
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2.3. ドローンの飛行カテゴリー 
 

ドローンの飛行形態は、特定飛行の該非、立入管理措置の有無等により、リスクに応じ

て下記のカテゴリー（リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ）に分類され、該当す

るカテゴリーに手続きの要否が異なる。なお、カテゴリーⅢに該当するのはレベル 4 飛行

のみであり、カテゴリーⅢのみが第三者上空の飛行（立入管理措置を講じないで行う飛

行）を許容する。そのため、第三者上空を飛行できるのはレベル 4飛行のみと解釈でき

る。 

 

表 2-7 カテゴリー概要 1, 2, 3 

カテゴリー分類 飛行形態 許可・承認 

カテゴリーⅢ 

（レベル 4 飛行を含む） 

特定飛行のうち、無人航空機の飛行

経路下において立入管理措置 4を

講じないで行う飛行。（＝第三者の

上空で特定飛行を行う） 

一等無人航空機操縦士の資格につ

いての技能証明を有する者が第一

種機体認証を受けた機体を飛行さ

せる場合であって、飛行の形態に応

じたリスク評価結果に基づく飛行マ

ニュアルの作成を含め、運航の管理

が適切に行われていることを確認す

る許可・承認を受ける必要がある。 

カテゴリーⅡ 

（飛行許可・承認申請が

必要な飛行） 

特定飛行のうち、無人航空機の飛行

経路下において立入管理措置を講

じた上で行う飛行、かつ、最大離陸

重量 25kg 以上の無人航空機の飛

行、空港等周辺、150m 以上の上

空、催し場所上空、危険物輸送及び

物件投下に係る飛行（＝第三者の上

空を飛行しない） 

無人航空機操縦者技能証明や機体

認証の有無を問わず、個別に許可・

承認を受ける必要がある。 

カテゴリーⅡ 

（飛行許可・承認申請が

不要な飛行） 

特定飛行のうち、無人航空機の飛行

経路下において立入管理措置を講

じた上で行う飛行であって許可・承

認が不要（該当しない）な飛行（＝第

三者の上空を飛行しない） 

無人航空機操縦者技能証明を受け

た者が機体認証を受けた無人航空

機を飛行させる場合、飛行マニュア

ルの作成等無人航空機の飛行の安

全を確保するために必要な措置を

講じることにより、個別の許可・承認

を受けなくて差し支えない。 

カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。 
特定飛行に該当しないため、飛行許

可・承認申請を受ける必要はない。 
出典）国土交通省：「無人航空機の飛行許可・承認手続」を基に作成 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html  

 
1 機体認証及び操縦者技能証明の取得及び飛行マニュアルの作成等、無人航空機の飛行の安全を

確保するために必要な措置を講じることにより、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認

手続が不要になる場合がある（夜間での飛行及び目視外での飛行の場合は技能証明の限定変更が

必要）。 
2 最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の飛行に際しても個別に許可・承認を受ける必要があ

る。 
3 レベル 4 飛行（有人地帯における補助者なし目視外飛行）を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無

人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合で

あって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理

が適切に行われていることが確認され許可・承認を受けた場合に限る。 
4 立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者（無人航空機を飛行させる者及

びこれを補助する者以外の者）の立入りを制限すること指す。 
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出典）国土交通省 HP「無人航空機の飛行許可・承認手続」 

図 2-7 飛行カテゴリー決定のフロー図 

 
上記フロー図から該当する飛行カテゴリーを確認し、必要な対応を実施する。レベル

ごとに必要な対応は、下記要綱を参照しながら実施する必要がある。 

 
 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行） 1 

 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅢ飛行） 2 

 

なお、特定飛行への該当・非該当及びそれに対する許可・承認状況に関わらず、緊急

用務空域内の飛行は原則不可であることに注意する必要がある。 

  

 
1 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行）（令和 7 年 3 月 19日

最終改正 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001866503.pdf） 
2 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅢ飛行）（令和 5 年 2 月 7 日

制定 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/common/001586101.pdf） 
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2.4. ドローンの飛行レベル 
 

ドローンの飛行レベルは、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会において「小

型無人機の利活用と技術開発のロードマップ（平成 28 年 4 月 28）」として示された到達点

である。小型無人機の飛行形態を、飛行させる方法が目視内、目視外、飛行させる場所が

無人地帯か有人地帯か、操縦、自律飛行によって「飛行レベル 1～4」として分類している

ものである。 

 

表 2-8 無人航空機の飛行レベル 

レベル 1 目視内での操縦飛行 

レベル 2 目視内での自動・自律飛行 

レベル 3 無人地帯での目視外飛行 

※有人地帯において飛行経路下の第三者の立入管理を行った場合も含む。 

レベル 3.5 無人地帯での目視外飛行 

※機上カメラの活用により補助者・看板の配置等といった従来の立入管理措置を

撤廃するとともに、操縦ライセンスの保有と保険への加入により道路や鉄道等の

横断を可能とする飛行。 

レベル 4 有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補助者の配置なし） 

出典）国土交通省「ドローンのレベル 3.5飛行制度の新設について」（令和 5年 12月 16日）を基に作成 

 

 
出典）国土交通省「ドローンのレベル 3.5飛行制度の新設について」（令和 5年 12月 16日） 

図 2-8 無人航空機の飛行レベルの例 

 

特に中山間地域における無人航空機を活用した生活物資の配送サービスの事業化等を

強力に推進するため、デジタル技術の活用（機上カメラによる歩行者等の有無の確認）

により補助者・看板の配置といった現在の立入管理措置を撤廃するとともに、操縦ライ

センスの保有と保険への加入により道路の横断等を容易とする制度（「レベル 3.5 飛

行」）を導入することとし、審査要領等について所要の改正が行われた。 

これにより、以下の条件を満たすことで補助者や看板の配置などの立入管理措置をせ

ずに、移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する場合を含む道路、鉄道又は船舶航
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路を一時的に横断する飛行か可能となった。表 2-9 に飛行レベル 3～4 の規制と要求事

項を示す。 

 

 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直

下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認し

ていること。 

 移動車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三

者賠償責任保険に加入していること。 

 操縦者が無人航空機操縦者技能証明（目視内飛行の限定解除を受けたもの）を保

有していること。 

 

表 2-9 飛行レベルごとの規制と要求事項 

 レベル 3 飛行 レベル 3.5 飛行 レベル 4 飛行 

飛行可能な  

場面  

 目 視 外 飛 行 ＋ 無 人

地 帯 （ 補 助 者 なし）  

 例 ： 無 人 地 帯 （ 山 、

海 水 域 、河 川 、森

林 、離 島 ） での輸 送  

等  

 目 視 外 飛 行 ＋ 無 人

地 帯 （ 補 助 者 なし）  

 例 ： 無 人 地 帯 、道

路 線 路 を横 断 飛 行

する際 、一 時 停 止

義 務 なしでの飛 行  

 目 視 外 飛 行 ＋ 有 人

地 帯 （ 補 助 者 なし）  

 例 ： 市 街 地 、有 人

施 設 の周 辺 、スポー

ツ中 継 や配 送  

飛行方法   自 動 ・ 自 律 飛 行   自 動 ・ 自 律 飛 行   自 動 ・ 自 律 飛 行  

立入管理  

措置  

 飛 行 経 路 が無 人 地

帯  

 立 入 管 理 措 置 が必

要  

 道 路 や線 路 横 断 時

の一 時 停 止  

 飛 行 経 路 下 の安 全

管 理 措 置 義 務 の撤

廃  

 機上カメラを活用した立

入管理措置が必要 

 道 路 ・ 線 路 での一

時 停 止 不 要  

 立 入 管 理 措 置 不 要  

必要事項   カテゴリーⅡ適 用  

 カテゴリーⅡ適 用  

 操 縦 ライセンスの保

有  

 保 険 の加 入  

 機 上 カメラによる歩

行 者 等 の確 認  

 カテゴリーⅢ適 用  

 第 一 種 機 体 認 証  

 一 等 無 人 航 空 機 操

縦 者 技 能 証 明 書  

※無人地帯は、人口集中地区（DID）ではなく、かつ第三者の存在可能性が低い地域を指す。 

出典）国土交通省：「ドローンのレベル 3.5飛行制度の新設について」（令和 5年 12月 16日）を基に作成 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001716111.pdf 
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出典）国土交通省：無人航空機目視外飛行（レベル 3.5飛行）の事業化に向けた改革 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001715059.pdf 

図 2-9 レベル 3.5 の概要 

 

 
出典）国土交通省：カテゴリ―Ⅱ飛行(レベル 3.5飛行)の許可・承認申請について（令和 6年 2 月） 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf 

図 2-10 レベル 3.5 飛行の前提となる要件およびレベル 3.5 飛行の実施に際し作成が必要となる資料 
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2.5. ドローンの運用 
 

航空法（昭和 27 年法律第 231 号）により、ドローン等の無人航空機は、「航空の用に供

することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であっ

た構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより

自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるもの（その重要その他の

事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安

全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。）であり、重量

が 100g 以上のもの」と定義されており、いわゆるドローン、（マルチコプター）、ラジコン

機、農薬散布用ヘリコプター等が該当する。 

 

 
出典）国土交通省航空局：無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイドライン 

https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf 
図 2-11 無人航空機の例 

 

ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量（機体本体の重量とバッテリ

ーの重量の合計）100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類さ

れる。また、航空機から改造されたもの等、無人機航空機であっても航空機に近い構造、

性能・能力を有している場合、航空法上の航空機（無操縦者航空機）に該当する可能性が

ある。以下にドローンの運用に関する留意事項を示す。 

 

【ドローンの運用に関する留意事項】 

 
 

なお、小型無人機等飛行禁止法の対象となる小型無人機は、「航空の用に供することがで

きる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、小型無人機は遠隔操作ま

たは自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、航空法で定義され

る「無人航空機」と異なり、大きさや重さに関わらず対象となることに注意が必要であ

る。（例：重量 100g 未満の無人航空機も小型無人機に含まれる） 

 

 ドローンは、登録を受けたものでなければ、原則、飛行は行えない。登録制度の詳細は

無人航空機登録ポータルサイト及び無人航空機登録ハンドブックを確認すること。 

 令和 4 年 12 月 5 日より、無人航空機の飛行に関して国で発行する無人航空機操縦士の

資格及び無人航空機の認証制度が開始されている。これらの制度に関する詳細は国土交

通省ホームページを確認すること。なお、これらの制度は日本独自の制度であり、他国

の資格や認証制度による飛行はできない。 

 ゴム動力模型機、重量（機体本体の重量とバッテリーの重量の合計）100 グラム未満の

マルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の

飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通

大臣の許可等を必要とする規定（第 134 条の 3）が適用される。 
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出典）航空局：「空飛ぶクルマ」の試験飛行等に係る 航空法の適用関係のガイドライン 

（令和 4年 12 月 26日改訂） 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001472777.pdf 

図 2-12 航空法上の無人航空機の分類と適用範囲 
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2.5.1. ドローンの機体認証制度 
 

航空法の改正により、令和 4 年 6月 20 日から、100g 以上の無人航空機を飛行させる

場合は、原則、無人航空機の登録を受け、かつ、無人航空機を識別するための登録番号

を表示し、リモート ID機能を備えることが義務付けられた。 

特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行

い、機体の安全性を確保する認証制度が令和 4 年 12 月より開始された。（航空法第 132

条の 13～第 132 条の 39）特定飛行のカテゴリーに基づき、機体認証を受ける必要がある

とされている。 

 

 
出典）国土交通省：無人航空機の登録制度の概要 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443264.pdf 
図 2-13 無人航空機の機体登録制度 

 

認証は「機体認証」と「型式認証」の 2つに区分される。 

 

 
 

(1) カテゴリーⅢ飛行の場合 

立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行（カテゴリーⅢ飛行に該当）を行う機体

は「第一種機体認証」を受ける必要がある。第一種機体認証の有効期間は 1 年であり、

更新可能である。第一種機体認証は国土交通省にて検査を受ける必要がある。 

(2) カテゴリーⅡ飛行の場合 

立入管理措置を講じた上で行う特定飛行（カテゴリーⅡ飛行に該当）の一部を行う機

体であって、総重量が 25kg 未満かつ「第二種機体認証」以上を受けた機体を無人航空機

操縦者技能証明を受けた者が飛行させる場合、許可・承認を不要とすることができる。 

第二種機体認証の有効期間は 3 年であり、更新可能である。また、第二種機体認証は

 機体認証は、無人航空機の使用者と国土交通省間で機体毎に無人航空機の安全基準への

適合性（現状確認含む）について検査する制度であり、無人航空機の使用者が所有する

一機毎の機体を対象とする。 

 型式認証は、機体の設計者と国土交通省間で型式毎に無人航空機の安全基準への適合性

（設計、製造過程）について検査する制度であり、メーカー等が設計・製造する量産機

を対象とする。型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の全部または一

部が省略される。 

 機体認証の取得手続き、申請方法については DIPS2.0 に記載がある。 
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登録検査機関にて検査を受ける必要がある。 

 

表 2-10 認証が必要となる飛行 

対象 認証の種類 有効期間 無人航空機操縦者技能証明との対応 

立入管理措置を講ずるこ

となく行う特定飛行を目

的とした機体 

（カテゴリーⅢ飛行） 

第一種機体認証 1 年 一等資格（一等無人航空機操縦士）と併せ

ることで、特定飛行（カテゴリーⅢ飛行）が立

入管理措置なしで可能となる。 第一種型式認証 3 年 

立入管理措置を講じた

上で行う特定飛行を目的

とした機体 

（カテゴリーⅡ飛行） 

第二種機体認証 3 年 二等資格（二等無人航空機操縦士）以上と

併せることで、立入管理措置有りの一部の

特定飛行（カテゴリーⅡ飛行）の許可申請が

不要となる。 第二種型式認証 3 年 

出典）国土交通省：「無人航空機の飛行許可・承認手続」もとに作成 

 

2.5.2. 無人航空機操縦者技能証明制度 
 

日本における無人航空機の操縦資格制度は、2022 年 12 月に国家資格制度が導入さ

れ、2025年 12 月には民間資格の優遇措置が終了するなど制度改正が進行している。特

に、一等無人航空機操縦士は立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行に必要な技能

を、二等無人航空機操縦士は立入管理措置を講じた上で行う特定飛行に必要な技能を証

明することができる。 

操縦者技能証明制度は、国土交通省が定める制度であり、無人航空機の操縦者が必要

な知識と技能を有していることを公的に証明するものである。この制度には「一等無人

航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の 2 種類があり、それぞれ飛行の条件や許

可される範囲に応じて区分されている。取得した技能証明の有効期間は 3 年間とされて

おり、継続して操縦を行うためには更新手続きが必要となる。 

なお、無人航空機操縦者技能証明制度は「等級（一等／二等）」に加え、機体区分（回

転翼：マルチローター／回転翼：ヘリコプター／飛行機：固定翼）ごとに実地試験が定

められている。したがって、例えば「二等（マルチローター）」の資格だけでは固定翼

（飛行機）を操縦することはできず、操縦したい機体区分ごとに講習・実地試験（また

は免除要件を満たす講習修了）を受けて技能証明を取得（追加）する必要があることに

留意が必要となる。 

 

表 2-11 各飛行レベルに必要となる無人航空機操縦者技能証明 

飛行レベル 飛行の内容 必要となる資格 

レベル 1 目視内での操縦飛行 不要 

レベル 2 目視内での自動・自律飛行 不要 

レベル 3 無人地帯での目視外飛行※１ 不要 

レベル 3.5 無人地帯での目視外飛行※２ 二等無人航空機操縦士 

レベル 4 
有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補

助者の配置なし） 
一等無人航空機操縦士 

※１：有人地帯において飛行経路下の第三者の立入管理を行った場合も含む。 

※２：立入管理措置を撤廃し、機上カメラにより飛行経路直下が無人であることを確認できる場合に限り、道路・線

路の横断時に一時停止は不要となる。  
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2.6. ドローン飛行に関する通信環境 
 

レベル 3、3.5 およびレベル 4 飛行を実施する際には、遠隔で操作が可能となるように無

線設備が必要となる。河川上空で使用可能な無線設備は、主に、携帯電話事業者が提供す

る上空 LTE通信と今後整備される SRS（Smart River Spot）がある。 

ドローンを活用した河川巡視・点検を実施する際には、携帯電話事業者が提供する上空

LTE 通信もしくは SRS のいずれかを利用することが望ましい。 

 

2.6.1. 携帯電話事業者が提供する「上空 LTE 通信」 
 

携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、

その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が

懸念される。 

携帯電話を用いて無人航空機の運用を行う場合は、携帯電話事業者に携帯電話の上空

利用に必要な手続きを確認する必要がある。 

一定の技術的条件に合致する場合は、携帯電話事業者に申し込むことにより、携帯電

話を無人航空機等に搭載して上空で利用することが可能である。 

 

2.6.2. Smart River Spot（SRS） 
 

Smart River Spot（SRS）は国土交通省で整備を進めている専用通信網であり、河川管

理者に加え、河川上空の空間利用を行う民間事業者等による活用も検討予定としてい

る。河川沿いに通信スポットを設置することで、河川上空において安定した高速通信を

可能にし、ドローンや IoT 機器が接続できる環境を構築する設備である。 

また、本設備は、国土交通省が保有する河川光ファイバーネットワークを利用して専

用通信網を構築し、各種機器と無線通信を行う設備である。通信拠点から、ドローン等

の現地端末に対して監視、制御、映像の送受信等を無線通信で行う機能を有しており、

独立したネットワーク構成とされている。 

なお、ドローン等の移動体通信に対応するため、無線 LAN 装置間のハンドオーバー機

能を備えており、機体が移動しても途切れにくい通信を確保できるよう配慮されてい

る。 
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第3章 ドローンの飛行に関する手続き等 
 

航空法等において定められているドローン等の無人航空機を飛行させる際の基本的な飛

行ルールについて以下に示す。なお、近年、さまざまな産業分野での無人航空機の利活用

を拡大する観点から、これまでの無人航空機の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏

まえ、飛行ルールの見直しが行われているため、適用の際には最新情報を確認すること。 

 

3.1. 遵守事項 
 

航空法第 132 条 86（昭和 27 年法律第 231 号）より、飛行させる場所に関わらず、無人

航空機を飛行させる場合には、以下のルールを遵守しなければならないとされている。 

 

 
 

 
出典）国土交通省：無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#houhou 

図 3-1 無人航空機を飛行させる者の遵守事項 

  

 アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと。 

 飛行前確認を行うこと。 

 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること。 

 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。 
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3.2. 飛行許可・承認手続きの実施 
許可・承認の申請にあたっては、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カ

テゴリーⅡ飛行 14F14F1、Ⅲ飛行 15F15F2）に従い、適切に手続きを行う必要がある。（航

空法第 132条の 85 第 2項又は第 4項第 2 号若しくは同法第 132 条の 86 第 3 項又は第 5 項

第 2 号） 

 

3.2.1. 申請方法 
飛行の許可・承認を受ける必要がある場合には、オンラインサービス「ドローン情報

基盤システム 2.0（DIPS2.0） 3」等を使用して、飛行させる 10 開庁日前（土日祝日等を

除く。）までに、地方航空局（東京又は大阪）又は空港事務所（東京又は関西）に申請す

る。 

 

3.2.2. 許可・承認の基準 
許可等の審査においては、国土交通省航空局が定める審査要領に基づき、「飛行概要」

「機体」「操縦者」「安全対策」の 4つの観点から適合性の審査が行われる。申請した飛

行に対して、許可・承認書が発行される。 

 

(1) 飛行概要 

飛行の目的、日時、場所、飛行経路、特定飛行に該当する理由など、飛行内容が航空

法および関連基準に適合しているかを確認する。 

 

(2) 機体 

使用する無人航空機が、飛行に必要な機能・性能を備えているかについて審査する。

型式認証機または機体認証機 を使用する場合は、該当項目の審査資料の一部が省略可能

である。なお、カテゴリーⅢ飛行（第三者上空）は、第一種機体認証を受けた無人航空

機を使用する場合に限り飛行可能となる。 

 

(3) 操縦者 

操縦者が安全に飛行できるだけの知識・技能・飛行経歴を有するかを審査する。 

無人航空機操縦者技能証明（国家資格）を保有している場合は、審査資料の一部を省

略することが可能となる。なお、カテゴリーⅢ飛行（第三者上空）は、一等無人航空機

操縦士の技能証明を有する場合に限り飛行可能となる。 

 

(4) 安全対策 

安全な運航を確保するため、「飛行マニュアルの整備」「点検・整備体制」「緊急時対

応」「運航管理方法」等を含む運航体制の整備が求められる。 

国土交通省航空局 HP で以下の標準マニュアルが公開されているため、飛行マニュアル

を作成する際の参考にするとよい。なお、カテゴリーⅢ飛行では、リスク分析・評価に

基づくリスク軽減策を具体的に記載した飛行マニュアルの作成が求められる。 

 

 航空局標準飛行マニュアル 01 

 航空局標準飛行マニュアル 02 

 その他（空中散布・研究開発・インフラ点検等）の標準マニュアル 

 
1 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行）（令和 7 年 12月 18

日最終改正 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001866503.pdf） 
2 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅢ飛行）（令和 5 年 2 月 7 日

制定 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/common/001586101.pdf） 
3 「ドローン情報基盤システム 2.0」（https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/） 

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
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3.3. 飛行計画の通報・飛行日誌の作成 
 

飛行計画の通報・飛行日誌の作成にあたっては、無人航空機同士の衝突を未然に防止す

るため、特定飛行を行う場合は、無人航空機の飛行計画の通報要領 17F17F1に従い、無人

航空機を飛行させる者は事前に飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を通報す

る必要がある。（航空法第 132 条の 88、第 132 条の 89） 

無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用する

ことができるなど飛行の安全に資する目的で、特定飛行を行う場合は、無人航空機の飛行

日誌の取扱要領 18F18F2に従い、無人航空機を飛行させる者及び無人航空機の使用者は飛

行、点検及び整備状況を記録した飛行日誌を備え、記載する必要がある。（航空法第 132 条

の 89） 

航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のため、無人航空機の飛行計画の通報要

領によりドローン情報基盤システム（DIPS 2.0）おける飛行計画通報機能による飛行計画

の通報が義務付けられてる。飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30 万円以下

の罰金が科せられる（航空法第 157 条の 10）。特定飛行を行わない場合においては、義務

は存在しないが、以下の理由から、飛行計画の通報・飛行日誌の作成が推奨されている。 

飛行計画を事前に DIPS2.0 の「飛行計画通報機能」へ登録することで、自らの飛行計画

の管理に加え、他の無人航空機運航者や航空機の運航者への情報提供となり、相互間の安

全確保につながることから、特定飛行に該当しない飛行であっても飛行計画の通報を推奨

されている。 

なお、DIPS2.0 の「飛行計画通報機能」を活用することで、次の情報が確認可能とな

る。 

 

 飛行計画場所付近での他の無人航空機の飛行予定 

 無人航空機と同じ空域を飛行する航空機の位置情報や離着陸場所 

 自治体が条例等に基づき飛行を禁止している場所 

  

 
1 「無人航空機の飛行計画の通報要領（令和 7年 3 月 17 日改正 無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001878897.pdf） 
2 「無人航空機の飛行日誌の取扱要領（令和 4年 12 月１日制定 無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf） 

https://www.mlit.go.jp/common/001878897.pdf
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf
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3.4. 事故等の場合の措置 
 

万が一、無人航空機の飛行による人の死傷（負傷を含む）又は物件の損壊、航空機との

衝突又は接触とそのおそれがあった場合、無人航空機の制御が不能となった事態（機体の

不具合に限る）、無人航空機が発火した事態（飛行中に発生したものに限る）については、

国土交通省（許可・承認を受けた官署又は飛行経路を管轄する官署）へ報告（原則

DIPS2.0、使用できない場合等は表 3-2 参照）が必要であるため、無人航空機に関する事

故または重大インシデントに該当する事態が発生した場合、ドローン情報基盤システム

（DIPS 2.0）の事故等報告機能を用いて、速やかに報告する必要がある。 

負傷者が発生した事故については、負傷者を救護することその他の危険を防止するため

に必要な措置を行わなければならない。事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場

合、30 万円以下の罰金が科せられる（航空法第 157 条の 10 第 2 項）。また、負傷者の救護

など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、2年以下の懲役又は百万円以下の

罰金が科せられる（航空法第 157条の 6）。 

また、無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領 19F19F1によると、この報告

は、無人航空機の飛行によって航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安

全を阻害する事態が発生した場合に、当該事故及び重大インシデントの原因を究明し、再

発防止を図ることが目的であり、当事者に対しペナルティを科すことを目的としたもので

はないことから、当事者は安全の向上への貢献であるという視点を持つことが重要である

としている。 

国土交通省航空局 HP20F20F2に無人航空機に係る事故等報告一覧が掲載されているの

で、安全意識向上のため過去の事例を参考されたい。以下に事故・重大インシデントを示

す。 

 

表 3-1 事故・重大インシデント 

事故 

無人航空機による人の死傷（重傷以上の場合） 

第三者の所有する物件の損壊 

航空機との衝突または接触 

重大インシデント 

無人航空機による人の負傷（軽傷の場合） 

無人航空機の制御が不能となった事態 

無人航空機が飛行中に発火した事態 

航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時 

出典）国土交通省:「事故・重大インシデントについて」を基に作成 

https://www.mlit.go.jp/common/001623401.pdf 

  

 
1 「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領（令和 4 年 11月 4 日 制定 国土交通省

航空局安全部長）」（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520661.pdf） 
2 「事故・重大インシデントについて（無人航空機安全課）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001623401.pdf） 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520661.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001623401.pdf
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表 3-2 ドローン（無人航空機）による事故等の報告先一覧 

 
出典）国土交通省：無人航空機による事故等の報告先一覧 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001573519.pdf 
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第4章 安全管理 
 

4.1. 機体に関する安全管理 
 

機体に関する安全管理については以下のとおりとする。 

 

4.1.1. ドローンの運航前点検の実施 
 

ドローンを運航する前には、十分に点検を実施する。問題がある場合には是正し、是

正が困難な場合には、代替機を使用するか作業を中止する。 

 

4.1.2. ドローンの運航中の安全管理 
 

ドローンの運航中の安全管理については、JIS W 0711:2021 1に定められるとおり、故

障時に安全な状態に移行する「フェールセーフ」の考え方を基本とし、飛行時には異常

事態が発生しても安全に機体を制御し帰還できるよう現場状況を反映させたフェールセ

ーフ機能を適切に設定する。これにより、機体のロストや人的・物的破損等の事故を回

避するものとする。 

一方、フェールセーフ機能のみでは十分にリスクを低減できない飛行環境（狭隘空

間、橋梁下、河川構造物周辺、強風が想定される場所など）も存在する。このような場

合には、ドローン紛失防止装置、保護ネット、係留装置など、フェールセーフ機能と補

助安全対策を組み合わせた多層的な安全管理を行うことが望ましい。 

なお、フェールセーフ機能の設定は、下表に示すような事象が発生した場合に制御設

定が働き、機体を安全側に制御するものであることが重要である。ただし、帰還時の飛

行高度や帰還する飛行ルート、障害物センサーの自動解除の有無、強制着陸等、機体や

アプリケーションによって制御方法が異なることがあるため、事前によく確認・理解し

ておくことが必要である。 

 

表 4-1 フェールセーフ機能の一例 

項目 発生事象 機体の動作 

自動帰還 

バッテリー電圧の低下 

 設定された高度でホームポイントに最短距離で

水平に移動し着地 

 帰還できないと判断したら、着陸できる余力が

あるうちに手動操作で障害物の無い場所に強制

着陸 

プロポからの帰還 
 設定された高度でホームポイントに最短距離で

水平移動に移動し着陸 

安全航行 電波受信状況の悪化 

 その場でホバリング（待機） 

 操縦者が可能な限り機体へ接近し、通信の回復

を図る。 

 設定された高度でホームポイントに最短距離で

水平に移動し着陸 

障害物回避 障害物検知  障害物を検知し衝突を避ける。 

 

  

 
1 産業用無人航空機（UAS）に関する設計・安全管理の基準を定めた日本産業規格 



 

【基礎編】-32 

4.2. 操縦に関する安全管理 
 

操縦に関する安全管理については以下のとおりとする。 

 

4.2.1. 飛行中の監視 
 

ドローンの飛行中に異常やドローンへの危険を察知した場合には、速やかに帰還ある

いは最寄りの緊急着陸場に着陸させるものとする。 

レベル 3.5、4 飛行の場合は、補助者なしでの目視外飛行が実現可能となるが、機体の

FPV カメラと連携することにより、飛行中の位置情報、飛行計画、異常検知などをリア

ルタイムで監視すること。 

 

表 4-2 ドローンの事故が想定される主な事象と留意点等 

想定される事象 留意点等 

天候の急変 

（雨や雷、風等） 

 飛行前に気象情報を確認し、強風速時 1や降雨時は飛行を中止

する。 

 気温低下時はバッテリー性能低下に注意し、余裕を持った飛行

計画を立てる。 

他のドローン等の接近 

（第三者、災害活動等） 

 災害現場やイベントでは複数のドローンが飛行する可能性が

あるため、事前調整を行う。 

 衝突防止のため、飛行ルート・高度を事前設定し、目視確認を

徹底する。 

鳥類の接近 

 飛行前に鳥の群れや営巣場所を確認し、鳥が多い時間帯（早朝・

夕方）を避ける。 

 鳥類接近時は急旋回や高度変更で回避できる操縦技術を習得

する。 

部品の落下および破損 

 飛行前にプロペラ・モーター・ジンバルの緩みや損傷を点検す

る。 

 高速飛行や障害物付近での飛行は避ける。 

機体の異常動作 

 電波干渉や GPS ロスト時に備え、緊急停止操作や自動帰還

（RTH）機能を確認。 

 ファームウェア更新とセンサーキャリブレーションを定期的

に実施。 

バッテリー容量の減少 

 飛行前に機体・送信機・スマホのバッテリー残量を確認する。 

 気温低下時は電圧降下により飛行時間が短縮されるため、余裕

を持った運航計画を立てる。 

 バッテリーの膨張や劣化を定期点検し、異常があれば交換す

る。 

 

4.2.2. 第三者が立ち入った場合の措置 
 

航空法では、特定飛行中に第三者の立入りを確認した場合、直ちに飛行を停止し、飛

行経路の変更、安全な場所への着陸その他の必要な措置を講じることを義務付けられて

いる。（航空法 第 132 条の 87） 

そのため、立ち入り管理措置を講じた特定飛行を行う場合、経路下への立ち入りを確

認した際には、飛行の停止、経路の変更、着陸等の措置を講ずるものとする。 

 
1 ５ｍ／ｓ以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるよう

な不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。ただし、５ｍ／ｓ以上の突風で飛行可

能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。 
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また、レベル 3.5 飛行において、ドローン飛行可能空間に河川利用者が立ち入った場

合の対応は、事前に対応方法を決めておくことが望ましい。対応例として、一時停止

（待機）や迂回経路の設定が考えられる。ただし、迂回経路を設定する場合は、カメラ

の調整をしながらドローンを操作する必要があり、実質的には困難となる。したがっ

て、第三者が立ち入った場合は、一時停止（待機）を基本とする。 

 

(1) 一時停止（待機） 

河川利用者（第三者）が一時的な利用と判断される場合には、ドローンをホバリング

等で一時停止させ、河川利用者がドローン飛行可能空間から立ち去るのを待つ対応が適

切である。 

 

(2) 迂回経路の必要性 

一号地（河道）上空を飛行している場合でも、落下分散範囲内に第三者を確認した際

には、飛行を継続する場合、手動操作に切り替えて迂回する必要がある。計画している

飛行経路から逸脱するため、撮影したい範囲を撮影できない区間が生じる可能性がある

ことに留意が必要となる（自律飛行の場合、カメラの向きや角度を固定して飛行経路を

設定するため、飛行経路が変わると対象物がカメラの画角から外れる等）。 

 

 
図 4-1 ドローン飛行可能空間に河川利用者が立ち入った場合の対応例 

  

落下分散範囲が天端にかからないようなルート・高度で飛行していたが、
河岸際に人がいることが確認された場合

落下分散範囲 計画上のルート

第三者を発見し手動操作に
切り替え、ルートを変更

第三者が落下分散範囲内⇒第三者上空飛行に該当 第三者が落下分散範囲内⇒第三者上空飛行に該当

河道上空を飛行している場合でも、落下分散範囲内に第三者を確認した場合には手動操作に切り替えて迂回する必要がある。
⇒計画しているルートから逸脱するため、撮影したい範囲を撮影できない区間が生じる。

上空から見た図
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4.2.3. 事故・災害発生時の対応 
 

航空法では、無人航空機による人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突または接触、

その他国土交通省令で定める事故が発生した場合、操縦者は直ちに飛行を中止し、負傷

者救護や危険防止措置を講じることが義務付けられている。（航空法 第 132 条の 90） 

そのため、ドローンに関する事故や重大インシデントの発生時には、状況に応じて救

護や報告等、迅速・適切に対応するものとする。 

万が一、事故や重大インシデントが発生した場合には、「無人航空機の事故等の報告及

び負傷者救護義務 23F23F1」に従い、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共

に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告

する。 

 

  

 
1 「無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務（国土交通省）」

（https://www.mlit.go.jp/koku/accident_report.html） 
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4.3. 運航に関する安全管理 
 

運航に関する安全管理については以下のとおりとする。 

 

4.3.1. 飛行計画の通報（DIPS2.0 への登録） 
 

飛行計画を事前に「ドローン情報基盤システム 2.0（DIPS2.0）24F24F1」の「飛行計

画通報機能」へ登録する。これにより、自らの飛行計画の管理に加え、他の無人航空機

運航者や航空機の運航者への情報提供となり、相互間の安全確保につながる。 

なお、航空法に基づく「特定飛行」を実施する場合には、飛行計画の通報は必須であ

る。 

また、特定飛行に該当しない飛行であっても、周辺での他機との干渉防止や安全性の

向上の観点から、飛行計画の通報を推奨する。 

 

 
 

4.3.2. 飛行日誌の作成 
 

航空法では、無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、飛

行日誌を備え、飛行、点検及び整備の状況を記録しなければならないと定められてい

る。（航空法 第 132 条の 89） 

無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用す

ることができるなど飛行の安全に資する重要な記録であることから、特定飛行を行う場

合には、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領 25F25F2」に従い、飛行日誌を備え、飛行・

点検・整備の状況を記録することが必須となる。 

また、特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行・整備・改造などの情報を遅

延なく飛行日誌に記載することは、安全管理に有効であり、機体状態の把握や不具合の

早期発見に繋がることから、記録を行うことを推奨する。 

 

＜飛行日誌への記載事項＞ 

① 飛行記録 

② 日常点検記録 

③ 点検整備記録  

 
1 「ドローン情報基盤システム 2.0」（https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/） 
2 「無人航空機の飛行日誌の取扱要領（令和 4年 12 月 1 日 制定 国土交通省航空局安全部無人

航空機安全課長）」（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf） 

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf
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4.3.3. 保険への加入 
 

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行 26F26F1、Ⅲ

飛行 27F27F2）」では、飛行許可・承認申請時に無人航空機に係る第三者賠償責任保険へ

の加入状況を確認しており、保険加入を推奨している。 

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行）」において、

レベル 3.5飛行を申請する場合は、『第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した

場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること』が申請要件として

明記されている。このため、レベル 3.5 飛行を行う場合には、第三者賠償責任保険への

加入は必須となる。 

一方、レベル 3.5 以外の飛行については法令上の義務ではないものの、安全管理上の

観点から第三者賠償責任保険への加入を推奨する。 

  

 
1 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅡ飛行）（令和 7 年 3 月 19日

最終改正 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/koku/content/001866503.pdf） 
2 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリーⅢ飛行）（令和 5 年 2 月 7 日

制定 航空局長）」（https://www.mlit.go.jp/common/001586101.pdf） 
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4.4. その他（法令・倫理・社会的配慮） 
 

その他、法令・倫理・社会的配慮に関する事項については以下のとおりとする。 

 

4.4.1. 関連法規の遵守 
 

ドローンの運航に関わる法律、条例、規制等の拠って立つ理念を十分に理解し、ドロ

ーンを安全に運航できるように努める。 

 

4.4.2. 個人情報やプライバシーへの配慮 
 

個人情報やプライバシーへの配慮について、インターネット等により公開する場合は

以下の点について留意すること。 

 

(1) 個人情報保護 

ドローンで撮影した映像に個人が特定できる情報（顔、住所、車のナンバーなど）が

含まれる場合、それは「個人情報」に該当する。そのため、撮影の際には以下の点に注

意が必要となる。 

 

 撮影対象者の同意なしに個人情報を収集・公開することは原則として禁止。 

 映像をインターネット上で公開する際は、個人が特定されないように加工（ぼか

し処理など）する必要がある。 

 利用目的を明確にし、必要最小限の範囲で撮影・保存することが求められる。 

 

(2) 肖像権 

肖像権は、個人が自分の容姿を無断で撮影・公開されない権利である。ドローンによ

る空撮でも以下の配慮が必要となる。 

 

 公共の場であっても、個人が明確に映っている映像を無断で公開することはトラ

ブルの原因になる。 

 商業利用（広告、プロモーションなど）の場合は、必ず本人の許可を得る必要が

ある。 

 

(3) プライバシー権 

プライバシー権は、私生活をみだりに公開されない権利である。ドローンによる撮影

が以下のような場合、プライバシー侵害となる可能性があるので留意すること。 

 

 私有地（住宅の敷地内など）を無断で撮影する。 

 高度を下げて窓の中を撮影するなど、私生活に踏み込むような行為。 
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4.4.3. 河川上空を安全に飛行するために留意すべき事項 
 

河川上空を安全に飛行させるためには、以下の点に留意する必要がある。 

 

(1) 河川上空を安全に飛行するために留意すべき事項 

今後、河川上空での物流等によるドローン飛行が活発になることが想定される。今

後、河川上空でのドローン飛行が増えていく中、円滑に河川管理を行っていく上で、河

川上空でドローンを飛行するにあたって、一般に飛行管理者が考慮すべき事項および必

要な対応を以下に示す。 

 

1) DID（人口集中地区） 

 考慮すべき事項 

一部の河川では、水面も含めて DID 地区となっている。 

 必要な対応 

特定飛行となる。無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛

行はカテゴリーⅢ、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う

飛行の場合は、無人航空機の飛行計画の通報要領 1に従い、カテゴリーⅡで DIPS 2.0 を

通じて飛行許可・承認申請を行う必要がある。 

 

2) 民有地 

 考慮すべき事項 

河川区域内にも民有地が多数存在する。 

土地の立入については、河川管理者も土地所有者の承諾が必要となる。 

 必要な対応 

個別に土地所有者等の関係者との調整が必要である。 

一方で、「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について 2」によると、第三者の土地

上空を無人航空機が飛行するにあたって、常に土地所有者の同意を得る必要はないとさ

れている。ただし、上空を飛行する場合であっても、土地所有者に対する事前説明や情

報周知によりトラブル発生の防止に努めることが望ましい。 

また、土地所有者が不明である場合については、現地の状況や必要性を踏まえ、適切

な方法を検討のうえ判断すること。 

 

3) 占用施設 

 考慮すべき事項 

占用者が占用目的に支障があると考えれば、ドローンの飛行を制限する可能性があ

る。 

 必要な対応 

個別に占用者との調整が必要である。 

無人航空機の飛行と土地所有権の関係について によると、常に土地所有者の同意を得

る必要はないとされている。ただし、土地所有者に対する事前説明や情報周知によりト

ラブル発生の防止に努めることが求められる。 

 

 
1 「無人航空機の飛行計画の通報要領（令和７年 3 月 17 日改正 無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001878897.pdf） 
2 「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について（令和 3 年 6 月 28日 内閣官房小型無人機

等対策推進室）」

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf） 

https://www.mlit.go.jp/common/001878897.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
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4) 河川利用者 

 考慮すべき事項 

河川敷や堤防では、釣り人、ランナー、サイクリスト、散歩者、バーベキュー利用者

など、河川空間を利用する人々が多数存在する。 

 必要な対応 

飛行計画の作成にあたっては、現地の利用状況を踏まえ、第三者が立ち入る可能性が

低い範囲を飛行経路として設定するなど、安全確保に配慮した計画とする。 

また、第三者上空を飛行しない場合であっても、付近の施設管理者等に飛行予定を周

知するなど、周辺利用者とのトラブル防止に努めることが望ましい。 

 

5) 自然環境への影響 

 考慮すべき事項 

鳥類への影響はもちろん、飛行高度によっては、騒音等による地上の動物への影響を

把握する必要がある。 

 必要な対応 

動物や植物などの生息地として特に保全する必要があると認められた区域は現地の立

ち入りや無人航空機の飛行が禁止されている場合があるので、事前に確認する必要があ

る。 

 

6) 無人航空機同士あるいは有人機との衝突回避 

 考慮すべき事項 

今後、物流・搬送、点検・巡視、警備、災害対応（捜索・救助）などで無人航空機を

広く利用され、複数の無人航空機が操縦者などの目視範囲を超えて飛行（目視外飛行）

すると考えられる。 

 必要な対応 

目視外飛行を行う場合は、特定飛行の飛行許可・承認を受け、衝突を回避しながら安

全に飛行する必要がある。衝突を回避するために UTM を使用することも有効である。 
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(2) 河川区域内を飛行するにあたって留意すべき事項 

現行の河川法上、河川区域の上空そのものを直接規制の対象とする想定はないが、河

川空間の占用の要否、河川の管理や第三者の安全に支障が生じないように必要な措置を

講じる義務、および河川管理者による管理措置・現場調整の結果として、ドローンの飛

行方法・経路・時間帯等に運用上の制約が生じる場合がある。したがって、河川上空を

安全かつ円滑に飛行させるためには、河川管理者との調整、利用状況や工事・イベント

等の情報把握、必要に応じた占用手続の確認、および安全配慮（立入管理・周知等）の

計画への反映が不可欠である。 

この考え方のもと、航空法における各種規制・手続を前提としつつ、河川上空を飛行

する際の留意事項を以下に整理する。 

なお、本手引きにおける河川上空は図 4-2 に示す河川区域の上空とし、河川保全区域

の堤内地上空は含まない。 

 

1) 河川区域の種類 

河川区域は社会通念として河川の範囲を定めたものであり、この区域に対して河川管

理上必要となる各種の規制等が河川法に記載されている。河川区域は河川法第 6 条（昭

和 39 年法律第 167 号）に基づき、3つに分類される。 

 

 
図 4-2 河川区域と範囲 

 

2) 河川区域別の留意点 

河川区域内の１号地、２号地および３号地における留意事項とドローン飛行時の対応

例について次頁以降に示す。 
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 １号地 

１号地は河川の水が常に流れている土地であり、これに続いている河岸部分の土地も

含まれる。１号地は、基本的には飛行経路下に第三者が存在する可能性は低く、河川区

域内で最も安全な飛行が可能といえる（最も推奨できる）。１号地上空でドローンを飛行

させるにあたっての留意事項は以下の通りである。 

 

表 4-3 河川区域１号地における留意事項とドローン飛行時の対応例 

留意事項 ドローン飛行時の対応例 

舟運や漁業協同組合等による漁による船舶

や遊覧船 

民間から別途情報を得た上で、安全な飛行計画を検

討する必要がある。 

台船による橋梁補修工事や低水護岸等の

施工、土砂掘削・樹木伐採等の工事や測

量、点検等の公共事業 

作業情報を得て、安全な飛行計画を検討する必要が

ある。 

カヌーやモーターボート、ウェイクボード、い

かだ、釣りといったアクティビティ 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要があ

る。（一時使用届が出されていない場合には個別に

把握必要） 

水生生物の観察会や大学等による研究活

動（採取） 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要があ

る。（一時使用届が出されていない場合には個別に

把握必要） 

鯉のぼりの設置や灯篭・精霊流し、稚魚放

流会、打ち上げ花火といった催し 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

水辺の楽校（河川管理者指定）やその他低

水路内での川遊び等 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がないか事前に確認する。また、飛行中に飛

行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行

う。 

気球やハングライダー、ウルトラライトプレー

ン（ULP）等の有人機飛行 

DIPS 経由で実施情報を得た上で、安全な飛行計画

を検討する必要がある。把握できない有人機につい

ては、団体等から情報を得る必要がある。 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がある場合、一時停止、回避または中断等を

行う。 

テラス等の河川空間のオープン化、ミズベリ

ングに関連した工作物・イベント 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

橋梁、水管橋、堰、送電線等の横断工作物 

河川横断工作物は無人航空機の飛行の支障となる

可能性がある。構造物との衝突を回避し安全に飛行

する必要がある。該当する河川横断工作物について

は、事前に河川管理者へ確認する。 
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 ２号地 

２号地は堤防を始めとする河川管理施設の敷地である土地の区域であり、堰・水門・

排水機場等の操作施設の敷地なども含む。なお、高規格堤防で通常の利用がなされる区

域（高規格堤防特別区域）の敷地は２号地には含まれない。２号地上空とは、基本的に

は堤防等河川管理施設の上空であり、一時使用やイベント等が行われることはあまりな

いが、一般に堤防天端は車道や歩道として日常生活の中で利用されることが多く、上空

の飛行にあたっては利用形態を確認する必要がある。 

２号地上空で無人航空機を飛行させるにあたり留意すべき事項は以下の通りである。 

 

表 4-4 河川区域２号地における留意事項とドローン飛行時の対応例 

留意事項 ドローン飛行時の対応例 

占用されている堤防天端（及び堰・水門管

理橋） 

（車道（兼用道路）として一般車の通行が存

在する。また、自転車道として整備されてい

る場合もある。） 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がないか事前に確認する。また、飛行中に飛

行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行

う。 

占用されていない堤防天端（及び堰・水門

天端） 

（管理用通路として巡視等で使用しているほ

か、地域住民が歩道として日常的に使用

（徒歩、ランニング、自転車）している。） 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がないか事前に確認する。また、飛行中に飛

行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行

う。 

住民による河川清掃活動、除草活動、花見

（側帯の桜並木等）等 

実施情報から、安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がある場合、一時停止、回避または中断等を

行う。 

祭や花火大会等では多くの人が移動や見

物に利用する。  

実施情報から、安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

マラソン大会やウォーキング大会、駅伝大会

等が開催される場合がある。 

実施情報から、安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

堰・水門・樋門・排水機場などの河川管理施

設 

河川構造物は飛行の支障となる可能性があるため、

構造物との離隔（30m）に注意する。該当する河川構

造物については、事前に河川管理者へ確認する。 

その他、河川空間のオープン化、ミズベリン

グに関連した工作物（出店）・イベント等 

実施情報から、安全な飛行計画を検討する必要があ

る。 

2号地と隣接する住宅等（堀込河道、高規格

堤防） 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がある場合、一時停止、回避または中断等を

行う。また、事前に掲示物の設置やチラシ配布等に

より、周辺住民へ飛行予定を周知することが望ま

しい。 

橋梁、水管橋、送電線等の横断工作物 

河川横断工作物は無人航空機の飛行の支障となる

可能性がある。構造物との衝突を回避し安全に飛行

する必要がある。該当する河川横断工作物について

は、事前に河川管理者へ確認する。 
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 ３号地 

３号地は、堤外の土地のうち１号地と一体となって管理を行う必要があるものとし

て、河川管理者が指定することによって河川区域になる土地である（代表的なものとし

て高水敷が該当する）。１号地および２号地には原則として民有地が含まれることはない

が、３号地には民有地が含まれるほか、高水敷は河川公園等により広く利用（占用）さ

れている場合が多く、河川区域の中で、一時使用やイベントが最も開催される機会が多

い区域である。 

３号地上空で無人航空機を飛行させるにあたり留意すべき事項は以下の通りである。 

 

表 4-5 河川区域３号地における留意事項とドローン飛行時の対応例 

留意事項 ドローン飛行時の対応例 

河川公園やゴルフ場、球技場、マラソン・サ

イクリング道、車道、自動車学校、駐車場

等、占用（一時占用含む）により日常的に利

用されている場所が多く存在する。 

占用者または一時使用者から実施情報を得る必要があ

る。飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る

可能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行

う。また、取得した情報を基に、飛行の実施可否を判断

し、飛行計画に反映する。 

占用の有無に関わらず、日常的に地域住民

等が様々な形で利用している場合が多い。

（昼夜間） 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行う。

また、事前に地域住民や自治会に飛行予定を説明し、

同意を得ることが望ましい。さらに取得した情報や同意

状況を踏まえ、飛行の実施可否を判断し、計画に反映

する。 

公共事業の工事ヤード等 作業情報から安全な飛行計画を検討する必要がある。 

畑地・果樹園・樹林帯等の堤外民地 

第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させる

に当たって、土地利用状況を事前に確認し、安全な飛

行計画・飛行経路を検討する必要がある。飛行経路の

直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性がある場

合、一時停止、回避または中断等を行う。 

マラソン・駅伝大会やスポーツ大会、ゴル

フ、釣り、といったアクティビティ 
実施情報から安全な飛行計画を検討する必要がある。 

住民による河川清掃活動、除草活動、花見

等が行われる。 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要がある。 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行う 

祭や花火大会等では多くの人が移動や見

物に利用する。また、ライブ等の音楽イベン

トなどの事例も存在 

実施情報から安全な飛行計画を検討する必要がある。 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行う。 

水生生物の観察会や大学等による研究活

動（採取） 
実施情報から安全な飛行計画を検討する必要がある。 

気球やハングライダー、ウルトラライトプレー

ン（ULP）等の有人機飛行 

DIPS 経由で気球・ハングライダー等の飛行情報を得た

上で安全な飛行計画を検討する必要がある。 

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可

能性がある場合、一時停止、回避または中断等を行う。 

水辺の楽校（河川管理者指定）や河川空間

のオープン化、ミズベリングに関連した工作

物・イベント 

実施情報から、安全な飛行計画を検討する必要がある。 

橋梁、水管橋、堰、送電線等の横断工作物 

河川横断工作物は無人航空機の飛行の支障となる可能

性がある。構造物との衝突を回避し安全に飛行する必要

がある。該当する河川横断工作物については、事前に

河川管理者へ確認する。 
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(3) 安全に飛行するために必要な情報 

 

ドローンの安全な運航には、UTM（UAS Traffic Management：無人航空機の運航管理）

の活用が有効である。UTMは NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構）により ISO 標準規格として整理されており、無人航空機の飛行計画・位置情報・

空域情報などを一元管理し、衝突や干渉を防ぐための運航管理システムである。 

また、今後、ドローンの更なる安全な運航と労務コスト低減の可能性から、ドローン

航路の活用が想定される場合がある。活用にあたっては「運航事業者向けドローン航路

運航ガイドライン 1」を参照すること。 

ISO 標準規格として整理されている UTM と運航事業者向けドローン航路運航ガイドラ

インにより整理されているドローン航路システムの主な機能を表 4-6、表 4-7 に示す。 

 

表 4-6  ISO 標準規格により整理された UTM の機能群 

機能名 概要 

登録管理機能 
（registration function） 

 ドローンの操縦者や機体に関する情報を登録管理す

る機能 

空域情報管理機能 
（ flight information 
management function） 

 ドローンが飛行可能な空域の設定 
 関係者への情報共有 
 有人航空機の管制システムとの情報交換 

飛行計画管理機能 
（operation plan management 
function） 

 飛行の計画（ルートや出発・到着時刻など）を設定す

ることを支援 

位置情報管理機能 
（ position data management 
function） 

 無人航空機から提供された位置情報を管理し、安全運

航のための注意喚起を行う 

報告作成機能 
（reporting function）  事故報告を収集・共有する機能 

情報提供機能 
（ supplemental data supply 
function） 

 地図や気象情報などドローンが安全に飛行できるか

判断するために必要な情報を提供する機能 

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 
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出典）経済産業省：日本発のドローンの運航管理システムに関する国際規格が発行されました

https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230427001/20230427001.html 

図 4-3 UTMに必要な機能のイメージ図 

 

表 4-7 ドローン航路ガイドライン 1により整理されたドローン航路システムの主な機能群 

機能名 概要 

航路画定 
 ドローンが落下した際にも、航路運営者があらかじめ指定した

範囲にしか落ちないように、立体的な空間の最外縁（航路）を

画定する機能 

航路予約  運航者が事前に航路及び離着陸場等を予約する機能 

安全管理 

 運航中のドローンの安全管理を支援するために、規制やイベン

ト情報また気象情報を用いた飛行可否の評価、ドローン飛行中

の航路の閉塞管理、飛行中のドローンの航路逸脱管理、立入管

理措置の一部や飛行実績の蓄積・共有を実施する機能 

離着陸場・機体管理  ドローン航路に紐づく離着陸場・機体リソースを管理し、提供

する機能 

関係者周知 
 外部システム（SWIM・DIPS 等）と情報連携及び、関係者（地

方自治体や災害関連事業者等）に航路画定/予約情報を連携する

機能 
機能名  概要 

 

 

 
1 ドローン航路サービスの品質確保、飛行許可・承認申請の事前手続き簡略化に係る適合性評価

の基準明確化、相互運用性の確保によるドローン航路全国展開の推進等を目的に作成された「ド

ローン航路運営者向けドローン航路導入ガイドライン」及び「運航事業者向けドローン航路運航

ガイドライン」とその付属書のこと。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 
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第1章 はじめに 
 

本編では、河川巡視におけるドローンの活用方法を示す。なお、本手引きで整理している法

令等は、手引き作成時点（2026年 2 月）の内容をもとに作成しているため、実際に適用する

際には最新情報を必ず確認すること。 

 

1.1. 河川巡視の定義 
 

河川巡視は、河道及び河川管理施設等の状況の把握、河川区域等における違法・違反行

為の発見、河川空間の利用に関する情報収集、河川の自然環境に関する情報収集を対象と

して、概括的に行うものとしている。 

河川巡視は「平常時の河川巡視」と「出水時の河川巡視」に大別され、そのうち「平常

時の河川巡視」は、あらかじめ設定した巡視項目について巡視を行う「一般巡視」と、巡

視項目、目的、場所等を絞り込んだ「目的別巡視」に分類される。 

また、出水時においては、状況が時々刻々と変化し、これに対応して適切な措置を迅速

に講じる必要があることから、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設等、堤内地の浸

水等の状況を概括的かつ迅速に把握するために「出水時の河川巡視」を実施する。 

さらに、地震発生後においては、「直轄管理河川に係る地震発生時の点検について（平成

21年 2月 27日通知）」に示される「一次点検」において、「各施設の異常の有無とその状

況について、目視による外観点検を行うものとする」ことを目的としており、河川巡視の

一環として本編において整理する。 
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1.2. 河川巡視におけるドローンの活用場面 
 

前節で示したとおり、河川巡視は下表に示す活用場面に分類される。本編では、下表に

示す活用場面ごとにドローン等を活用した河川巡視の具体的な実施方法について示す。 

本手引きは、河川巡視の効率化・高度化を目的としており、従来の車両・バイク等によ

る河川巡視に比べて、広範囲かつ迅速な情報収集を可能とするドローンの利点を活かすも

のである。 

また、本編で示す活用場面は、令和 8 年度の運用段階における技術的・法令的・機体性

能等の制約条件を踏まえたものであり、レベル 3.5 飛行（無人地帯での目視外飛行）を前

提として整理している。具体的には、河道内・河岸際や高水敷のうち、第三者の利用が確

認されない区域を対象とした上空飛行を想定している。今後、レベル 4 飛行（有人地帯で

の目視外飛行）が可能となった場合には、堤防や高水敷など第三者が利用する区域の上空

飛行も可能となり、活用場面の拡張や運用方法の見直しが必要となり、本手引きの改定が

求められる。 

なお、本手引きにおけるドローン活用は、河川巡視で使用している RiMaDIS1の運用を前

提としており、ドローンで取得した静止画・動画等のデータは、河川巡視完了後に

RiMaDIS に登録するものとする。 

 

表 1-1 河川巡視におけるドローンの活用場面 

分類 概要 

平常時の河川巡視 

一般巡視 
あらかじめ設定した巡視項目に基づき、広範囲にわ
たって実施する。 

目的別巡視 
モニタリング計画等に基づき場所・目的等を絞り巡
回する。 

出水時の河川巡視 
洪水時などに、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管
理施設、堤内地の浸水状況などを概括的かつ迅速に
把握し、適切な措置を講じるために実施する。 

地震後の一次点検 
「直轄管理河川に係る地震発生時の点検について」
に基づき、目視による外観点検を行い、施設の異常
の有無と状況を概括的に把握する。 

 
1 「RiMaDIS（River Management Data Intelligent System）：河川巡視・点検・対策等の維持管

理業務を支援する全国統一版データベースシステム。」 
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第2章 平常時の河川巡視 
 

平常時の河川巡視においてドローンを活用し、河川の安全管理および効率的な情報収集を図

るため、本章ではドローンを活用した河川巡視計画の作成方法を示す。本計画は、河川や地域

の特性に応じた河川維持管理の目標や河川の状態把握の手法等の維持管理の基本的な考え方を

定めた「河川維持管理計画」等に基づき作成するものとする。 

「河川巡視規程例について 1F1」においては、平常時の河川巡視に関する 4 つの項目（①河

川区域等における違法行為の発見及び報告、②河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況

の把握、③河川空間の利用に関する情報収集、④河川の自然環境に関する情報収集）が定めら

れている。本章では、この区分を前提にドローンの活用の考え方を整理する。 

以降では、平常時の河川巡視におけるドローンを活用した河川巡視計画の具体的な作成手順

について説明する。 

なお、平常時の河川巡視には、あらかじめ設定した巡視項目について巡視を行う「一般巡

視」と、モニタリング計画等に基づき場所・目的等を絞り巡回する「目的別巡視」があり、

「一般巡視」と「目的別巡視」とでは位置づけ・運用が異なることに留意する必要がある。本

章では、平常時に継続して実施する「一般巡視」を主体として記載する。 

また、4 つの巡視項目のうち、1 項目（河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況把

握）は定期的な点検項目と関連する（表 2-1参照）。そのため、目的別巡視では、点検におい

て「要監視段階（b 評価）」とされた変状のうち、ドローンによる監視が可能で効率的な変状

を対象に、モニタリング計画等に基づき計画的に実施する。なお、点検は評価に加えて進行性

の把握が必要であることに留意が必要となる。 

  

 
1 「河川巡視規程例について（平成 23 年 5 月 11日,事務連絡,水政課河川利用企画調整官,河川

保全企画室長）」 
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表 2-1 平常時河川巡視規程例による河川巡視項目 

項目 内容 

（２）河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況把握 

河川巡視は、河川管理施設がそれぞれ求められる機能を十分発揮するため、その状況

を車上を中心とした目視レベルで把握し、認められた変状について報告する。 

また、許可工作物については、許可どおりに維持管理されているかどうかを同様に把

握し、その変状について報告する。 

なお、本項では堰や樋門・樋管等の機械施設・電気通信施設の動作確認や河道及び河川

管理施設の点検は含まれない。 

①河川管理施設の維持

管理状況 

河川管理施設について、大きな損傷が生じているかどうか

を、目視により現地において、その状況について把握す

る。 

 a)堤防の状況 堤防天端や小段に不陸、亀裂、わだちがないか、堤防法面

に人畜や車両による損傷がないか、また、法面の芝の生育

不良、法面の亀裂、法崩れ、段差がないか等、また、堤防

法尻等に漏水が見られないかの状況を把握する。 

 b)堰・水門等構造物

の状況 

河川管理施設である堰や水門、樋門・樋管等において、本

体及び取付護岸、取付け水路の重大な損傷や不等沈下、水

路の埋塞等がないかの状況を把握する。 

 c)護岸・根固及び水

制の状況 

護岸・根固及び水制について重大な損傷（護岸のクラッ

ク、裏込の流失、基礎部の洗掘、上・下流河岸の侵食、根

固めの流失等）について状況を把握する。 

 

⑤河道の状況 河道の状況について正常に流下しているかを目視によりそ

の状況を把握する。 

 a)河岸の状況 天然河岸において流水などにより異常な側方浸食が生じて

いないかの状況を把握する。河岸が流水により洗掘を受

け、新たな深掘れ箇所が発生していないかどうかの状況を

把握する。 

 b)河口閉塞の状況 河口部において堆砂の状況を把握する。特に河口閉塞が生

じていないかの状況を把握する。 

 c)河道内における砂

州堆積状況 

河道内で新たな砂州の形成や移動により、堆積土砂で周辺

の流れに変化があるかどうかの状況を把握する。 

 d)樹木群の生育状況 河道内における樹木の繁茂状況や、護岸等への根の進入、

めくれ上がり等がないかの状況を把握する。 
出典）河川巡視規程例について（平成 23 年 5月 11日事務連絡） 

（水政課河川利用企画調整官,河川保全企画室長）より一部抜粋  
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2.1. ドローンを活用した河川巡視計画の作成の考え方 
 

ドローンの飛行計画およびドローンを活用した河川巡視の年間・月間計画等のドローン

を活用した河川巡視計画を作成するにあたり、河川巡視項目を考慮したドローンの活用方

針および巡視エリアを考慮したドローンの活用方針について整理する。 

 

2.1.1. 河川巡視項目を考慮したドローンの活用方針 
 

平常時の河川巡視の巡視項目は、「河川巡視規程例について 1」の別表-4（章末参照）

に示されているが、現時点では、これら全ての項目がドローンで確認できるものではな

い。そのため、河川巡視計画の策定にあたっては、実証試験結果（表 2-2、表 2-3）や

これまでの現場での知見を踏まえて、効率化と高度化の観点から現行の巡視方法と合わ

せて検討することが必要である。 

なお、これらの表は実証試験 2で得られた結果を基に作成したものであるが、ドローン

活用の効果は、現地の状況や気象条件等により変動する場合があるため、現地の状況に

応じて適切に運用することが望ましい。 

新規事象の識別が困難である変状でも、経過観察箇所等あらかじめ位置や規模がわか

っている事象については、対象規模が小さい場合でもドローンで取得した動画等により

識別可能である。 

また、地上からの確認では把握が困難、または多大な労力を要する事象については、

ドローンの活用により高度化・効率化が期待できる。その代表的な事例を p.8、9 に示

す。 

  

 
1 「河川巡視規程例について（平成 23 年 5 月 11日,事務連絡,水政課河川利用企画調整官,河川

保全企画室長）」 
2 河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・パスコ設

計共同体）」にて実施した実証試験を示す。 
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表 2-2  ドローンを活用した河川巡視の対象項目（平常時の河川巡視）（1/2） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

  

ドローン活用の可能性
（１）河川区域等における違法行為の発見及び報告

1 不法取水
散水車等、規模の大きい事象であれば識別可能である。
対象規模が小さいホース等の新規発見は困難であると考えられる。

2 許可期間外の取水

ゲートの規模が大きい場合には、ゲートの開閉状況の概況は識別可能であ
る。
看板による取水許可期間の確認、水没している小規模ゲート等の開閉確認
は困難であると考えられる。

3 取水量等の状況 ドローンを用いた取水量の把握は困難である。

4 不法占用

対象規模が大きい事象、あらかじめ位置等がわかっている事象については
識別可能である。
一方、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空からの識別は困難
であり、特に新規発見は困難であると考えられる。

5 占用状況
土地の状況や範囲等、対象規模の大きい事象であれば識別可能である。
施設の維持状況等、規模の小さい事象は識別困難であると考えられる。

6 盗掘・不法伐採

要監視区間やモニタリング箇所等、あらかじめ位置がわかっていれば、伐採
状況等の識別、経過観察を行うことは可能である。
一方、基本的に伐採等の前後で色彩の違いがあまりなく、上空からの新規
発見は困難であると考えられる。

7 採取位置等
バックホウや大型車両等、対象規模が大きいため基本的に識別可能であ
る。

8 土砂等の仮置き状況 対象規模が大きいため基本的に識別可能である。

9 汚濁水の排出の有無
河川水の色彩の違いはドローンから識別可能であるため、新規発見も容易
であると考えられる。
規模の小さい水路等の事象については、識別困難な場合がある。

10 不法工作物

対象規模が大きい事象、あらかじめ位置等がわかっている事象については
識別可能である。
一方、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空からの識別は困難
であり、特に新規発見は困難であると考えられる。

11 工作物の状況
対象規模が小さい事象が多く、基本的にはドローンによる識別は困難である
と考えられる。

12 不法形状変更

要監視区間やモニタリング箇所等、あらかじめ位置がわかっていれば、伐採
状況等の経過観察を行うことは可能である。
一方、基本的に形状変更等の前後で色彩の違いがあまりなく、上空からの
新規発見は困難であると考えられる。

13 土地の形状変更等

要監視区間やモニタリング箇所等、あらかじめ位置がわかっていれば、伐採
状況等の経過観察を行うことは可能である。
一方、基本的に形状変更等の前後で色彩の違いがあまりなく、上空からの
新規発見は困難であると考えられる。

14 不法な竹木流送 流木や船舶等、対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
15 竹木の流送状況 流木や船舶等、対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
16 船舶等通行状況 流木や船舶等、対象規模が大きいため基本的に識別可能である。

17 河川の損傷

色彩の違いがあり、樹木や雑草等の阻害物がなければ基本的に識別可能
である。
一方、基本的に対象規模が小さい事象が多いため、上空からの新規発見は
困難であると考えられる。

18 ごみ等の投棄

樹木や雑草等の阻害物がなく、対象規模が大きい場合には基本的に識別
可能である。
一方、ごみ等の投棄は人目に付きにくい場所（ドローンから不可視箇所）で
発生していることが多く、上空からの新規発見は困難な場合が多いと考えら
れる。

19 指定区域内車両乗入 対象規模が大きいため基本的に識別可能である。

20 汚水の排出状況
汚濁色や泡、魚の浮上については基本的に識別可能である。なお、臭いに
ついては把握困難である。
規模の小さい水路等の事象については、識別困難な場合がある。

21 不法工作物

対象規模が大きい事象、あらかじめ位置等がわかっている事象については
識別可能である。
一方、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空からの新規発見は
困難であると考えられる。

22 工作物の状況
対象規模が小さい事象が多く、基本的にはドローンによる識別は困難である
と考えられる。

23 不法形状変更

要監視区間やモニタリング箇所等、あらかじめ位置がわかっていれば、伐採
状況等の経過観察を行うことは可能である。
一方、基本的に形状変更等の前後で色彩の違いがあまりなく、上空からの
新規発見は困難であると考えられる。

竹林流送・通航等

支障を及ぼす行為

保全区域・予定地

項目名

流水の占用

土地の占用

産出物採取

工作物の設置

土地の形状変更
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表 2-3  ドローンを活用した河川巡視の対象項目（平常時の河川巡視）（2/2） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

 

 

  

ドローン活用の可能性
（２）河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況の把握

24 堤防の状況

表法面・天端等、河道内からの撮影時に死角にならない箇所の一定以上の
規模の事象であれば識別可能である。
一方、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空からの識別は困難
であり、特に新規発見は困難であると考えられる。

25 堰・水門等構造物の状況

堤外水路の堆積状況等、対象規模の大きい事象であれば識別可能であ
る。
一方、施設のクラック等、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空
からの識別は困難であり、特に新規発見は困難であると考えられる。

26 護岸・根固及び水制の状況
根固及び水制の状況は概ね識別可能である。
一方、護岸に関する規模の小さい事象については識別困難な場合が多い。

27 許可工作物の状況 許可工作物の状況

対象規模が大きい事象、あらかじめ位置等がわかっている事象については
識別可能である。
一方、対象規模が小さい事象が多いため、基本的に上空からの識別は困難
であり、特に新規発見は困難であると考えられる。

28 親水施設等の状況 親水施設等の状況 河岸際や堤外側の事象であれば基本的に識別可能である。
29 車止め､標識､距離標等の保全状況 基本的に対象規模が小さく、識別は困難である。
30 河岸の状況 河道内の事象であり、規模も大きいため基本的に識別可能である。
31 河口閉塞の状況 河道内の事象であり、規模も大きいため基本的に識別可能である。
32 砂州堆積の状況 河道内の事象であり、規模も大きいため基本的に識別可能である。
33 樹木群の生育状況 河道内の事象であり、規模も大きいため基本的に識別可能である。

（３）河川空間の利用に関する情報収集

34 危険な利用形態
人の有無を識別することは可能である。
一方で、人が詳細に何をしているかの把握は困難である。

35 不審物・不審者の有無
人の有無を識別することは可能である。
一方で、人が詳細に何をしているかの把握は困難である。

36 河川区域内の駐車の状況 対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
37 係留・水面利用等の状況 河道内の事象であり、対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
38 イベント等の開催状況 対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
39 施設の利用状況 対象規模が大きいため基本的に識別可能である。

40 生産・漁業活動等の状況
人の有無や規模の大きい漁具等の有無については識別可能である。
一方で、人が詳細に何をしているかの把握は困難である。

（４）河川の自然環境に関する情報収集

41 河川の水質に関する状況
河川水の色彩の違いはドローンから識別可能であるため、新規発見も容易
であると考えられる。
規模の小さい水路等の事象については、識別困難な場合がある。

42 河川の水位に関する状況 水位については容易に識別可能である。

43 季節的な自然環境の変化
対象の動植物の規模が大きい場合には識別可能である。
一方で、規模の小さい魚や植生等の場合は、識別困難であると考えられる。

44 重要地域の土地改変

要監視区間やモニタリング箇所等、あらかじめ位置がわかっていれば、伐採
状況等の経過観察を行うことは可能である。
一方、基本的に伐採、掘削等の前後で色彩の違いがあまりなく、基本的に上
空からの新規発見は困難であると考えられる。

45 重要生物の状況
重要生物の規模が大きい場合には識別可能である。
一方で、規模の小さい魚等の場合は、識別困難であると考えられる。

46
対象規模が大きいため基本的に識別可能である。
一方で、規模の小さい魚や植生の識別は困難であると考えられる。

47
魚道の通水状況等、地上からの巡視よりも効率的に事象を識別可能であ
る。
一方、魚道の損傷等、小規模な事象は識別困難であると考えられる。

駐車や係留の状況

河川空間の利用状況

自然環境の状況把握

自然環境へ影響を
与える行為

多自然川づくりの状況

魚道の通水状況

河川管理施設の状況

河道の状況

危険行為等の発見

項目名



 

【河川巡視編】-8 

(1) 河岸際の状況把握 

樹木等により近接が困難な箇所や、従来の地上巡視では確認が難しかった事象の把握

が可能となる。 

また、係留船の状況や河川利用の状況など、従来は船舶による巡視で確認していた事

象や、見落としが生じやすい位置での事象も効率的に把握できる。 

 

  

  
図 2-1 河岸際の状況把握例 

 

(2) 堰・床止め等の横断工作物の状況把握 

従来、近接自体は可能であったものの、地上からでは全体状況の把握に時間を要して

いた堰や床止めなどの横断工作物についても、ドローンにより全体の状況把握が容易に

なる。 

 

  
図 2-2 堰・床止め等の横断工作物の状況把握例 

  

ブロック流出

根固めブロック沈下

係留船の残置
河川の利用状況

地上からの撮影

上空からの撮影 上空からの撮影

地上からの撮影
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(3) 河道の状況把握 

従来の河川巡視では地上からの視点のみで状況を把握していたが、ドローンを活用す

ることで河道全体の状況把握や経年変化の比較が容易になる。 

 

  
図 2-3 河道の状況把握例 

 

(4) 河口閉塞の状況把握 

河口閉塞や砂州の堆積状況に対しても、砂州等の発達状況や樹林化の状況等も合わせ

て定点から把握・モニタリングすることができ、詳細調査・点検実施判断や対策実施判

断の基礎資料としても有効となる。 

 

 
図 2-4 河口閉塞の状況把握例 

  

上空からの撮影 地上からの撮影

上空からの撮影 地上からの撮影



 

【河川巡視編】-10 

 

2.1.2. 巡視エリアを考慮したドローンの活用方針 
 

河川巡視は、河川区域、河川保全区域および河川予定地（以下「河川区域等」とい

う。）を対象として行い、特に河川区域は、１号地（低水路）、２号地（堤防）、３号地

（高水敷）に区分される。さらに、１号地（低水路）は、縦断的な構造物がほとんど存

在しない「河道内」と、低水護岸等の縦断構造物が設置される「河岸際」に区分でき

る。本手引きにおいては、用語の混乱をさけるため、「河道内」を１号地のうち「河岸

際」を除いた区域と定義する。それぞれのエリアの巡視項目の特性については表 2-4 に

示す。 

これら 4 つのエリア（河道内、河岸際、堤防、高水敷）ごとに、ドローンを活用した

巡視の対象項目や方法を計画し、対象物の位置に応じた効率的な河川巡視計画を立案す

る。 

なお、巡視項目は河川の縦断位置や河道区分（セグメント）によっても異なるため

（例えば、河口閉塞の状況は河口部のみが対象となる等）、これらも考慮して設定するこ

とが重要である。 

以上を踏まえ、本手引きでは巡視対象となる物件や現象の位置に応じて巡視エリア

（表 2-4）のエリア特性に基づき合理的なドローンを活用した河川巡視計画の作成を行

う。 

 

表 2-4 巡視エリア毎の対象となる巡視項目の特性 

巡視エリア 対象となる巡視項目の特性 

１号地 

河道内 

「土砂の堆積状況」や「樹木の繁茂状況」の把握のよう

に比較的大きな事象を確認することが多いため、俯瞰的

に状況を把握する必要がある。 

河岸際 

「低水護岸の状況」や「河岸の状況」を把握する必要が

あり、比較的小さな事象を確認することが多いため、詳

細に状況を把握する必要がある。 

２号地 堤防 

高水敷と同じように「ごみ等の投棄」に加え、「堤防の状

況」を把握する必要があり、比較的小さな事象を確認す

ることが多いため、詳細に状況を把握する必要がある。 

３号地 高水敷 

堤防と同じように「ごみ等の投棄」に加え、「河川利用の

状況」「不法行為」を把握する必要があり、比較的小さな

事象を確認することが多いため、詳細に状況を把握する

必要がある。 

 

 
図 2-5 河川区域と範囲 
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図 2-6 河川区域の例（上：高水敷がない例、下：砂州を含む例） 

  

３
号
地

２
号
地

１
号
地

２
号
地

２
号
地

３
号
地

１
号
地

３
号
地

２
号
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2.2. ドローンを活用した河川巡視計画の作成手順 
 

ドローンを活用した河川巡視計画の作成手順を以下に示す。このとき、すでにドローン

航路が設定された空間においてドローンを活用することで、下記手順の２）３）４）５）

７）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的には、「ドローン航路運

航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

 

 
図 2-7 ドローンを活用した河川巡視計画の作成手順 

  

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

２）ドローン飛行可能空間の設定 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

３）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内における飛行経路を設定する。 

４）使用機体の選定 

 設定した飛行経路を飛行可能な機体を選定する。 

５）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

６）飛行計画の作成 

 河川巡視の対象項目や飛行経路および使用機体等を踏まえ、年間のドローン

飛行計画を作成し、飛行経路毎に実施する月間飛行計画を作成する。 

７）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 
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2.2.1. 飛行条件の設定 
 

飛行条件の設定の考え方を整理し、飛行条件の設定例を示す。 

 

(1) 飛行条件の設定の考え方 

飛行条件により巡視対象の視認性が変化するため、設定した巡視エリア及び河道タイ

プに応じた飛行条件（対地高度・カメラ向き・カメラ俯角・飛行エリア）を設定する。

本手引きで設定すべき飛行条件の設定項目は、対地高度、カメラ向き、カメラ俯角、飛

行エリアとする。 

なお、河川巡視に用いる撮影用カメラは FPVカメラとは別系統で搭載し、記録解像度

が 4K（3840×2160）以上のカメラを使用することを想定する。 

 

表 2-5 飛行条件の設定項目 

項目 設定 

対地高度 1 ドローンの地表等からの高さ 

カメラ向き 2 
水平面におけるドローンの飛行方向に対するカメラ撮影

方向とのなす角度 

カメラ俯角 
鉛直面におけるドローンの水平面に対するカメラ撮影方

向とのなす角度 

飛行エリア ドローンが飛行するエリア 

 

 
図 2-8 飛行条件の設定イメージ 

  

 
1 対地高度は低いほうが地上解像度（GSD）が高くなるため、より対象物の検知が容易になる。

一方、対地高度を高くすると、広い画角で撮影が可能となるため、飛行回数が少なくなる。この

ように、対地高度と地上解像度（GSD）はトレードオフの関係にあることに留意しながら、対地

高度を設定する必要がある。 
2 同じ対地高度・カメラ俯角で撮影した場合、ドローンの進行方向に対して直角方向にカメラを

向けて撮影するよりも、進行方向にカメラを向けて撮影する方が横断方向の撮影範囲（画角）が

広くなる。そのため、カメラの方向は「進行方向」を基本とする。ただし、低水河岸や堤防等の

死角が生じやすい範囲は、「直角方向」でも撮影する。 

ドローン

対地高度

堤防

横断図

ドローン
進行方向

カメラ方向
（直角方向）

カメラ方向
（進行方向）

ドローン

地表面

ドローン

カメラ俯角

カメラ撮影方向

水平面

平面図 側面図
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（進行方向） 

 

（直角方向） 

 
図 2-9 カメラ向き（進行方向・直角方向）の映像例 

 

なお、取得データは動画を基本とするが、以下のような用途に応じて静止画の活用も

検討する。参考までに動画・静止画のメリット・デメリットを表 2-6 に示す。 

 

 動画の活用：広範囲の状況把握や連続的な変化の記録に適しており、河川全体の状

況を効率的に把握することが可能。 

 静止画の活用：特定箇所の継続記録や詳細確認を目的とする場合に有効。静止画は

データ容量が少なく、位置情報の付与が容易であるため、記録の効率性と精度の両

立が可能。 

 

表 2-6 動画・静止画のメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

動画 

 目視での確認が容易。 

 異常箇所の発見がしやすい。 

（巡視ルート全体を一度に確認

できるため、見逃しが減る。） 

流水や動的な異常（流木の動きな

ど）を捉えることができる。 

 位置情報が付与されない（別途

機体の飛行軌跡が必要）。 

 データ容量が大きい。 

静止画 

 位置情報が付与される。 

 オルソ画像が作成できる。 

 データ容量が小さい。 

 特定箇所の記録に適している。 

 目視での確認が動画に比べて困

難。 

 流水や動的な異常（流木の動き

など）は捉えにくい。 
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(2) 飛行条件の設定例 

「（1）飛行条件の設定の考え方」に基づき、巡視エリアごとの具体的な飛行条件の例

を以下に示す。 

河道のように対象物が大きい場合は、全体状況を俯瞰的に把握するため、高高度での

飛行が適している。一方、河岸際や堤防付近、高水敷付近など対象物が小さいエリアで

は、詳細な状況把握を目的として低高度での飛行が有効となる。 

また、高水敷が広く、河岸際から堤防までの距離が遠い河道では、堤防周辺の事象は

画角内で小さく映る。これに対し、高水敷が狭いもしくは高水敷がない河道では、河岸

際から堤防までの距離が近く、堤防付近の事象が大きく映る。これらを考慮し河道を以

下の３つのタイプに分類し、タイプごとに飛行条件を設定することが望ましい。 

なお、同一区間でも左右岸で河道タイプが異なる場合もあることに留意する必要があ

る（図 2-10参照）。 

 

河道タイプ１：高水敷が広い場合 

河道タイプ２：高水敷が狭い場合 

河道タイプ３：高水敷がない場合 

 

さらに高水敷に樹木が繁茂している等、第三者の立ち入りの可能性が低い区間の上空

は飛行可能エリアとして設定可能となる。そのため、高水敷の利用がない場合には、高

水敷上空も飛行可能エリアとして設定する。 

これらの飛行条件を踏まえ、巡視エリアや河道断面形状ごとの飛行条件の考え方を以

降に示す。 

 

 
図 2-10 同一区間に河道タイプ１、２が混在する例 

  

右岸：河道タイプ１ 高水敷幅が広い例
左岸：河道タイプ２ 高水敷幅が狭い例

河道タイプ１ 高水敷幅が広い例 河道タイプ２ 高水敷幅が狭い例

■：高水敷
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図 2-11 河道タイプの例（上：河道タイプ１、２の例、下：河道タイプ３の例） 

河道タイプ１、２の例

河道タイプ１
高水敷が広い場合

河道タイプ１
高水敷が広い場合

河道タイプ２
高水敷が狭い場合

河
道

中
央

河道タイプ３
高水敷がない場合

河道タイプ３
高水敷がない場合

河道タイプ３の例
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図 2-12 高水敷の利用状況（上：高水敷利用がある例、下：高水敷利用がない例） 

  

高水敷利用がある例（河川公園）

高水敷の利用あり（河川公園）

高水敷利用がない例

高水敷の利用なし

高水敷の利用なし
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河道タイプ 飛行エリアのイメージ 

1 
高水敷が

広い場合 

分類①（高水敷利用がある場合） 

 
分類②（高水敷利用がない場合） 

  

2 
高水敷が

狭い場合 

分類③（高水敷利用がある場合） 

  
分類④（高水敷利用がない場合） 

  

3 
高水敷が

ない場合 

分類⑤ 

 
図 2-13 河道断面ごとの飛行エリアのイメージ 

  

第三者が立ち入る可能性が高い範囲

１号地２号地 ３号地

例）公園やグラウンドとして占用されている等

河岸際を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

河道内全体を俯瞰的に把握する際の飛行エリア（高高度）①

②

①

②

第三者が立ち入る可能性が高い範囲

１号地２号地 ３号地

例）樹木群や工事中の範囲等

①

②③ ④ ④

河岸際を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

堤防付近を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

高水敷を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

河道内全体を俯瞰的に把握する際の飛行エリア（高高度）①

②

③

④

第三者が立ち入る可能性が高い範囲

１号地２号地 ３号地

①

②

河岸際を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

河道内全体を俯瞰的に把握する際の飛行エリア（高高度）①

②

第三者が立ち入る可能性が高い範囲

１号地２号地 ３号地

①

②③

河岸際を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

堤防付近を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

河道内全体を俯瞰的に把握する際の飛行エリア（高高度）①

②

③

２号地２号地 １号地

第三者が立ち入る
可能性が高い範囲

第三者が立ち入る
可能性が高い範囲

②

①

河岸際を詳細に把握する際の飛行エリア（低高度）

河道内全体を俯瞰的に把握する際の飛行エリア（高高度）①

②
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表 2-7 巡視エリア毎の飛行条件の設定例 

巡視エリア タイプ１ タイプ２ タイプ３ 

１号地 

河道内 

対地高度：高高度 1 

カメラ向き：進行方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河道中央 

 

対地高度：高高度 1 

カメラ向き：進行方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河道中央 

 

対地高度：高高度 1 

カメラ向き：進行方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河道中央 

 

河岸際 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河岸際 

 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河岸際 

 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：河岸際 

 ２号地 堤防 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：高水敷上 

 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：高水敷上 

 ３号地 高水敷 

対地高度：低高度 1 

カメラ向き：直角方向 

カメラ俯角：45 度 

飛行エリア：高水敷上 

 

 

※ドローンアイコン（ ）の色と番号は図 2-13に示す飛行エリアのイメージを示す。 

  

 
1 対地高度はカメラ性能により異なるが、目安として高高度は約 70～149m、低高度は約 30～50mを想定する。 

① ① ①

② ②

②

③

④

④
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1) 河道内全体を俯瞰的に把握するための飛行条件（河道タイプ１２３共通）  

河道内の異常を効率的に発見することを目的として、複断面河道の河道中央（1号地

上空）を飛行エリアとする。以下に飛行条件を示す。 

 

表 2-8 飛行条件（河道内全体を俯瞰的に把握するための飛行条件） 

項目 設定 

対地高度 
河道全体を一度で撮影可能な高度として、高高度を基本とする。高解像

度は不要。 

カメラ向き 横断方向の画角を広く確保するため、進行方向にカメラを向ける。 

カメラ俯角 
通常は 45 度を基本とする。川幅が広い場合は 15 度程度に変更、また

は複数測線で対応。 

飛行エリア 
河道中央（1号地上空）を基本エリアとする。必要に応じて微調整を行

う。 

 
図 2-14 撮影イメージ（河道タイプ１、河道内） 

 対地高度 

河道内の撮影対象は比較的大規模であるため、高解像度画像は必須ではない。そのた

め、河道内全体を一度で撮影可能な高度として、高高度 1を基本とする。ただし、川幅が

狭い河川において、河道内全体が画角に収まる場合に限り、対地高度を 70m 未満とする

ことも可能である。なお、具体的な対地高度の設定については、使用するセンサーの仕

様に応じて調整することとし、詳細は後述する。 

 カメラ向き 

横断方向の撮影範囲（画角）を広く確保するため、カメラの向きは進行方向を基本と

する。 

 カメラ俯角 

通常時のカメラ俯角は 45 度を基本とするが、河口部など川幅が広い場合は、カメラ俯

角を 15 度程度に設定することも可能とする。それでも収まらない場合は複数の測線を設

定して飛行し、広範囲をカバーする。なお、具体的なカメラ俯角、測線数については、

使用するセンサーの仕様に応じて調整することとし、詳細は後述する。 

 飛行エリア 

飛行エリアは河道中央（１号地上空）を基本とする。必要に応じて、河道形状や障害

物の有無を踏まえ、エリアの微調整を行う。また、河岸からの離隔距離については、対

地高度・カメラ俯角・機体性能（落下分散範囲）などを踏まえ、安全を確保できるよう

に適切に設定する。  

 
1 対地高度はカメラ性能により異なるが、目安として高高度は約 70～149mを想定する。 

①

対 地 高 度：110m 
カメラ向き：進行方向 
カメラ俯角：45 度 
飛行ルート：河道中央 

流 向  護 岸 ・ 水 制 の 状 況  
確 認 例  
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2) 河岸際の詳細な状況を把握するための飛行条件（河道タイプ１２３共通）  

河岸際で発生している異常を効率的に発見することを目的として、複断面の低水路際

（1 号地上空）を飛行エリアとする。以下に飛行条件を示す。 

 

表 2-9 飛行条件（河岸際の詳細な状況を把握するための飛行条件） 

項目 設定 

対地高度 高解像度画像取得のため、低高度を基本とする。 

カメラ向き 障害物の少ない河道内から撮影を行い、直角方向を基本とする。 

カメラ俯角 

通常時は俯角 45 度を基本とする。高水敷幅がなく、堤防が同時に映り

込む場合には、俯角を 30 度程度に調整し、河岸際と堤防を同時に撮影

できるようにする。 

飛行エリア 
飛行エリアは河岸際（1号地上空）を基本とする。河岸からの離隔は対

地高度・カメラ俯角・機体性能（落下分散距離）に応じて調整する。 

 
図 2-15 撮影イメージ（河道タイプ１、河岸際） 

 対地高度 

河岸際で発生する異常は比較的小規模であるため、詳細な画像解析が可能な高解像度

の画像取得が求められる。そのため、地上解像度（GSD）を高める観点から、低高度 1を

基本とする。なお、具体的な対地高度の設定については、使用するセンサーの仕様に応

じて調整することとし、詳細は後述する。 

 カメラ向き 

低高度での飛行では、樹木等の障害物により死角が生じやすいため、障害物の少ない

河道内からの撮影を基本とする。これに伴い、カメラの向きは直角方向を基本とする。 

 カメラ俯角 

通常時のカメラ俯角は 45 度を基本とする。ただし、高水敷幅が狭く堤防が映り込む可

能性がある場合には、河岸際と堤防が撮影画角内に収まるよう、俯角を 30 度程度に調整

する。なお、具体的なカメラ俯角、測線数については、使用するセンサーの仕様に応じ

て調整することとし、詳細は後述する。 

 飛行エリア 

飛行エリアは低水路際（１号地上空）を基本とする。ただし、河道形状や障害物の有

無に応じて、必要に応じてエリアの微調整を行う。また、河岸からの離隔距離について

は、対地高度・カメラ俯角・機体性能（落下分散範囲）などを踏まえ、安全を確保でき

るように適切に設定する。 

なお、河道内の横断構造物（堰・床止め等）を撮影対象とする場合には、河川の横断

方向に飛行させる方法も有効である。  

 
1 対地高度はカメラ性能により異なるが、目安として低高度は約 30～50mを想定する。 

②

対 地 高 度：40m 
カメラ向き：直角方向 
カメラ俯角：45 度 
飛行ルート：河岸際 

不 法 占 用  
確 認 例  

流 向  
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3) 堤防付近の詳細な状況を把握するための飛行条件（河道タイプ１）  

レベル 3.5飛行では第三者上空の飛行が制限されるため、河川利用がある高水敷およ

び堤防付近での飛行は避ける必要がある。そのため、河川利用のない高水敷上（例：樹

木繁茂域）を飛行エリアとする。以下に飛行条件を示す。 

 

表 2-10 飛行条件（堤防付近の詳細な状況を把握するための飛行条件） 

項目 設定 

対地高度 高解像度画像取得のため、低高度を基本とする。 

カメラ向き 
第三者利用がある区域の上空での飛行は避ける必要があるため、撮影

は河道内から行い、直角方向を基本とする。 

カメラ俯角 
通常時は俯角 45度を基本とする。対象区域までの距離が遠い場合には、

堤防や高水敷が撮影画角内に収まるよう、俯角を 30度程度に調整する。 

飛行エリア 

飛行エリアは、河川利用のない高水敷上（例：樹木繁茂域）または複断

面の低水路際（1 号地上空）を基本とする。河岸からの離隔は対地高度・

カメラ俯角・機体性能（落下分散距離）に応じて適切に調整する。 

 
図 2-16 撮影イメージ（河道タイプ１、河岸際） 

 対地高度 

高水敷および堤防付近で発生する異常は比較的小規模であるため、詳細な画像解析が

可能な高解像度の画像取得が求められる。そのため、地上解像度（GSD）を高める観点か

ら、低高度 1を基本とする。なお、具体的な対地高度の設定については、使用するセンサ

ーの仕様に応じて調整することとし、詳細は後述する。 

 カメラ向き 

第三者利用がある区域の上空での飛行は避ける必要があるため、撮影は河道内から行

うことを基本とする。これに伴い、カメラの向きは直角方向を基本とする。 

 カメラ俯角 

通常時のカメラ俯角は 45 度を基本とするが、対象区域までの距離が遠い場合には、堤

防や高水敷が画角内に収まるよう、俯角を 30度程度に調整する。なお、具体的なカメラ

俯角、測線数については、使用するセンサーの仕様に応じて調整することとし、詳細は

後述する。 

 飛行エリア 

河川利用のない高水敷上（例：樹木繁茂域）もしくは複断面の低水路際（1 号地上

空）を基本とする。また、河岸からの離隔距離については、対地高度・カメラ俯角・機

体性能（落下分散範囲）などを踏まえ、安全を確保できるように適切に設定する。 

  

 
1 対地高度はカメラ性能により異なるが、目安として低高度は約 30～50mを想定する。 

③

対 地 高 度：50m 
カメラ向き：直角方向 
カメラ俯角：45 度 
飛行ルート：高水敷上 

流 向  

不 法 占 用  
確 認 例  
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4) 高水敷の詳細を把握するための飛行条件（河道タイプ１２共通）  

レベル 3.5飛行では第三者上空の飛行が制限されるため、河川利用がある高水敷およ

び堤防付近での飛行は避ける必要がある。そのため、河川利用のない高水敷上（例：樹

木繁茂域）を飛行エリアとする。以下に飛行条件を示す。 

 

表 2-11 飛行条件（高水敷の詳細を把握するための飛行条件） 

項目 設定 

対地高度 高解像度画像取得のため、低高度を基本とする。 

カメラ向き 
第三者利用がある区域の上空での飛行は避ける必要があるため、撮影

は河道内から行い、直角方向を基本とする。 

カメラ俯角 
通常時は俯角 45度を基本とする。対象区域までの距離が遠い場合には、

堤防や高水敷が撮影画角内に収まるよう、俯角を 30度程度に調整する。 

飛行エリア 

飛行エリアは、河川利用のない高水敷上（例：樹木繁茂域）または複断

面の低水路際（1 号地上空）を基本とする。河岸からの離隔は対地高度・

カメラ俯角・機体性能（落下分散距離）に応じて適切に調整する。 

 
図 2-17 撮影イメージ（河道タイプ１、巡視エリア③） 

 対地高度 

高水敷および堤防付近で発生する異常は比較的小規模であるため、詳細な画像解析が

可能な高解像度の画像取得が求められる。そのため、地上解像度（GSD）を高める観点か

ら、低高度 1を基本とする。なお、具体的な対地高度の設定については、使用するセンサ

ーの仕様に応じて調整することとし、詳細は後述する。 

 カメラ向き 

第三者利用がある区域の上空での飛行は避ける必要があるため、撮影は河道内から行

うことを基本とする。これに伴い、カメラの向きは直角方向を基本とする。 

 カメラ俯角 

通常時のカメラ俯角は 45 度を基本とするが、対象区域までの距離が遠い場合には、堤

防や高水敷が画角内に収まるよう、俯角を 30度程度に調整する。なお、具体的なカメラ

俯角、測線数については、使用するセンサーの仕様に応じて調整することとし、詳細は

後述する。 

 飛行エリア 

河川利用のない高水敷上（例：樹木繁茂域）もしくは複断面の低水路際（1 号地上

空）を基本とする。また、河岸からの離隔距離については、対地高度・カメラ俯角・機

体性能（落下分散範囲）などを踏まえ、安全を確保できるように適切に設定する。  

 
1 対地高度はカメラ性能により異なるが、目安として低高度は約 30～50mを想定する。 

④

対 地 高 度：50m 
カメラ向き：直角方向 
カメラ俯角：45 度 
飛行ルート：高水敷上 

流 向  

ご み 等 の 投 棄  
確 認 例  
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2.2.2. ドローン飛行可能空間の設定 
 

設定した飛行条件で飛行可能となるように、以下の手順でドローン飛行可能空間を設

定する。この空間をドローンが飛行可能な空間として設定する。 

 

 
図 2-18 ドローン飛行可能空間の設定フロー図 

１）飛行禁止空域の確認 

 ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域を確認する。 

２）支障物（横断工作物）の確認 

 飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置

関係を事前に把握する。 

３）占用情報・一時使用届の確認 

 第三者上空の飛行を避けるため、ドローン飛行箇における河川敷地占用に関

する情報や直近の一時使用の状況を確認する。 

４）落下分散距離の算出 

 選定した機体メーカーからの仕様に基づき、落下分散範囲を算出する。 

５）ドローン飛行可能空間の設定 

 ドローンが飛行可能な空域を設定する。 
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1) 飛行禁止空域の確認 

ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域が存在するため、ドローン河

川巡視予定箇所が該当していないか事前に確認する必要がある。国土交通省が公開して

いる「ドローン情報基盤システム 2.0（DIPS2.0） 1」において、条例による指定を除いた

飛行禁止空域が確認できる。 

なお、飛行禁止空域であっても、所定の許可申請等を行うことで条件付飛行が認めら

れる場合があるため、必要に応じて所管部局への適切な手続きを実施する。 

 

表 2-12 飛行禁止空域例 

関連法令等 飛行禁止空域 

航空法 

地表面または水面から 150m 以上 

空港等の周辺 

人口集中地区（DID） 

緊急用務空域 

有人機離発着エリア 

試験飛行届出エリア 

リモート ID特定区域 

小型無人機等 

飛行禁止法 

重要施設の上空（レッドゾーン） 

重要施設の上空の周囲概ね 300m の周辺地域の

上空（イエローゾーン） 

条例 各地方公共団体が条例に定めた特定の場所 

 

2) 支障物（横断工作物）の確認 

飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置関係を

事前に把握することが重要である。これらの構造物はドローンの飛行に支障をきたす可

能性があるため、飛行経路の設定にあたっては、十分な離隔を確保した安全な計画を作

成する必要がある。 

支障物の高さについては、まず図面・台帳等の資料により事前確認を行い、資料で確

認できない場合には、管理者への照会により把握することとする。さらに、管理者への

照会でも把握が困難な場合は、安全側に配慮した余裕のある飛行計画を作成すること。 

なお、構造物との離隔については、管理者の許可を得たうえで特定飛行の申請を行

い、かつ飛行計画上、十分な安全距離が確保されていると認められる場合には、飛行に

支障はないものとする。 

なお、飛行対象箇所に猛禽類の営巣地等が存在する場合は、ドローンと鳥類との衝突

を回避する必要があるため、飛行可能空間の設定にあたっては、生態環境への配慮を含

めて検討を行うこと。 

 

3) 占用情報・一時使用届の確認 

第三者上空の飛行を避けるため、ドローン飛行箇所における河川敷地占用に関する情

報や直近の一時使用の状況を確認し、河川利用者の実態を把握する。河川敷地占用に関

する情報は平面的な範囲だけでなく、送電線などの高さ情報も含めて確認する必要があ

る。また、近隣で工事が行われている場合は、工事用無線機器による通信干渉の可能性

もあるため、周辺の通信環境の把握も重要となる。 

  

 
1 「ドローン情報基盤システム 2.0」（https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/） 

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
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4) 落下分散範囲の設定 

選定した機体メーカーで定めている各機体の落下分散モデル等に基づき、落下分散範

囲を算出する。落下分散範囲の設定例を以下に示す。 

なお、落下分散範囲を算出する際には、以下の要素を考慮する必要がある。 

 

表 2-13 落下分散範囲を算出する際に考慮する要素例 

要素 内容 

対地高度 
ドローンの対地高度が高いほど、落下分散範囲は広

くなる傾向がある。 

飛行速度 速度が速いほど、落下分散範囲は広がる。 

風速 
風が強いほど、ドローンは風下側に流されるため、

落下分散範囲は風下側に広がる。 

GPS の精度誤差 
GPS の誤差により、ドローンの実際の位置と計算上の

位置にずれが生じ、落下分散範囲に影響する。 

緊急動作の作動時間 

ドローンが異常を検知してから緊急動作（モーター

の停止など）を開始するまでの時間も、落下分散範

囲に影響する。 

 

具体例として、ある機体メーカーの落下分散範囲の考え方が以下の式で与えられてい

る場合の対地高度と落下分散範囲の関係を図 2-20 に示す。この場合、対地高度や機体

速度と落下分散範囲はトレードオフの関係となるため、対地高度や機体速度を制限する

ことにより、落下分散範囲を狭くすることが可能となる。なお、この場合、機体速度

12.5m/s（45km/h）、風速 5m/s、対地高度 40m とした際の落下分散範囲は約 50m となる。 

 

𝑠𝑠 = (𝑣𝑣 + 𝑤𝑤)�
2ℎ
𝑔𝑔
 

 

s :落下分散範囲(m) 

v :機体速度(m/s) 

w :風速(m/s) 

h :対地高度(m) 

g :重力加速度(m/s2) 

 

 

 
図 2-20 対地高度と落下分散範囲の算出例  

15km/h 30km/h 45km/h
10m 13.1m 19.0m 25.0m
20m 18.5m 26.9m 35.4m
30m 22.7m 33.0m 43.3m
40m 26.2m 38.1m 50.0m
50m 29.3m 42.6m 55.9m
60m 32.1m 46.7m 61.2m
70m 34.6m 50.4m 66.1m
80m 37.0m 53.9m 70.7m
90m 39.3m 57.1m 75.0m

100m 41.4m 60.2m 79.1m
110m 43.4m 63.2m 82.9m
120m 45.4m 66.0m 86.6m
130m 47.2m 68.7m 90.1m
140m 49.0m 71.3m 93.5m
150m 50.7m 73.8m 96.8m

落下分散範囲対地
高度
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落下分散範囲(m)
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45km/h

地表面

ドローン

対地高度 h (m)

機体速度 v (m/s)風速 w (m/s)

落下分散範囲s (m)

図 2-19 落下分散範囲のイメージ 
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5) ドローン飛行可能空間の設定 

確認した飛行禁止空域、支障物、占用情報および算出した落下分散範囲より、ドロー

ンが飛行可能な空間を設定する。 

なお、川幅が狭く、落下分散範囲が第三者が立ち入る可能性が高い範囲に含まれる場

合、対地高度を低くするもしくは飛行速度を遅くする等により、落下分散範囲を小さく

することで、ドローン飛行可能空間を広く設定することも可能となる。 

 

 

 
図 2-21 第三者が存在する可能性が低い範囲からドローン飛行可能空間を設定する方法 

  

第三者が立ち入る可能性が低い範囲

第三者が立ち入る可能性が低い範囲

対地高度150m

ドローン飛行可能空間

ドローン飛行可能空間は以下より設定する。
・各機体の落下分散モデル
・運航条件（速度、風速）
・飛行禁止空域
・支障物件

③ドローン飛行可能空間の設定

②第三者が立ち入る可能性が低い範囲の設定

※占用情報・一時使用届により設定

飛行禁止空域、支障物のない河川区域

①飛行禁止空域、支障物箇所の確認

河川区域

落下分散範囲
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2.2.3. 飛行経路の設定 
 

設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を以下の手順で設定する。 

 

 
図 2-22 飛行経路の設定フロー図 

 

1) 河道タイプの分類 

ドローン巡視範囲内の河道タイプを分類する。河道タイプの設定例を以下に示す。 

 

 
図 2-23 河道タイプの分類例  

河道タイプ１：高水敷幅が広い区間
（高水敷利用がない区間）

河道タイプ１：高水敷幅が狭い区間
（高水敷利用がない区間）

河道タイプ１：高水敷幅が広い区間
（高水敷利用がある区間）

１）河道タイプの分類 

 ドローン巡視範囲内の河道タイプを分類する。 

２）飛行経路本数の設定 

 必要な解像度を得ることができる対地高度、カメラ俯角を設定し、飛行経

路を設定する。 

３）河道タイプに応じた飛行経路の設定 

 河道タイプごとに目的に応じたドローン飛行可能空間を飛行する飛行経

路を作成する。 

４）一連区間の飛行経路の設定 

 ドローン巡視範囲の一連区間の飛行経路を設定する。 

５）橋梁、高圧電線の横断方法の設定 

 設定した飛行経路上にある橋梁、高圧電線の横断方法を設定する。 
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2) 飛行経路本数の設定 

対地高度は低いほうが地上解像度（GSD）が高くなるため、より対象物の検知が容易に

なる。一方、対地高度を高くすると、広い画角で撮影が可能となるため、飛行回数が少

なくなる。このように、対地高度と地上解像度（GSD）はトレードオフの関係にある。 

そのため、必要な解像度を得ることができる対地高度、カメラ俯角を設定し、測線数

を決定する。１測線で画角に収まらない場合は、複数測線の飛行経路を設定する。 

なお、対地高度とカメラ俯角から地上解像度と画像横方向の画角を算出する例を以下

に示す。 

 

𝑊𝑊 =
𝐿𝐿 × 𝑤𝑤
𝑓𝑓

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝐿𝐿 × 𝑤𝑤
𝑓𝑓 × 𝐼𝐼

 

 

GSD :地上解像度(cm/pixel) 

L :被写体距離(m) 

H :対地高度(m) 

w :横方向のセンサーサイズ(mm) 

W :横方向の画角(m) 

F :焦点距離(mm) 

I :画像サイズ(pixel) 

 

 
図 2-24 横方向の画角と地上解像度の算出方法 

 

 

参考として、1/1.3-inch CMOS センサー（縦 6.3mm×横 8.4mm）、焦点距離 6.72mm のカ

メラで画像解像度 4K の動画を撮影した場合の横方向の画角と地上解像度（GSD）を表 

2-14 に示す。 

  

焦点距離：f 被写体距離：L

W
w

センサー

画角

レンズ（開口部）I:画像サイズ

ドローン

θ

H

被写体
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例：高度 40m、俯角 45 度で飛行した場合の横方向画角は約 71m、地上解像度は 18mm 

 

表 2-14 高度と俯角に応じた画角と地上解像度の対応表 

（左：横方向の画角、右：地上解像度） 

  
  

15 30 45 60 75 90
10 48m 25m 18m 14m 13m 13m
20 97m 50m 35m 29m 26m 25m
30 145m 75m 53m 43m 39m 38m
40 193m 100m 71m 58m 52m 50m
50 241m 125m 88m 72m 65m 63m
60 290m 150m 106m 87m 78m 75m
70 338m 175m 124m 101m 91m 88m
80 386m 200m 141m 115m 104m 100m
90 435m 225m 159m 130m 116m 113m

100 483m 250m 177m 144m 129m 125m
110 531m 275m 194m 159m 142m 138m
120 580m 300m 212m 173m 155m 150m
130 628m 325m 230m 188m 168m 163m
140 676m 350m 247m 202m 181m 175m
150 724m 375m 265m 217m 194m 188m

俯角(度)

高
度

(
m
)

15 30 45 60 75 90
10 13mm 7mm 5mm 4mm 3mm 3mm
20 25mm 13mm 9mm 8mm 7mm 7mm
30 38mm 20mm 14mm 11mm 10mm 10mm
40 50mm 26mm 18mm 15mm 13mm 13mm
50 63mm 33mm 23mm 19mm 17mm 16mm
60 75mm 39mm 28mm 23mm 20mm 20mm
70 88mm 46mm 32mm 26mm 24mm 23mm
80 101mm 52mm 37mm 30mm 27mm 26mm
90 113mm 59mm 41mm 34mm 30mm 29mm

100 126mm 65mm 46mm 38mm 34mm 33mm
110 138mm 72mm 51mm 41mm 37mm 36mm
120 151mm 78mm 55mm 45mm 40mm 39mm
130 164mm 85mm 60mm 49mm 44mm 42mm
140 176mm 91mm 64mm 53mm 47mm 46mm
150 189mm 98mm 69mm 56mm 51mm 49mm

高
度
(
m
)

俯角(度)
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3) 河道タイプに応じた飛行経路の設定 

河道タイプごとに目的に応じたドローン飛行可能空間を飛行する飛行経路を作成す

る。 

 

 
図 2-25 飛行経路の設定例 

 

4) 一連区間の飛行経路の設定 

ドローン巡視範囲の一連区間の飛行経路を設定する。タイプごとに作成した飛行経路

を縦断的に連続して飛行させるため、縦断方向に分割された飛行経路を結合する。 

 

 
図 2-26 一連区間の飛行経路の設定例 

  

飛行経路

川幅が広い区間

川幅が狭い区間

川幅が広いため２測線で飛行経路を設定する。

川幅が広い区間

川幅が狭い区間

縦断方向に連続して飛行するため、
飛行経路を結合する。

飛行経路
結合した飛行経路
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5) 橋梁、高圧電線の横断方法の設定 

支障物（横断工作物）となる橋梁、高圧電線を横断する場合は、事前に施設管理者と

協議のうえ、横断方法を決定すること。 

また、対象物を回避するために一時的に飛行高度を変更する場合についても、同様に

施設管理者との協議を経て安全性を確認すること。 

なお、橋梁下部を横断する場合は、「第三者または第三者物件との距離が 30m 未満での

飛行」に関して航空法上の承認を得ている場合においては、橋梁下を横断することが可

能である。ただし、航空法の許可・承認とは別に、施設管理者の安全管理や施設保全の

観点から飛行を制限している場合があるため、事前に施設管理者への問合せ、必要な調

整を行うこと。 

平常時の河川巡視はレベル 3.5 飛行を基本とするが、機体や通信環境によりレベル 2

飛行となる場合は、橋梁、高圧電線は横断しないため本手順は不要となる。 

 

表 2-15 支障物（横断工作物）の横断方法の考え方 

支障物 横断方法の考え方 

橋梁 
 橋梁を横断する際には、施設管理者と事前に調整し、横断

方法を決定すること。 

高圧電線 

 高圧電線を横断する際には、施設管理者と事前に調整し、

横断方法を決定すること。 

 高圧電線の下を飛行すると、フェールセーフ機能が誤作動

を起こし、高圧線と接触する恐れがあるため、原則として

管理者との協議を経て安全な方法を選択すること。 
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2.2.4. 使用機体の選定 
 

 設定した飛行経路を安全かつ確実に飛行できる機体を選定する。 

 

2.2.5. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

 

(1) 飛行範囲の設定 

周辺の支障物を確認し、1 回の飛行範囲を決定する。 

 

(2) 離発着場の設定 

設定された飛行範囲内で、適切な離発着場を配置する。離発着場は、機体サイズに応

じて異なるが、3m×3m以上の面積（機体の 2～3 倍程度）を確保することが望ましく、

地表面が平坦で凹凸や傾斜の少ない以下の条件を満たす場所を選定する。 

なお、離発着場は、第三者が立ち入らない場所を基本とする。やむを得ず第三者が立

ち入る可能性がある場所を離発着場とする場合は、安全監視員（補助者）を設置し、第

三者の接近防止等の安全管理を徹底すること。 

 

＜離発着場の選定条件例＞ 

 第三者が立ち入らない（空き地等）。 

 地形が平坦で障害物が少ない。 

 通信が確保できる範囲。 

 近隣住民や周辺施設への影響が少ない。 

 バッテリー充電機能（ドローンドッグ・ドローンポート等）を有している。 

 

飛行経路によっては片道飛行となる場合もあるため、離陸場と着陸場を別々に設定す

ることも考えられる。 

また、長距離飛行では、バッテリーの消耗や GPS 信号喪失、制御不能などのリスクが

高まるため、緊急着陸場もあわせて選定し、万が一の自体に備える。 

また、離発着場は、通常の離発着に用いるものと、緊急時に利用する緊急着陸場に分

けられる。通常の離発着に用いる離発着場と緊急着陸場の設定例を以下に示す。 

なお、平常時の河川巡視はレベル 3.5 飛行を基本とするが、機体や通信環境によりレ

ベル 2 飛行となる場合は、緊急着陸場をレベル 2 飛行時の離発着場として流用できる。 

 

表 2-16 離発着場および緊急着陸場の設定例 

種別 設定例 

離発着場 

 出張所／防災ステーション 

 河川管理用の広い空き地やグラウンド 

 河川管理用道路の待避所 

緊急着陸場 

 河川管理用の広い空き地やグラウンド 

 河川管理用道路の待避所 

 車両通行の少ない堤防天端 

 樋門・樋管等の管理スペース 
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(3) 実施体制（人員配置） 

レベル 3.5飛行を想定する場合、基本的には安全監視員（補助者）の配置は不要とす

る（図 2-27および図 2-28 参照）。ただし、離発着時に第三者の安全確保が担保されて

いない場合には、離発着場に安全監視員（補助者）を配置し、安全管理を徹底するこ

と。 

なお、この場合の安全監視員（補助者）は、機体を回収する車両を運転する者と兼ね

ることができる。 

 

 
図 2-27 操縦者および補助者の配置イメージ（離陸場と着陸場が同一箇所の場合） 

 

 
図 2-28 操縦者および補助者の配置イメージ（着陸場に操縦者を配置する場合） 

  

Ｈ
操縦者

立入管理区画

Ｈ 離発着場

Ｈ
操縦者

立入管理区画

Ｈ

Ｈ 離発着場

立入管理区画
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2.2.6. 飛行計画の作成 
 

河川巡視の対象項目や飛行経路および使用機体等を踏まえ、年間のドローン飛行計画

を作成し、飛行経路毎に実施する月間飛行計画を作成する。 

 

(1) 年間飛行計画の作成 

河川巡視の対象項目や飛行経路および使用機体等を踏まえ、年間のドローン飛行計画

を作成する。 

ドローン飛行計画の作成の際には、河川の利用状況、気象条件（風雨）、干満を考慮す

る。 

 

表 2-17 年間ドローン飛行計画作成の際の留意事項 

留意事項 内容 

河川利用状況 

河川の利用状況を踏まえた飛行頻度の設定が必要となる。特に

春季は堤防付近の花見利用が多く、夏季は河道内の利用が多

い。 

気象条件 降水量の少ないかつ強風が発生しない時期を選定する。 

その他 河口部においては干満を考慮した時期の設定が必要となる。 

 

 

 
図 2-29 年間巡視計画様式例 

 

  

別表－１－１ 年 間 河 川 巡 視 計 画 書

河川事務所　　　　出張所 　　　　川　　　ｋ～　　k 令和●年●月

実態巡視メニュー ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 巡視地区 頻度・時期 巡視手段

一般パトロール 全域 １巡／週程度 車両

ドローンによる河川巡視 全域 １巡／週程度 ドローン

目的別巡視 車両及び徒歩

　管理区域の状況 1回 1回 １回 全域 年3回 車両及び徒歩

　不法取水・排水の発見 １回 １回 １回 全域 １年に３回 車両及び徒歩

　土地の形状変更等の状況 １回 １回 １回 全域 年3回 車両及び徒歩

　不法工作（不法係留船・桟橋） １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 全域 通年 車両及び徒歩

　堤防状況 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 全域 １年に８回（内２回は除草後） 車両及び徒歩

　河川管理施設等状況確認 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 特定 １年に９回 車両及び徒歩

　護岸・根固等状況確認 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 全域 １年に９回 車両及び徒歩

　不法投棄発見 １回 １回 １回 １回 特定 ＧＷ、夏、冬、春休み前 車両及び徒歩

　河岸洗掘、砂州の堆積状況 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 全域 １年に９回 車両及び徒歩

　占用杭、境界杭等の倒壊、紛失 １回 １回 １回 １回 全域 １年に４回 車両及び徒歩

　河積阻害が明らかな樹木繁茂 １回 １回 １回 全域 １年に３回 車両及び徒歩

　許可工作物の状況 １回 １回 １回 １回 特定 １年に４回 車両及び徒歩

　イベントの開催・施設の利用状況 特定 随時 車両及び徒歩

取水箇所の履行検査 １回 特定 １年に１回 車両及び徒歩

占用地・工作物等の履行検査 １回 全域 １年に１回 車両及び徒歩

ホームレス １回 １回 全域 １年に２回 車両及び徒歩

種別

河
川
巡
視
員
・

委
託
河
川
巡
視
員
主
体
で
実
施

一時使用、花火、マラソン、撮影等

河

川

巡

視

員

等

と

モ

ニ

タ
ー

が

協

力

し

て

実

施

巡
視

以
外

職
員
主
体
で
実
施

「ドローンによる河川巡視」を追加する。
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(2) 月間飛行計画の作成 

設定した飛行経路に基づき、ドローンを活用した河川巡視における月間飛行計画を作

成する。 

 

 
図 2-30 月間飛行計画様式例 

  

別表－１－２

令和 年 月 ○○事務所

《当該月の巡視の基本方針》

《目的別巡視巡視項目》

① 日 ④ 日 ⑦ 日

② 日 ⑤ 日 ⑧ 日

③ 日 ⑥ 日 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

《翌月のへ引継事項》

●●出張所

摘要欄
巡視内容 巡視ルート／巡視範囲／巡視場所

一般巡視 ドローン巡視 飛行経路１

基本方針 巡視内容 巡視ルート／巡視範囲／巡視場所

河 川 巡 視 月 間 計 画 書

日 曜
午前 午後

基本方針

「一般巡視」「目的別巡視」

の種別を記載する。

「車両巡視」「ドローン巡視」

の内容を記載する。

通常の車両巡視であれば「巡視ルート」、

ドローン巡視であれば「飛行経路」を記載

する。
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2.2.7. 関係機関との調整 
 

レベル４飛行を除き、第三者の上空でドローンを飛行させることは原則として禁止さ

れている。そのため、作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行

い、第三者の上空を避けた安全な飛行経路を確保する必要がある。 

ドローン河川巡視の実施箇所においては、河川利用者の実態、河川占用地の有無、沿

川住民の存在など、関係者の状況を把握したうえで、関係機関との調整を行うことが重

要となる。 

関係機関の例としては、表 2-18 に示すとおり、都道府県／市町村、警察署、橋梁管

理者、近隣施設（温泉施設、酪農農家など）、送電線管理者、野鳥の会、漁業組合、空

港・ヘリポート管理者、ラジコン愛好会、ハンググライダー利用者、近隣工事業者、水

面利用協議会などが挙げられる。 

合意形成にあたっては、関係者に事前説明を行い、懸念事項や要望を確認したうえ

で、安全性・法令遵守を基準に調整し、最終的な合意内容を簡潔に文書化して共有する

ことが望ましい。 
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表 2-18 関係機関一覧 

関係機関 調整事項例 

都道府県／市町村 

 条例によるドローン規制の有無 

 地域イベントや住民活動との調整 

 災害時の飛行制限（防災訓練等） 

 占用施設利用者への周知依頼 

警察署 

 飛行経路が交通量の多い道路上空にかかる場合の安全対策 

 不審飛行と誤認されないよう事前通報 

 催し物上空飛行の可否（群衆上空） 

横断工作物の管理者 

 横断工作物への接近・撮影の可否 

 横断工作物が橋梁の場合の通行者（第三者）への安全配慮 

 橋梁点検等とのバッティング回避 

近隣の温泉施設 

 プライバシー保護（露天風呂など） 

 騒音・振動による利用者への影響 

 飛行時間帯の調整（混雑時間帯の回避） 

酪農農家 

 家畜への騒音・振動ストレス 

 飼育エリア上空の飛行制限 

 撮影内容の事前説明（営農活動の配慮） 

電力会社 

（送電線の管理者） 

 送電線への接近禁止距離の確認 

 電磁波による機体制御への影響 

 飛行経路の安全確認（鉄塔・架線） 

野鳥の会 

 鳥類の繁殖期・渡り時期の飛行制限 

 保護区域（特定野鳥生息地）の飛行禁止 

 鳥類への影響評価（騒音・接近） 

漁業組合 
 漁業活動（操業時間・場所）との調整 

 漁業者への事前周知 

近隣の空港・ヘリポート 

管理者 

 飛行空域が制限空域に該当するか確認 

 飛行時間帯の調整（離発着時間帯） 

 通信・位置情報の干渉リスク 

近隣工事業者 

 工事用重機（クレーン等）との空域重複の確認 

 工事作業員への事前周知・安全対策 

 工事の進捗や作業時間帯との調整 

 工事現場の騒音や粉じんによるドローン機体への影響確認 

ラジコン愛好会 

 同一空域での飛行重複の回避 

 周波数干渉の確認（FPVなど） 

 飛行スケジュールの共有 

ハンググライダー利用者 

 対地高度・空域の重複確認 

 飛行時間帯の調整 

 安全距離の確保（接近禁止） 

水面利用協議会 

 利用エリアの設定・共有 

 利用時期・時間帯の調整 

 情報共有・周知 
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2.2.8. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。 

本アプリケーションは、ドローンによる河川巡視および点検業務の円滑化を目的とし

て開発されたものである。これにより、ドローン運用に関する諸手続きと記録管理を一

体的に実施することが可能となる。 

本アプリケーションのシステム構成図を図 2-31、機能を表 2-19 に示す。 

 

  
図 2-31 ドローン巡視アプリのシステム構成図 

 

表 2-19 ドローン巡視アプリの機能一覧 

フェーズ 機能名 機能概要 

飛行前 巡視・点検計画作成 ドローン巡視・点検を実施する日程や巡視箇所お

よび飛行エリア（案）を作成し登録する機能 

飛行許可申請 特定飛行を実施するにあたり DIPSへの許可承認を

行う機能 

飛行計画作成 飛行エリアを設定し、飛行計画を作成、DIPSへ通

報する機能 

飛行計画確認 作成された飛行計画を河川監理員が確認する機能 

飛行後 飛行データ登録 巡視後にドローンから収集したデータを登録する

機能 

飛行データ確認 巡視後にドローンから収集したデータを確認する

機能 

巡視記録作成 ドローン巡視の結果を RiMaDIS に準拠した様式で

作成する機能 

その他 ユーザ・機器管理 システム利用者および機器を管理する機能 

 

  

UTM/FOS

後

相互通信
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本アプリケーションは、表 2-20 に示すとおり、ドローン情報基盤システム（DIPS 

2.0）等の関連システムと連携可能なアプリケーションとなる。このアプリケーションを

利用することで、計画の立案から記録の作成まで、一連の作業を効率的に実施できる。 

 

表 2-20 ドローン巡視アプリの関連システム 

No. 関連システム 概要 

1 
ドローン情報基盤システム 

（DIPS 2.0） 

Drone / UAS Information Platform System(ド

ローン情報基盤システム）の略称。 航空法に

基づく無人航空機の各種手続きをオンラインで

実現可能とするシステム。 

2 
FOS 

（Flight Operation System） 

Flight Operation System の略称。モバイル通

信を用いて機体の制御を行いドローンの遠隔制

御や長距離飛行、リアルタイムの映像配信を可

能とするシステム（ドローンの操作を行うシス

テム）。 

3 
GCS 

（Ground Control Station） 

Ground Control Station の略称。パイロット

がドローンの飛行状況を把握し、ドローンを地

上から制御するための地上局。ドローンの操

縦、飛行計画の作成、データの監視等の機能を

担うスタンドアローンなシステム（ドローンの

操作を行うシステム）。 

4 ドローン航路システム 

ドローン航路システムはドローン航路を飛行す

るドローン及びその運航事業者に、航路提供と

その運用サービスを提供するシステム。 
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2.3. 記録 
 

ドローンにより撮影した静止画もしくは動画を用いて巡視記録を作成し、適切に保管・

管理する方法について以下に示す。 

 

2.3.1. 記録方法 
 

撮影した動画・静止画は、以下の情報とともに整理し、巡視記録として体系的に管理

する。 

 

 撮影日時 

 撮影地点（GPS 座標または地名） 

 撮影方向・対地高度 

 撮影機体の識別情報（機体 ID、操縦者名） 

 撮影目的（一般巡視など） 

 

2.3.2. データ保管・管理 
 

データの保管・管理方法について以下に示す。 

 

(1) データ形式 

取得した動画・静止画データを保管するデータ形式を表 2-21 に示す。 

また、データの整理・検索を容易するため、撮影日・地点・内容を踏まえてファイル

の命名規則を設定することが望ましい。ファイルの命名規則（例）を以下に示す。 

 

＜ファイルの命名規則（例）＞ 

YYYYMMDD_地点名_内容_飛行経路名_機体 ID.拡張子 

例：20250922_sendaigawa_patrol_route01_uav01.mp4 

（川内川での河川巡視としてのルート１の撮影動画） 

 

表 2-21 データ形式 

データの種類 内容 推奨データ形式 

撮影動画 
飛行中に撮影した映像（河川施設、堤防、

周辺環境など） 
MP4（H.264/H.265） 

撮影静止画 点検箇所や異常箇所の記録写真 JPEG/PNG 

飛行ログ 
機体の飛行経路、対地高度、飛行速度、

バッテリー残量、GPS 情報など 
CSV/TEXT/JSON/KML/GPX 

メタデータ 
撮影日時、撮影地点（GPS座標）、操縦者、

機体 ID、撮影目的など 
CSV/Excel/JSON 
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(2) データの保管方法 

飛行後は「ドローン巡視アプリ」を使用してデータを保管する。巡視中に撮影した画

像や動画、ドローンの飛行の経路を登録し、蓄積する。データの保管方法の手順は以下

のとおり。 

 

 
図 2-32 データの保管手順 

 

  

１）画像・動画データの登録 

 ドローンによって撮影された画像・動画を登録する。 

２）動画からの画面キャプチャ 

 動画から異常に関する画像キャプチャを作成する。 

３）経路データの登録 

 巡視でのドローン飛行の経路を登録する。 
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2.4. 取得データの活用 
 

取得データの活用方法の手順を図 2-33 に示す。 

また、ドローンを活用した河川巡視の高度化を見据え、取得データの蓄積・管理のあり

方についても「データ蓄積・管理の考え方」として以下に整理する。 

 

 
図 2-33 取得データの活用の手順 

 

＜データ蓄積・管理の考え方＞ 

近年、ドローンで撮影した静止画や動画を AIにより自動解析し、巡視記録を自動生成

する技術の導入が期待されている。これらの技術が実用化されれば、画像内の確認ポイ

ントを枠や強調表示で示すなど、記録作成時の判読を補助し、異常の有無や現地確認の

要否をより迅速かつ効率的に判断することが可能となる。こうした自動化は、職員や巡

視員の作業負担の軽減にも大きく寄与すること

が見込まれる。 

このような将来的な高度化を実現するために

は、AI 解析の精度向上に必要となる教師デー

タを継続的に蓄積・整理することが極めて重要

である。そのため、本手引きで示す活用手順に

より取得されるデータも、単なる巡視記録とし

て利用するだけでなく、将来の自動解析に活用

できる形で管理し、長期的に蓄積していくこと

が望ましい。 

 

１）取得データの確認 

 ドローンにより取得したデータ（動画・静止画）を確認する。 

２）異常の抽出 

 取得データを閲覧し、河川巡視項目に該当する異常を抽出する。 

４）現地状況の確認（必要に応じて） 

 抽出した異常に対して、ドローンにより取得した画像のみでは詳細の確認が困

難な場合、車両等にて現地状況を確認する。 

５）RiMaDIS への登録 

 ドローンにより取得したデータ（動画・静止画）もしくは現地状況の確認（必要に

応じて実施）を踏まえ、RiMaDIS へ登録する。 

３）巡視結果記録票の作成 

 巡視中に発見された個々の異常を巡視結果記録票に記録する。 

６）巡視内容記録票の作成 

 巡視の日報として巡視内容記録票を作成する。 

ボート

AI 画像解析による自動検出例 

（赤枠が検出結果） 
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1) 取得データの確認 

ドローンで取得した静止画および動画を確認し、巡視記録を作成する。記録には、

RiMaDIS（河川維持管理データベースシステム）への登録に必要な情報を含めるものとす

る。また、必要に応じて、撮影データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理

する。メタ情報の作成例（CSV）を表 2-22 に示す。 

 

表 2-22 メタ情報の作成例（CSV） 

 
 

2) 異常の抽出 

取得データを確認し、河川巡視項目に該当する異常の有無を判読し、該当箇所を抽出

する。抽出には「2.3 記録」にて抽出した動画データを活用することができる。 

継続記録を行う場合は、RiMaDIS に登録されている既往記録を参照し、過去の異常箇

所との比較により、進行・拡大等の変化を確認する。 

 

 

3) 巡視結果記録票の作成 

巡視中に発見された個々の異常を巡視結果記録票に記録する。 

 

4) 現地状況の確認（必要に応じて） 

ドローンで取得したデータ（動画・写真）のみでは十分に判読できない事項について

は、従来の巡視方法（車両／バイクによる巡視等）により現地確認を実施する。 

No ファイル名 撮影日時
対地高度

(m)
カメラ俯角

（°）
メモ

1 20250922_sendaigawa_patrol_route01_uav01.mp4 2025/9/22 70 45 河道内を高高度で撮影

2 20250922_sendaigawa_patrol_route02_uav01.mp4 2025/9/22 40 45 右岸河岸際を低高度で撮影

3 20250922_sendaigawa_patrol_route03_uav01.mp4 2025/9/22 40 45 左岸河岸際を低高度で撮影
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5) RiMaDIS への登録 

河川巡視結果は、RiMaDIS に登録し、記録として管理する。RiMaDIS への登録例を図 

2-34 に示す。 

 

 
図 2-34 RiMaDIS への記録例（Webシステム版） 

 

6) 巡視内容記録票の作成 

巡視の日報として巡視内容記録票を作成する。 

  

最新の状況

位置図 現場写真

記録の詳細情報

位置情報

過去記録

位置図・写真

代表写真 その他写真 その他写真
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【平常時河川巡視規程例（別表－４）】 

 
 



 

【河川巡視編】-47 
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第3章 出水時の河川巡視 
 

出水時の河川巡視は、洪水時や高潮時に河川管理の一環として時々刻々と変化する状態を概

括的に把握し、適切な措置を迅速に行うことを目的に実施している。なお、ドローンは降雨中

の飛行が困難なため、本章で対象とする出水時の河川巡視は、主に降雨後で水位が高い状態に

限定する。 

出水時の河川巡視では、ドローンを活用することで迅速かつ広範囲の状況収集を図ることが

可能となる。本章では、ドローンを活用した出水時の河川巡視計画の作成方法を示す。 

以降では、出水時の河川巡視におけるドローンを活用した河川巡視計画の具体的な作成手順

について説明する。 

 

3.1. 出水時の河川巡視の活用場面 
 

「河川巡視規程例について 1」によると出水時の河川巡視は、「洪水や高潮時に河川管理

の一環として時々刻々と変化する状態を概括的に把握し、適切な措置を迅速に行うために

必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑な出水時の河川巡視（以下「巡視」とい

う。）の実施を図り、適正な河川管理を行うこと」を目的としている。 

また、「無人航空機飛行マニュアル 2」では、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させ

ない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認し

ている場合はその限りではない。」とされており、基本的には降雨時のドローン飛行は望ま

しくない。 

そのため、本章では、河川区域全体を概括的に把握することを目的とし、降雨後に安全

なドローン飛行が可能となった状態における出水時の河川巡視を対象とする。 

なお、出水時においては、「河川巡視規程例について 3」の出水時河川巡視規定例 別表-2

（章末参照）に記載されている項目の他、災害の発生の有無の確認（床止めの被災状況、

流木の堆積等）、遊水地・放水路等利活用エリア利用者の避難勧告等が挙げられる（表 3-1

参照）。 

また、出水時の河川巡視にて取得したデータは、別途実施する「堤防等河川管理施設及

び河道の点検・評価要領 4」における出水後点検にも活用可能である。さらに、遊水地等の

出水時に浸水して車両が通行不可能な箇所においても有効である。 

 

  

 
1 「河川巡視規程例について（平成 23 年 5 月 11日,事務連絡,水政課河川利用企画調整官,河川

保全企画室長）」 
2「無人航空機飛行マニュアル（DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下）場所を特定しな

い申請について適用（令和 7 年 3月 31 日版）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf） 
3 「河川巡視規程例について（平成 23 年 5 月 11日,事務連絡,水政課河川利用企画調整官,河川

保全企画室長）」 
4 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月,河川環境課長）」 
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表 3-1 ドローンを活用した河川巡視の対象項目（出水時の河川巡視） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

 

 

  

巡視項目 ドローン活用の可能性

河川巡視規程例による巡視項目例

1
亀裂、法崩れ、沈下、すべり、決
壊等が発生していないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

2 漏水が発生していないか 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

3 越水していないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

4 水面が天端に接近していないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

5
大きな波や渦巻き等が発生してい
ないか

大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。
動画による確認が効果的となる。

6 建物等が流れていないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

7
破損、沈下、傾斜等の異常が生じ
ていないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

8 流出していないか 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

9
横断工作物について流木等によ
る閉塞が生じていないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

10
樋門・樋管及び水門について逆
流が生じていないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

11
工作物まわりで漏水が発生してい
ないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

12 撤去
洪水時に撤去しなければならない
工作物が撤去されているか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

13 大きな洗掘が発生していないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

14 異常な流向になっていないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

15 浸水原因

16 浸水範囲

17 浸水深

18 作業箇所 ドローン活用の効果による把握が可能。

19
出勤水防団名、員数及び作業状
況

ドローン活用の効果による把握が可能。ただし、作業状況の把
握は困難。

20
仮設物について破損、沈下、傾
斜等の異常が生じていないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

21
洪水時に撤去しなければならない
建設機械、資材等が撤去されて
いるか

大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

22 工事箇所からの流出物がないか
大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。
動画による確認が効果的となる。

23
仮設物まわりで大きな波や渦巻
き、洗掘等が発生していないか

大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。
動画による確認が効果的となる。

24
破損、沈下、傾斜等の異常が生じ
ていないか

一定以上の規模の事象であれば識別可能。

25 流出していないか 大きな異常が対象となるため、ドローンによる把握が可能。

河川巡視規程例以外の項目

26 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

27 スピーカーを搭載したドローンを活用することで可能。

災害の発生の有無の確認（床止めの被災状況、流木の堆積等）

遊水地・放水路等利活用エリア利用者の避難勧告

堤内地の浸水状況 堤外地が対象となるためドローン活用の対象外とする。

水防作業の状況

河川区域内に
おける工事の状況

仮設物等

周辺の施設

種別

堤防の状況

洪水流の状況

河川管理施設
及び許可工作物
の状況

河川管理施設
及び許可工作物

高水敷の状況
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3.2. 出水時の河川巡視におけるドローン活用の目的 
 

出水時においては、状況が時々刻々と変化し、これに対応して適切な措置を迅速に講じ

る必要があることから、洪水及び高潮による出水時の河川巡視は、堤防、洪水流、河道内

樹木、河川管理施設等、堤内地の浸水等の状況を概括的且つ迅速に把握するために実施す

るとともに、水防作業状況及び内水排除状況についても把握する必要がある。」とされてお

り、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設等の状況を概括的かつ迅速な把握には、ド

ローンの活用が有効である。 

さらに、降雨直後で水位が高く、車両巡視が実施できない時間帯であっても、ドローン

であれば早期に飛行が可能となる。このため、河川の状況を速やかに把握し、危険箇所の

早期発見や水防活動への支援に資することが期待される。 

そのため、ドローンを活用することにより、広範囲の河川の状態を短時間で把握し、危

険箇所の早期発見や水防活動の支援を可能とすることを目的とする。 

ドローンは降雨直後に飛行することを想定しているため、飛行と地上巡視を組み合わせ

たタイムスケジュール案を図 3-1に示す。なお、降雨後に強風が残存する場合（図 3-1 下

部参照）があることから、ドローンを運用する際は、安全に飛行可能な気象条件であるこ

とを事前に確認したうえで実施すること。 

 

 
図 3-1 車両等による河川巡視との併用メージ 

 

  

車両等による巡視

ドローンによる巡視 動画確認

車両等

ドローン

降雨中 降雨後

氾
濫

注
意

水
位

超
過

降
雨

な
し

車両等による巡視

ドローンによる巡視 動画確認

車両等

ドローン

降雨中 降雨後

氾
濫

注
意

水
位

超
過

降
雨

な
し

強風中

強
風

な
し
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3.3. ドローンを活用した河川巡視計画の作成 
 

ドローンを活用した河川巡視計画を作成するために、以下の項目を設定する。このと

き、すでにドローン航路が設定された空間においてドローン航路を活用することで、２）

３）４）５）７）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的には、「ド

ローン航路運航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

なお、出水時の河川巡視では、迅速な状況把握を重視し、河川区域内全体を概括的に把

握できる飛行方法を前提に、出水を想定した巡視計画をあらかじめ作成する。 

さらに、出水時には車両等による巡視も併せて実施するため、ドローンで確認する項目

と車両で確認する項目を計画に明示し、両者を組み合わせて効率的に巡視できるようにす

ることが重要となる。 

出水時の河川巡視では、レベル 3.5 飛行を基本とするが、機体や通信環境によりレベル

2 飛行とする場合は、「５）離発着場の設定」の手順が一部異なるため留意が必要である。 

 

 
図 3-2 ドローンを活用した河川巡視計画の作成手順 

 

  

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

２）ドローン飛行可能空間の設定 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

３）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内における飛行経路を以下の手順で設定する。 

４）使用機体・センサーの選定 

 設定した飛行経路を飛行可能な機体を選定する。 

５）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

６）飛行計画の作成 

 河川巡視の対象項目や飛行経路および使用機体等を踏まえ、年間のドローン

飛行計画を作成し、飛行経路毎に実施する月間飛行計画を作成する。 

７）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 
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3.3.1. 飛行条件の設定 
 

出水時の河川巡視の飛行条件の設定の考え方を整理し、飛行条件の設定例を示す。 

 

(1) 飛行条件の設定の考え方 

飛行条件の考え方については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

(2) 飛行条件の設定例 

飛行条件の設定の考え方に基づき、出水時の河川巡視の具体的な飛行条件の例を以下

に示す。 

出水時の河川巡視では、概括的に把握する必要があるため、全体状況を俯瞰的に把握

することが可能な高高度での飛行が適している。飛行条件の設定例を以下に示す。 

なお、越水の発生の有無が確認できるように、両岸の堤防が画角に収まるように対地

高度、カメラ俯角を設定することが望ましい。 

 

表 3-2 飛行条件（河道内全体を俯瞰的に把握するための飛行条件） 

項目 設定 

対地高度 
両岸の堤防が画角に収まるように撮影することが可能な高度として、

高高度を基本とする。高解像度は不要。 

カメラ向き 横断方向の画角を広く確保するため、進行方向にカメラを向ける。 

カメラ俯角 
通常は 45 度を基本とする。川幅が広い場合は 15 度程度に変更、また

は複数測線で対応。 

飛行エリア 
河道中央（1号地上空）を基本エリアとする。必要に応じて微調整を行

う。 
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3.3.2. ドローン飛行可能空間の設定 
 

設定した飛行条件で飛行可能となるように、以下の手順でドローン飛行可能空間を設

定する。この空間をドローンが飛行可能な空間として設定する。ドローン飛行可能空間

の設定については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

なお、出水時の河川巡視におけるドローン飛行可能空間は、高水敷が浸水している等

の場合があり第三者が存在しない場合もあるため、平常時の河川巡視のドローン飛行可

能空間とは異なることに留意すること。 

 

 
図 3-3 ドローン飛行可能空間の設定フロー図 

 

3.3.3. 飛行経路の設定 
 

設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を設定する。飛行経路の設定について

は、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

また、出水時の河川巡視では、越水や災害の有無を確認できるよう、平常時の河川巡

視の飛行経路とは異なり、河川区域全体を俯瞰できる飛行経路を設定し、異常の有無を

確認する。異常が確認された場合は、車両等による巡視や、平常時に設定している詳細

確認用のドローン飛行経路を活用し状況を把握する。これにより、迅速な災害復旧等に

繋げることが可能となる。 

  

１）飛行禁止空域の確認 

 ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域を確認する。 

２）支障物（横断工作物）の確認 

 飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置

関係を事前に把握する。 

３）占用情報・一時使用届の確認 

 第三者上空の飛行を避けるため、ドローン飛行箇における河川敷地占用に関

する情報や直近の一時使用の状況を確認する。 

４）落下分散距離の算出 

 選定した機体メーカーからの仕様に基づき、落下分散範囲を算出する。 

５）ドローン飛行可能空間の設定 

 ドローンが飛行可能な空域を設定する。 
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3.3.4. 使用機体・センサーの選定 
 

巡視の目的や対象に応じて適切な機体およびセンサーを選定する必要がある。機体の

選定例については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

なお、出水時の河川巡視では、「遊水地・放水路等利活用エリア利用者の避難勧告」等

に対応するため、夜間の状況把握には赤外線高感度カメラ、アナウンスにはスピーカー

の使用も想定されることから、必要に応じて選定する。 

 

表 3-3 出水時の河川巡視で使用する主なセンサー例 

センサー 取得データ ファイル形式 

広角カメラ 
斜め動画 

進行/直角方向 

地上解像度 3～20㎝程度 

MOV/MP4 

赤外線/高感度カメラ 
斜め動画 

進行/直角方向 

地上解像度 10～20㎝程度 

MOV/MP4 

スピーカー 
音声案内 

赤外線高感度カメラと同時搭載 
- 
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1) 広角カメラ 

広角カメラは平常時の河川巡視で使用するカメラで、動画により異常等を確認するこ

とができる。 

 

 
図 3-4 広角カメラによる動画撮影例 

 

2) 赤外線/高感度カメラ 

赤外線カメラは、周囲と熱の差がある物体に対して、形状が確認できる。 

カメラをドローンの進行方向と直角方向に向けることによって、護岸の状況が把握し

やすい。また、高度 50m で飛行することにより、人物を確認することができる。 

また、高感度カメラは、暗所や低照度環境でも鮮明な映像を撮影できるカメラであ

り、大きな変化であれば夜間でも異常を確認することができる。 

なお、赤外線/高感度カメラを使用した河川巡視は追加的な項目であり、高度化には寄

与するが、他の項目と比べて既存業務の効率化を目的としたものではない点に留意が必

要である。 

 

  
図 3-5 夜間の人物・物体の検出例（左：赤外線カメラ、右：高感度カメラ） 

 

3) スピーカー 

出水時に河川利用者に避難情報を促すためにスピーカーを使用する。ドローン飛行中

に周辺への避難の呼びかけ等を想定した周回飛行とした場合、高度 50m で飛行させる場

合は音量を 130dB 以上にする必要がある。なお、ドローンが時速 30kmで飛行する場合、

地上の人物が聞き取れる案内は 6秒（約 30 字）程度となる。 

  

護岸・根固の状況
下流部で巨石張りが流出、損傷
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3.3.5. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路に必要な離発着場を設定する。 

 

(1) 飛行範囲の設定 

周辺の支障物を確認し、1 回の飛行範囲を決定する。 

 

(2) 離発着場の設定 

設定された飛行範囲内で、適切な離発着場を配置する。離発着場は、機体サイズに応

じて異なるが、3m×3m以上の面積（機体の２～３倍程度）を確保することが望ましく、

地表面が平坦で凹凸や傾斜の少ない以下の条件を満たす場所を選定する。 

また、離発着場は、第三者が立ち入らない場所を基本とする。やむを得ず第三者が立

ち入る可能性がある場所を離発着場とする場合は、安全監視員（補助者）を設置し、第

三者の接近防止等の安全管理を徹底すること。 

なお、平常時とは異なり、出水時は水位が上昇し高水敷が浸水している場合が多いた

め、浸水想定図やハザードマップを活用し、浸水しない高台や堤防天端を離発着場の候

補とするよう留意すること。 

 

＜離発着場の選定条件例＞ 

 第三者が立ち入らない（空き地等）。 

 地形が平坦で障害物が少ない。 

 通信が確保できる範囲。 

 近隣住民や周辺施設への影響が少ない。 

 バッテリー充電機能（ドローンドッグ・ドローンポート等）を有している。 

 出水時に浸水しない。 

 

飛行経路によっては片道飛行となる場合もあるため、離陸場と着陸場を別々に設定す

ることも考えられる。 

また、長距離飛行では、バッテリーの消耗や GPS 信号喪失、制御不能などのリスクが

高まるため、緊急着陸場もあわせて選定し、万が一の自体に備える。 

また、離発着場は、通常の離発着に用いるものと、緊急時に利用する緊急着陸場に分

けられる。通常の離発着に用いる離発着場と緊急着陸場の設定例を以下に示す。 

なお、平常時の河川巡視はレベル 3.5 飛行を基本とするが、機体や通信環境によりレ

ベル 2 飛行となる場合は、緊急着陸場をレベル 2 飛行時の離発着場として流用できる。 

 

表 3-4 離発着場および緊急着陸場の設定例 

種別 設定例 

離発着場 
 出張所／防災ステーション 

 河川管理用道路の待避所 

緊急着陸場 

 河川管理用道路の待避所 

 車両通行の少ない堤防天端 

 樋門・樋管等の管理スペース 

 

(3) 実施体制（人員配置） 

実施体制については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 
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3.3.6. 飛行計画の作成 
 

出水時にドローンを活用した河川巡視を実施することを想定し、河川巡視の対象項目

や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目的、飛行場所、飛行範囲、実

施手順等を記載した飛行計画をあらかじめ作成しておく。飛行計画の作成については、

「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

3.3.7. 関係機関との調整 
 

関係機関との調整については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

3.3.8. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。各

システムの概要については、「第 2章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

3.3.9. 出水時の河川巡視においてドローンを活用する際の留意点 
 

出水時特有のリスクには、気象条件（降雨・風速）、他の航空機及び無人航空機との調

整等の留意が必要となる。以下にそれぞれの留意点を示す。 

 

(1) 気象条件（降雨） 

「無人航空機飛行マニュアル 1」では、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させな

い。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認し

ている場合はその限りではない。」とされており、基本的には降雨時のドローン飛行は推

奨していない。しかし、雨の場合や雨になりそうな場合は、選定した機体の性能を勘案

し、降雨発生時の飛行中止基準を設定することが望ましい。 

 

(2) 気象条件（風速） 

出水を引き起こす大雨時には、低気圧や前線の通過に伴うことが多く、これらの気象

現象が発生した場合には、降雨がなくとも強風を伴うことが多い。そのため、出水時の

河川巡視にてドローンを飛行させる際には、平常時以上に風速に留意することが必要と

なる。 

なお、「無人航空機飛行マニュアル」では、「風速 5m/s 以上の状態では飛行させない。

ただし、風速５m/s 以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書

等にて確認している場合はその限りではない。」とされており、基本的には風速 5m/s 以

上でのドローン飛行は推奨していないが、機体メーカーが設定している耐風速での飛行

は可能としている。そのため、選定した機体の性能を勘案し、強風速発生時の飛行中止

基準等を設定することが望ましい。 

また、現地においては、風速計により地上風速を確認することが前提であるが、地上

と上空とでは風速が異なることを踏まえて、実際の飛行により上空の風の影響（操縦時

の安定性）を確認して飛行を行うことが重要である。 

 

 
1「無人航空機飛行マニュアル（DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下）場所を特定しな

い申請について適用（令和 7 年 3月 31 日版）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf） 
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(3) 他の航空機及び無人航空機との調整 

出水時あるいは大規模災害が発生した場合は、捜索、救助を目的とした多数の航空機

及び無人航空機が飛行することが想定される。そのため、「航空法第 132 条の 92 の適用

を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン 1」では、航空機の航行の安全の

確保及び無人航空機に起因する事故等の防止のため、これらの空域で無人航空機を飛行

させる場合には、現地災害対策本部等を通じて無人航空機の飛行の方法（日時、飛行場

所など）を調整することが望ましいとされている。 

 

 

  

 
1 「航空法第 132 条の 92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン（令和 6

年 11 月 29日最終改正 航空局安全部無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf） 



 

【河川巡視編】-64 

3.4. 記録 
 

ドローンにより撮影した静止画もしくは動画を用いて巡視記録を作成し、適切に保管・

管理する方法について以下に示す。 

 

3.4.1. 記録方法 
 

撮影した動画・静止画は、以下の情報とともに整理し、巡視記録として体系的に管理

する。 

 

 撮影日時 

 撮影地点（GPS 座標または地名） 

 撮影方向・対地高度 

 撮影機体の識別情報（機体 ID、操縦者名） 

 撮影目的（出水時の河川巡視など） 

 

3.4.2. データ保管・管理 
 

データの保管・管理方法について以下に示す。 

 

(1) データ形式 

保管するデータ形式を表 3-5 に示す。 

また、データの整理・検索を容易するため、撮影日・地点・内容を踏まえてファイル

の命名規則を設定することが望ましい。ファイルの命名規則（例）を以下に示す。 

 

＜ファイルの命名規則（例）＞ 

YYYYMMDD_地点名_内容_飛行経路名_機体 ID.拡張子 

例：20250922_sendaigawa_patrol_route01_uav01.mp4 

（川内川での河川巡視としてのルート１の撮影動画） 

 

表 3-5 データ形式 

データの種類 内容 推奨データ形式 

撮影動画 
飛行中に撮影した映像（河川施設、堤防、

周辺環境など） 
MP4（H.264/H.265） 

撮影静止画 点検箇所や異常箇所の記録写真 JPEG/PNG 

飛行ログ 
機体の飛行経路、対地高度、飛行速度、

バッテリー残量、GPS 情報など 
CSV/TEXT/JSON/KML/GPX 

メタデータ 
撮影日時、撮影地点（GPS座標）、操縦者、

機体 ID、撮影目的など 
CSV/Excel/JSON 
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3.5. 取得データの活用 
 

取得データの活用方法を以下に示す。 

 

3.5.1. 取得データの確認 
 

取得データを確認し巡視記録を作成する。撮影した静止画もしくは動画をもとに巡視

記録を作成する。記録には、RiMaDIS（河川維持管理データベースシステム）への登録に

必要な情報を含める。 

必要に応じて、撮影データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理する。 

 

3.5.2. データ取得後の河川巡視（車両等による河川巡視との併用） 
 

ドローンで取得したデータ（動画・写真）だけでは確認が困難な項目については、従

来方法（車両／バイクによる巡視等）で補完する必要がある。 

特に、堤内地の状況はドローンによる把握が困難であるため、別途、地上からの確認

を目的とした車両等による河川巡視を併用する必要がある。 
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【出水時河川巡視規程例（別表－２）】 
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第4章 地震後の一次点検 
 

地震後の一次点検では、ドローンを活用することで迅速かつ広範囲の状況収集を図ることが

可能となる。本章では、ドローンを活用した地震後の一次点検の点検計画の作成方法を示し、

以降では、地震後の一次点検におけるドローンを活用した点検計画の具体的な作成手順につい

て説明する。 

 

4.1. 地震後の一次点検の活用場面 
 

地震後の一次点検の点検対象は、「直轄管理河川に係る地震発生時の点検について（平

成 21 年 2 月 27 日）」で規定されており、具体的な点検対象は北海道開発局及び地方整備

局にて定められている（章末参照）。 

また、地震後の一次点検にて取得したデータは、その後実施する二次点検にも活用可

能である。 

ここでは、ドローンで把握が可能な地震後の一次点検の対象項目を、本手引きを参考

に対象項目を選定したうえで、点検計画を作成する。 

表 4-1 にドローンを活用した地震後の一次点検の対象項目を示す。堤防に発生する変

状や、堰本体・護床工の概括的な点検等については、一定規模の事象であれば識別可能

である。一方、堰・水閘門及び樋門・揚排水機場等のコンクリート構造物の微細な変状

は、ドローンのみでの把握が困難な場合が多いため、別途地上からの詳細点検を併用す

ることが望ましい。 

 

  



 

【河川巡視編】-68 

 

表 4-1  ドローンを活用した地震後の一次点検の対象項目 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

 

  

堤防

1 堤防 陥没、隆起、湾曲、亀裂 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

2 護岸 法面 川表 崩落、亀裂 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

堰（床止めは下記事項該当分を点検する）

3
コンクリート表面のひび割
れ、傾斜、破損

4 〃

5 ゲート 変形、損傷

6 変形、ひび割れ、落橋

7
沓座のずれ、アンカー、コ
ンクリート破損

8 堤防点検項目に同じ 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

9 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

水閘門及び樋門

10
コンクリート表面のひび割
れ、傾斜、破損

11 〃

12 ゲート 変形、破損

13 変形、ひび割れ、落橋

14
沓座のずれ、アンカー、コ
ンクリート破損

15 堤防点検項目に同じ 一定以上の規模の事象であれば識別可能。

揚排水機場

16 本体
コンクリート表面のひび割
れ、破壊、漏水

17 吐出水槽
コンクリート表面のひび割
れ、破壊、漏水

18
水閘門及び樋門点検項目
と同じ

樋管

管理橋

桁及び手摺

沓及び橋座

取付堤防及び護岸

本体

躯体

取付堤防及び護岸

堰本体・護床工等の概括的な点検

本体

門柱

門扉操作台

本体

本体

堰柱

操作台

ゲート本体

管理橋

桁及び手摺

沓及び橋座

名称 点検項目 内容 ドローン活用の可能性

天端
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4.2. 地震後の一次点検におけるドローン活用の目的 
 

「直轄管理河川に係る地震発生時の点検について 1」によると地震後の一次点検では、各

施設の異常の有無とその状況について、目視による外観点検を実施することとしており、

原則として、地震発生後６時間以内に行うものとされている。 

そのため、ドローンを活用することにより、広範囲の河川の状態を短時間で把握し、危

険箇所の早期発見や水防活動の支援を可能とすることを目的とする。 

また、大規模な地震が発生した場合、道路が被災して車両による巡視が困難になること

がある。このような状況では、ドローンを活用した地震後の一次点検が有効となる。一方

で、地震により電力や通信が途絶するなどシステムダウンが発生した場合には、ドローン

の使用が制限される可能性がある。このため、システムダウン時を想定した運用計画をあ

らかじめ整備し、車両等による地上巡視を併用して相互に補完する体制を構築しておくこ

とが望ましい。 

なお、地震後の一次点検におけるドローンの活用方法については、以下に示す「ドロー

ン先行活用」「ドローン並行活用」等が考えられる。 

さらに、大規模地震における余震発生時の再点検においてもドローンは有効であり、被

災範囲の拡大や新規被災箇所の把握に資する。このため、一次点検に続く再点検のための

点検計画をあらかじめ作成しておくことが望ましい。 

 

(1) ドローン先行活用 

地震発生直後に、まずドローンを先行して飛行させ、広範囲の状況を迅速に把握す

る。ドローンによる空撮で異常が確認された箇所については、後続の車両や徒歩による

点検で詳細を確認し、ドローンでは把握できなかった構造物等の細部を補完する。この

方法は、危険箇所を早期に特定し、点検者の安全を確保しながら効率的に点検を進める

ことができる。 

 

(2) ドローン並行活用 

地震発生直後に、車両等による一次点検と並行してドローンを飛行させる。ドローン

は、車両から確認しにくい箇所（河道内、アクセス困難な場所）を重点的に撮影し、取

得した映像を用いて状況を把握する。この方法は、地上からの点検と空撮を同時に行う

ことで、情報収集のスピードを高め、点検の網羅性を確保することができる。 

 

 

 
1 「直轄管理河川に係る地震発生時の点検について（平成 21 年 2 月 27日,河川保全企画室長）」 
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図 4-1 車両等による地震後の一次点検のイメージ 

 

 

  

車両等による一次点検

ドローンによる一次点検 動画確認

車両等

ドローン

地震発生

ドローン先行活用
地震発生直後に、まずドローンを先行して飛行させ、広範囲の状況を迅速に把握する。ドローンに

よる空撮で異常が確認された箇所については、後続の車両や徒歩による点検で詳細を確認し、ドロー
ンでは把握できなかった構造物等の細部を補完する。この方法は、危険箇所を早期に特定し、点検者
の安全を確保しながら効率的に点検を進めることができる。

車両等による一次点検

ドローンによる一次点検 動画確認

車両等

ドローン

地震発生

ドローン並行活用
地震発生直後に、車両等による一次点検と並行してドローンを飛行させる。ドローンは、車両から

確認しにくい箇所（河道内、アクセス困難な場所）を重点的に撮影し、取得した映像を用いて状況を
把握する。この方法は、地上からの点検と空撮を同時に行うことで、情報収集のスピードを高め、点
検の網羅性を確保することができる。
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4.3. ドローンを活用した地震後の一次点検計画の作成 
 

ドローンを活用した地震後の一次点検計画を作成するために、以下の項目を設定する。

このとき、すでにドローン航路が設定された空間においてドローン航路を活用すること

で、２）３）４）５）７）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的

には、「ドローン航路運航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

なお、地震後の一次点検では、迅速性を重視するため、河川区域内を概括的に把握でき

る飛行方法を前提に、地震を想定した一次点検計画をあらかじめ作成する。 

さらに、地震などの災害発生時、または発生の恐れがある場合に、河川管理施設の応急

復旧等を迅速に行うため、複数の企業と協定を提携している場合は、各社の役割分担を踏

まえて計画すること。 

地震後の一次点検では、レベル 3.5 飛行を基本とするが、機体や通信環境によりレベル

2 飛行とする場合は、以下の「4.2.5離発着場の設定」の手順が一部異なるため留意が必要

である。 

 

 
図 4-2 ドローンを活用した地震後の一次点検計画の作成手順 

  

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

２）ドローン飛行可能空間の設定 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

３）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内における飛行経路を以下の手順で設定する。 

４）使用機体・センサーの選定 

 設定した飛行経路を飛行可能な機体を選定する。 

５）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

６）飛行計画の作成 

 河川巡視の対象項目や飛行経路および使用機体等を踏まえ、年間のドローン

飛行計画を作成し、飛行経路毎に実施する月間飛行計画を作成する。 

７）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 
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4.3.1. 飛行条件の設定 
 

地震後の一次点検の飛行条件の設定の考え方を整理し、飛行条件の設定例を示す。 

 

(1) 飛行条件の設定の考え方 

飛行条件の考え方については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

(2) 飛行条件の設定例 

地震後の一次点検の対象は、河道を除いた堤防等の河川管理施設等であるため、「第２

章 平常時の河川巡視」に示す１号地（河道内）以外の飛行エリアを設定する。飛行条件

の設定例については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

ただし、平常時の河川巡視とは異なり、前述した航空法の「捜索、救助等のための特

例」を適用する場合、日常的に高水敷の利用がある区間でも上空飛行が可能となる。こ

の場合は、高水敷上空も飛行エリアとして設定する。 
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4.3.2. ドローン飛行可能空間の設定 
 

設定した飛行条件で飛行可能となるように、以下の手順でドローン飛行可能空間を設

定する。この空間をドローンが飛行可能な空間として設定する。ドローン飛行可能空間

の設定については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

なお、大規模地震発生時には、飛行空間や時間帯も平常時とは異なる場合があること

から、大規模地震発生時を想定した飛行空間や時間帯については、関係者と事前に協議

し、その結果を飛行計画に反映することが望ましい。 

 

 
図 4-3 ドローン飛行可能空間の設定フロー図 

 

4.3.3. 飛行経路の設定 
 

設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を設定する。飛行経路の設定について

は、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

4.3.4. 使用機体・センサーの選定 
 

一次点検の目的や対象に応じて適切な機体およびセンサーを選定する必要がある。機

体の選定例については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

  

１）飛行禁止空域の確認 

 ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域を確認する。 

２）支障物（横断工作物）の確認 

 飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置

関係を事前に把握する。 

３）占用情報・一時使用届の確認 

 第三者上空の飛行を避けるため、ドローン飛行箇における河川敷地占用に関

する情報や直近の一時使用の状況を確認する。 

４）落下分散距離の算出 

 選定した機体メーカーからの仕様に基づき、落下分散範囲を算出する。 

５）ドローン飛行可能空間の設定 

 ドローンが飛行可能な空域を設定する。 
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4.3.5. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路に必要な離発着場を設定する。離発着場の設定については、「第 2 章 

平常時の河川巡視」を参照すること。なお、地震後の一次点検で使用する離発着場は、

地震の影響が少ないと想定される箇所を選定することが望ましい。 

なお、平常時および出水時の河川巡視と同様に、地震後の一次点検はレベル 3.5 飛行

を基本とするが、機体や通信環境によりレベル 2 飛行となる場合は、緊急着陸場をレベ

ル 2 飛行時の離発着場として流用できる。 
 

4.3.6. 飛行計画の作成 
 

出水時にドローンを活用した河川巡視を実施することを想定し、河川巡視の対象項目

や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目的、飛行場所、飛行範囲、実

施手順等を記載した飛行計画をあらかじめ作成しておく。飛行計画の作成については、

「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 
 

4.3.7. 関係機関との調整 
 

関係機関との調整については、「第 2 章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

 

4.3.8. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。各

システムの概要については、「第 2章 平常時の河川巡視」を参照すること。 

なお、大規模地震の発生時には、停電等によりこれらの関連システムが利用できない

場合も想定されるため、車両による巡視等の従来手法を併用する運用を検討しておくこ

とが必要である。 

 

4.3.9. 地震後の一次点検においてドローンを活用する際の留意点 
 

地震後特有のリスクには、道路の被災、他の航空機及び無人航空機との調整等の留意

が必要となる。以下にそれぞれの留意点を示す。 

 

(1) 道路の被災 

道路が被災することにより、離発着場までのアクセスが困難となる場合が想定され

る。地震後に道路が被災した場合を想定し、あらかじめ離発着場までの迂回経路を設定

しておくことが望ましい。 

 

(2) 他の航空機及び無人航空機との調整 

出水時あるいは大規模災害が発生した場合は、捜索、救助を目的とした多数の航空機

及び無人航空機が飛行することが想定される。そのため、「航空法第 132 条の 92 の適用

を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン 1」では、航空機の航行の安全の

確保及び無人航空機に起因する事故等の防止のため、これらの空域で無人航空機を飛行

させる場合には、現地災害対策本部等を通じて無人航空機の飛行の方法（日時、飛行場

所など）を調整することが望ましいとされている。  

 
1 「航空法第 132 条の 92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン（令和 6

年 11 月 29日最終改正 航空局安全部無人航空機安全課長）」

（https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf） 
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4.4. 記録 
 

ドローンにより撮影した静止画もしくは動画を用いて巡視記録を作成し、適切に保管・

管理する方法について以下に示す。 

 

4.4.1. 記録方法 
 

撮影した動画・静止画は、以下の情報とともに整理し、巡視記録として体系的に管理

する。 

 

 撮影日時 

 撮影地点（GPS 座標または地名） 

 撮影方向・対地高度 

 撮影機体の識別情報（機体 ID、操縦者名） 

 撮影目的（堤防など） 

 

4.4.2. データ保管・管理 
 

データの保管・管理方法について以下に示す。 

 

(1) データ形式 

保管するデータ形式を表 4-2 に示す。 

また、データの整理・検索を容易するため、撮影日・地点・内容を踏まえてファイル

の命名規則を設定することが望ましい。ファイルの命名規則（例）を以下に示す。 

 

＜ファイルの命名規則（例）＞ 

YYYYMMDD_地点名_内容_飛行経路名_機体 ID.拡張子 

例：20250922_sendaigawa_patrol_route01_uav01.mp4 

（川内川での地震後の一次点検としてのルート１の撮影動画） 

 

表 4-2 データ形式 

データの種類 内容 推奨データ形式 

撮影動画 
飛行中に撮影した映像（河川施設、堤防、

周辺環境など） 
MP4（H.264/H.265） 

撮影静止画 点検箇所や異常箇所の記録写真 JPEG/PNG 

飛行ログ 
機体の飛行経路、対地高度、飛行速度、

バッテリー残量、GPS 情報など 
CSV/TEXT/JSON/KML/GPX 

メタデータ 
撮影日時、撮影地点（GPS座標）、操縦者、

機体 ID、撮影目的など 
CSV/Excel/JSON 
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4.5. 取得データの活用 
 

取得データの活用方法を以下に示す。 

 

4.5.1. 取得データの確認 
 

取得データを確認し巡視記録を作成する。撮影した静止画もしくは動画をもとに巡視

記録を作成する。記録には、RiMaDIS（河川維持管理データベースシステム）への登録に

必要な情報を含める。 

必要に応じて、撮影データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理する。 

 

4.5.2. データ取得後の地震後の一次点検 
 

ドローンで取得したデータ（動画・写真）だけでは対応できない記録については、従

来方法（車両／バイクによる一次点検等）で確認する。 

特に、樋門・樋管、水閘門、堰・床止め、揚排水機場、許可工作物（橋梁、取水塔

等）については、ドローンによる異常の発見が困難であるため、別途、車両等による点

検（地上からの確認）により地震後の一次点検を実施することが望ましい。 
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【九州地方整備局地震後点検要領（別表：参考）】 
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第1章 はじめに 
 

本編では、点検におけるドローンの活用方法を示す。なお、本手引きで整理している法

令等は、手引き作成時点（2026年 2 月）の内容をもとに作成しているため、実際に適用す

る際には最新情報を必ず確認すること。 

 

1.1. 点検の定義 
 

点検とは、点検対象とする河道や一つひとつの河川管理施設の治水上の機能について異

常及び変化等を発見・観察・計測等することを目的として行うものである。 

点検対象については、「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 1」により、堤

防、河川構造物、河道を対象としている。 

定期的に実施する点検は、「堤防」「河川構造物」「河道」に大別され、そのうち、堤防は

堤防本体および堤防に付属あるいは近接する施設である「土堤、護岸、鋼矢板護岸、根固

工、水制工」と、被覆構造堤防である「高潮堤防、特殊堤、陸閘」に分類される。 

堤防では、土堤、護岸、鋼矢板護岸、根固工、水制工、高潮堤防、特殊堤、陸閘を対象

に点検を実施する。河川構造物は樋門・樋管、水門、堰・床止め、排水機場等の機械設備

等を有する施設の土木施設および樋門等構造物周辺の堤防を対象に点検を実施する。河道

は土砂堆積、樹木群の繁茂、河床低下、河岸侵食等を対象に点検を実施する。 

 

1.2. 点検におけるドローンの活用場面 
 

上記で示したとおり、点検は下表に示す活用場面に分類される。本編では、各活用場面

ごとにドローン等を活用した点検について示す。 

本手引きは、点検の効率化および高度化を目的としており、従来の徒歩による目視点検

等による点検と比べて広範囲かつ定量的な情報収集を可能とするドローンの利点を活かす

ものである。特に、これまで十分に実施することが困難であった堰・床止めや河道内の点

検において、ドローンの活用は有効である。 

本編で示す活用場面は、令和 8 年度の運用段階における技術的・法令的・機体性能の制

約条件を踏まえたものであり、河道内等の第三者上空を飛行しない場合はレベル 3.5（目

視外飛行）、堤防や河川構造物のうち第三者上空を飛行しない範囲についてはレベル 1 もし

くはレベル 2 飛行（目視内飛行）を前提とする。なお、第三者上空の飛行はレベル 4（有

人地帯での補助者なし目視外飛行）のみで許容されるため、レベル 1 またはレベル 2 を前

提とする運用では第三者上空を飛行しない計画とする。また、レベル 1 またはレベル 2 で

飛行する場合に、第三者が立ち入る可能性が高い範囲で飛行せざるを得ないと想定される

区間では、第三者上空を回避する飛行経路・対地高度設定を基本としたうえで、必要に応

じて立入管理措置を実施し、安全を確保する。 

今後、レベル 4 飛行（有人地帯での目視外飛行）が可能となった段階では、第三者の利

用がある堤防上空や樋門等河川構造物上空での飛行も可能となるため、活用場面の拡張や

運用方法の見直しが必要となり、本手引きの改定が求められる。 

また、ドローンを活用した河川巡視で得られた「河川管理施設及び許可工作物の維持管

理の状況把握」に関する情報から、水際の低水護岸・根固めについては「河岸侵食」、堰・

床止めの水叩きや護床工については「河床洗掘」の観点で、点検が必要な箇所・施設を抽

出することで、点検の効率化が期待できる（具体例については図 1-1～図 1-4 参照）。さ

らに、樹木群の繁茂や土砂の堆積により「流下能力の確保」が懸念される区間やエリアに

ついては、既往の定期縦横断測量による横断重ね合わせ図等を活用して状況を把握し、必

要に応じてドローンを活用した点検を実施することを基本とする。 

 
1 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保

全局 河川環境課 河川保全企画室）」 
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なお、本手引きにおけるドローン活用は、点検で使用している RiMaDIS1の運用を前提と

しており、ドローンで取得した静止画・動画等のデータは、河川巡視完了後に RiMaDIS に

登録し、台帳管理・履歴管理および情報共有に活用するものとする。 

 

表 1-1 点検におけるドローンの活用場面 

分類 概要 

堤防 
土堤、護岸、鋼矢板護岸、根固工、水制工、高潮堤防、特殊堤、陸閘

を対象に点検を実施する。 

河川構造物 

樋門・樋管、水門、堰・床止め、排水機場等の機械設備等を有する施

設の土木施設および樋門等構造物周辺の堤防を対象に点検を実施す

る。 

河道 土砂堆積、樹木群の繁茂、河床低下、河岸侵食等を点検の対象とする。 

 

  
図 1-1 河川巡視において得られた情報例（河岸の状況把握） 

 

  
図 1-2 河川巡視において得られた情報例（堰・床止め等の横断工作物の状況把握） 

 

 
1 「RiMaDIS（River Management Data Intelligent System）：河川巡視・点検・対策等の維持管

理業務を支援する全国統一版データベースシステム。」 

ブロック流出

根固めブロック沈下

地上からの撮影

上空からの撮影 上空からの撮影

地上からの撮影
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図 1-3 河川巡視において得られた情報例（河道の状況把握） 

 

 
図 1-4 河川巡視において得られた情報例（河口閉塞の状況把握） 

 

  

上空からの撮影 地上からの撮影

上空からの撮影 地上からの撮影
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1.3. 対象範囲の設定 
 

点検は、堤防、河川構造物、河道を対象として行い、点検対象が設置されている場所に

応じて、点検対象エリアを１号地（低水路）、２号地（堤防）、３号地（高水敷）の３つに

分類する。それぞれの点検対象に対応するエリアを下表に示す。 

なお、堤防点検時の２号地では、可能な範囲で立入管理措置を講じ、レベル 3.5 飛行を

実施することで、効率化が期待できる。 

 

表 1-2 点検範囲 

点検対象 エリア 対象 

堤防 

１号地 （堤防防護ラインの外側（河道中央側）にある）低水護岸、鋼

矢板護岸、根固工、水制工 

２号地 
土堤、高潮堤防、特殊堤、陸閘 
（堤防防護ラインの内側（堤防側）にある）低水護岸、鋼矢板

護岸、根固工、水制工 

３号地  

河川 

構造物 

１号地 堰・床止め 

２号地 樋門・樋管、水門および樋門等構造物周辺の堤防 

３号地 樋門・樋管、水門の取付け水路・堤外水路等 

河道 

１号地 土砂堆積、樹木群の繁茂、河床低下、河岸侵食 

２号地  

３号地 土砂堆積、樹木群の繁茂、河岸侵食 

 

 
図 1-5 河川区域と範囲  
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出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 

図 1-6 堤防の構造 

 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 

図 1-7 樋門・樋管の構造 

 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 

図 1-8 水門の構造 
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出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 
図 1-9 堰の構造  
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1.4. 点検・記録の流れ 
 

点検は、一つひとつの河川管理施設の治水機能について異常及び変化等を発見・観察・

計測等をすることを目的としており、点検結果を評価する必要がある。 

点検は、目視観察と簡易計測を基本としており、ドローンを活用した点検を実施する場

合にも点検者自らの目視と同等、または同等以上に、状態の把握を行うことができる情報

を取得する必要がある。また、記録は原則としてタブレット端末を用いて RiMaDIS に登録

している。 

「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領」の様式 2 に示されるとおり、「位置」

「写真」「点検項目」「変状の規模（長さ、幅、高さ）」「評価」「状況等（特記事項）」を記

録している。詳細については、「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領」を参照す

ること。 

 

表 1-3 点検結果の記録内容 

記録項目 記録内容 

位置 変状の位置がわかるように地図や航空写真を示す。 

写真 

位置や全体的な規模を確認できるように全景写真を撮影

し、変状の程度を確認できるように近景を撮影する。撮影

する写真は、前回点検時の写真等と比較して変状の状態変

化を把握できるよう、前回と同様の撮影角度・範囲等で撮

影することが望ましい。 

点検項目 点検事項を示す。 

変状の規模 

（長さ、幅、高さ） 

計測は、幅、長さ、高さの３方向を基本とし、変状の種類

や規模に応じて適切に記載する。 

評価 変状に対する個別評価を記載する。 

状況等 

（特記事項） 
その他特記事項を記載する。 
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図 1-10 点検結果の記録様式 

 

 
図 1-11 RiMaDIS への記録例（Webシステム版） 

 

位置

写真

点検項目

変状の規模
（長さ、幅、高さ）

評価

状況等
（特記事項）

最新の状況

位置図
現場写真
・代表写真
・その他写真

記録の詳細情報
※図は堤防点検の場合を示す。

位置情報

過去記録

位置図・写真
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1.5. 点検記録を作成する上で必要な情報 
 

点検で取得する情報を使用し、点検記録を作成する。ドローンを活用する場合、写真撮

影が基本となるが、ドローンで取得した斜め写真のみでは、正確な位置や変状規模の計測

が実施できない。 

そこで、ドローンで取得したデータを用いて、後述する点検図を作成し、ドローンを活

用した点検を実施する。 
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1.6. 使用する点検図 
 

点検では、河川管理施設ごとの治水機能について、異常や変化などを発見・観察・計測

等する必要がある。そのため、現地の状況や変状箇所を視覚的かつ定量的に把握するため

に取得したデータを加工し、点検に活用できる点検図を作成する。対象となる変状を設定

したのち、使用する点検図を設定する。作成可能な点検図の作成例を以下に示す。 

 

表 1-4 点検図作成例（低水路河岸：コンクリートおよび矢板護岸） 

使用データ データの整理例 概要 

静止画データ 

斜め写真 

 

撮影した写真の生データ。遠景の様子

等の記録が可能。RiMaDIS に登録する

際の基本データとなる。 

オルソ画像 

 

写真データよりオルソ化する。位置と

寸法が評価できる。 

点群データ 

断面図 

 

点群から測線で断面作成。断面上の形

状変化が把握可能。 

標高段彩図 

 

点群から標高で色分け。 

高さの変化を面的に確認することが

可能。 

連続標高図 

 

点群から一定間隔で色分け構造物に

おける形状の一様性を確認すること

が可能。 

傾斜解析図 

 

点群から傾斜角の解析。形状の一様

性を確認することが可能。 

地形解析図 

 

点群から地形変化を強調。局所的な

形状変化を確認することが可能。 
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1.6.1. 静止画データより作成する点検図 
 

静止画データより作成する点検図は、オルソ画像となる。オルソ画像の概要を以下に

示す。 

 

(1) 斜め写真 

撮影した写真の生データ。おおよその位置を把握することができる。RiMaDIS に登録

する際の基本データとなる。 

 

 
図 1-12 斜め写真の例 

 

(2) オルソ画像 

カメラによって取得した画像を用いて、オルソ画像を作成する。オルソ画像では対象

物の位置と寸法が把握できる。 

 

  
出典）電子国土基本図（オルソ画像） | 国土地理院 

https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40001.html 
図 1-13 オルソ画像の作成イメージ 

 

 
図 1-14 SfM 処理によるオルソ画像作成イメージ  

SfM処理 オルソ画像

https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40001.html
https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40001.html
https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40001.html
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1.6.2. 点群データより作成する点検図 
 

点群データより作成する点検図には、主に以下の５つとなる。各点検図の概要を以下

に示す。 

 

① 断面図 

② 標高段彩図 

③ 連続標高図 

④ 傾斜解析図 

⑤ 地形解析図 

 

 
図 1-15 点群データを使用した点検図の作成イメージ 

 

(1) 断面図 

点群から測線上のデータを切り出して作成した断面図。測線上の断面形状変化を把握

することが可能となる。 

 

 
図 1-16 断面図の作成イメージ 
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(2) 標高段彩図 

点群から標高で色分けし、高さの変化を面的に把握することが可能となる。 

 

 
図 1-17 標高段彩図の作成イメージ 

 

(3) 連続標高図 

点群から標高を一定間隔で色分けし、構造物における形状の一様性を把握することが

可能となる。 

 

 
図 1-18 連続標高図の作成イメージ 

 

(4) 傾斜解析図 

点群から傾斜角の解析形状の一様性を把握することが可能となる。 

 

 
図 1-19 傾斜解析図の作成イメージ 
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(5) 地形解析図 

点群から地形変化を強調することで、局所的な形状変化を把握することが可能とな

る。 

 

 
図 1-20 地形解析図の作成イメージ 
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1.7. 使用するセンサー 
 

使用するセンサーは下表を基本とする。ドローンにより取得されるデータは以下のよう

に分類される。センサー毎の出力データが異なるため、取り扱うデータも異なる。各セン

サーで取得可能なデータ例を以下に示し、各センサーで取得したデータの処理例を次頁以

降に示す。 

 

表 1-5 各センサーで取得可能なデータ例 

センサー 処理項目 出力データ ファイル形式 

高解像度カメラ ① SfM処理 1 

点群データ 

斜め写真 

オルソ画像 

LAS 

jpg/jgw 

tif/tfw 

オブリークカメラ ① SfM処理 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

tif/tfw 

近赤外レーザ 

① 最適軌跡解析 
② 点群生成 
③ フィルタリング 
④ 地形表現 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

tif/tfw 

グリーンレーザ 

① 最適軌跡解析 
② 点群生成 
③ 水面補正処理 
④ フィルタリング 
⑤ 地形表現 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

tif/tfw 

 
  

 
1 SfM(Structure from Motion)は、は、ドローンやカメラで撮影した複数の画像から 3 次元構造

を復元する技術。 
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(1) 処理項目 

各センサーで取得したデータを点検図として出力するために必要な処理の概要を以下

に示す。 

 

1) SfM 処理 

複数の画像からカメラの位置や姿勢、対象物の三次元形状を推定し、点群や三次元デ

ータを生成する。オルソ画像は、SfM 処理によって得られた三次元データを基準に、複

数の画像を幾何補正して統合し、真上から見た一枚の正射投影画像へと変換し作成す

る。 

なお、SfM により生成される点群データは画像マッチングに基づく推定結果であるた

め、GCP（標定点）の有無や配置、GNSS・IMU の精度、撮影条件（オーバーラップ率・撮

影高度・光条件等）によって位置精度が大きく左右される点に留意が必要である。 

 

 
図 1-21 オブリークカメラにおける SfM 処理イメージ 
（左：オブリークカメラの撮影方向 右：SfM 処理） 

 

 
図 1-22 SfM 処理にて生成した点群データ 

（左：カラー点群 右：標高段彩点群） 
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2) 最適軌跡解析 

ドローンのような移動体において、GNSS データの取得間隔の 1 秒では、正確な飛行軌

跡の位置情報を得ることができないため、IMUデータを使用し、GNSSデータの位置情報

を補間して、正確な飛行軌跡を算出する。 

 

 
図 1-23 最適軌跡解析のイメージ図 

 

3) 水面補正 

本処理は、グリーンレーザ計測のみに実施する処理であり、レーザ光は水部に進入す

る際に屈折するため、河床や水底護岸位置を正確に再現するためにはレーザ光の屈折の

影響を考慮する必要がある。そのため、水面下のデータは、水面より高さの低い点群に

対して、水面補正計算処理を実施する。 

 

 
図 1-24 水面補正計算処理 
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4) 点群生成 

最適軌跡解析により得られた飛行軌跡を基準に、レーザスキャナで測距した座標を点

群データとして出力する。 

 

5) フィルタリング 

点群生成によって得られた点群データから、レーザ光が霧や大気中の塵に反射するこ

とで生じるノイズや、地形表現に不要な構造物・植生・水面（グリーンレーザのみ）な

どを、3D CAD を用いて除去し、地表のみを表現するグラウンドデータを作成する。 

 

 
図 1-25 ノイズ除去処理 

 
図 1-26 フィルタリング処理 
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6) 地形表現 

フィルタリングによって生成されたグラウンドデータを、GIS ソフトウェア上で各点

の標高値を利用し、数値標高データとしてラスタ化する。その後、作成した数値標高デ

ータを基に画像解析を行い、各種点検図を作成する。 

 

表 1-6 各種点検図（はらみ出しの例） 

① 断面図 ② 標高段彩図 

 
 

③ 連続標高図 ④ 傾斜解析図 

  

⑤ 地形表現図  
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(2) 出力データ 

7) 高解像度カメラ 

点群から測線上のデータを切り出して作成した断面図。測線上の断面形状変化を把握

することが可能となる。 

 

 
図 1-27 高解像度カメラで取得可能な画像例（亀裂：地上解像度 2.0cm） 

 

8) オブリークカメラ 

点群から標高で色分けし、高さの変化を面的に把握することが可能となる。 

 

 
出典）航空写真測量で 2次元、3次元データを作成 | 株式会社パスコ 

https://www.pasco.co.jp/biz/tech/aerial-survey/ 

図 1-28 オブリークカメラの撮影イメージ 

 

 
図 1-29 オブリークカメラで取得可能な画像例 

（左：地上からの写真、右：取得した点群データより作成した断面図）  

L=4.16m

幅2.0cmの亀裂を捉えることが可能

地上からの写真 断面図
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9) 近赤外レーザ 

点群から標高を一定間隔で色分けし、構造物における形状の一様性を把握することが

可能となる。 

 

 
図 1-30 近赤外レーザで取得可能な点群データ例 

（左：地上からの写真、右：取得した点群データより作成した断面図） 

 

10) グリーンレーザ 

グリーンレーザでは、レーザを用いて河岸から河床までの水面下を含む形状を一体的

に捉えられるため、砂州の発達等土砂の堆積による河道断面の阻害を評価することが可

能となる。なお、グリーンレーザを使用した点検は追加的な項目であり、高度化には寄

与するが、他の項目と比べて既存業務の効率化を目的としたものではない点に留意が必

要である。 

 

 
図 1-31 グリーンレーザで取得可能な点群データ例（点密度 400点/m2） 

 

 

  

地上からの写真

断面図

オルソ画像

グリーンレーザ

樹木・植生地表 水面
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第2章 堤防点検 
 

定期的に実施する点検のうち、堤防点検においてドローンを活用し、堤防等の河川管理施設

が所要の機能を確保していることを確認するため、ドローンを活用した点検計画の作成方法を

示す。 

 

2.1. 点検計画の作成 
 

ドローンを活用した点検計画を作成するために、以下の項目を設定する。このとき、ド

ローン航路が設定された空間においてドローン航路を活用することで、２）３）４）５）

６）８）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的には、「ドローン航

路運航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

 

 
図 2-1 ドローンを活用した点検計画の作成手順 

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

４）ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

５）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

３）使用センサー・機体の選定 

 点検の目的や対象に応じた機体およびセンサーを選定する。 

６）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

７）飛行計画の作成 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目

的、飛行日時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。 

８）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 

２）現地状況の確認（事前調査） 

 現地状況を確認（事前調査）する。 
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2.1.1. ドローンを活用した点検の対象項目 
 

堤防の点検項目（変状種別）と点検結果評価区分の判定目安は、「堤防等河川管理施設

及び河道の点検・評価要領 1」に記載されているが、これら全ての項目がドローンで確認

できるものではない。そのため、ドローンで把握が可能な点検対象を、この手引きを参

考に対象項目を選定したうえで、点検計画を作成する必要がある。 

また、地上からの確認では把握が困難、または多大な労力を要する事象について、ド

ローンを活用することで高度化・効率化が図れる事例を p.26～29 に示す。 

 

  

 
1 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保

全局 河川環境課 河川保全企画室）」 
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表 2-1  ドローンを活用した点検の対象項目（堤防点検）（1/2） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

  

[1] 亀裂
・表面の形状色調
・被覆物の状況

・オルソ画像 ・高解像度カメラ 1cm以下

[2] 陥没や不陸 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続表構図

・近赤外レーザ 200点/m2以上

[3] 法崩れ ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続表構図

・近赤外レーザ 200点/m2以上

[4] 沈下 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・近赤外レーザ
・オブリークカメラ

200点/m2以上

[5] 堤脚保護工の変形
・表面の形状色調
・被覆物の状況

・オルソ画像 ・高解像度カメラ 3cm以下

[6] はらみ出し ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続表構図

・近赤外レーザ 200点/m2以上

[7] 寺勾配 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続表構図

・近赤外レーザ 200点/m2以上

[8] モグラ等の小動物の穴 ・鉛直方向の変化

・オルソ画像
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・高解像度カメラ
・近赤外レーザ
・オブリークカメラ

3cm以下、200点/m2以上

[9] 排水不良
・表面の形状色調
・被覆物の状況

・オルソ画像 ・高解像度カメラ 3cm以下

[10] 樹木の侵入 ・生え際の確認

[11] 侵食（ガリ）・植生異常
・被覆物の状況
・鉛直方向の変化

・オルソ画像
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・高解像度カメラ
・近赤外レーザ

3cm以下、200点/m2以上

[12] 漏水・噴砂
・表面の形状色調
・被覆物の状況

・オルソ画像 ・高解像度カメラ 3cm以下

[13] 護岸・被覆工の破損
・表面形状
・形状変化

・オルソ画像
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・高解像度カメラ
・グリーンレーザ
・オブリークカメラ

2cm以下、200点/m2以上

[14] はらみ出し ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

[15] 基礎部の洗掘 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

[16] 端部の侵食 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

土堤

護岸

推奨する点検図 推奨解像度・点密度点検内容項目 推奨センサー
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表 2-2  ドローンを活用した点検の対象項目（堤防点検）（2/2） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

  

[17] 本体の破損 ・表面の形状 ・オルソ画像 ・高解像度カメラ 1cm以下

[18] 接合部の変形、破断 ・表面の形状 ・オルソ画像 ・高解像度カメラ 2cm以下

[19] 鋼矢板の変形、はらみ出し、破損 ・側面の形状
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・オブリークカメラ 200点/m2以上

[20]
鋼矢板の腐食
（サビ、孔、肉厚の減少）

・側面の表面状況

[21] 鋼矢板継手部の開き、欠損 ・側面の表面状況

[22] 背後地盤の沈下、陥没 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

[23] 笠コンクリートの変形、破損 ・表面の状況 ・オルソ画像 ・高解像度カメラ 2cm以下

推奨する点検図 推奨解像度・点密度点検内容

鋼矢板護岸

項目

高潮堤防・特殊堤本体

推奨センサー
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(1) 植生異常（表土の異常） 

オルソ画像を用いることで、地上からの目視点検では植生繁茂によって発見や計測が

困難な裸地化の範囲を一括で確認することができ、地上より正確な範囲で記録すること

が可能となる。 

 

 

 
図 2-2 ドローンによる植生異常の確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

 

(2) モグラ等の小動物の穴 

オルソ画像を用いることで、地上からの目視点検では植生繁茂によって発見や計測が

困難なモグラ穴の範囲を一括で確認することができ、地上より正確な範囲で記録するこ

とが可能となる。 

 

 

 
図 2-3 ドローンによるモグラ等の小動物の穴の確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

 

20.5m

4.1m ドローン取得データ
（高解像度カメラ：オルソ画像）

裸地化

ドローン取得データ
（高解像度カメラ：オルソ画像）

109m

3.9m

ドローン取得データ
（オルソ画像の拡大図）

多数のモグラ塚
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(3) 鋼矢板の変形 

オブリークカメラを使用することで、鋼矢板護岸のような直壁の変形状況を確認する

ことができ、地上から確認困難な変状に対して、規模を定量的に記録することが可能と

なる。特に、船では接近できないような浅水域において、ドローンを活用した点検は有

効である。 

 

 

 
図 2-4 ドローンによる鋼矢板護岸の変形の確認例（点群データ） 

 

 

 
図 2-5 ドローンによる鋼矢板の確認例 

（上：ドローンによる斜め写真、下：地上からの確認結果） 

 

0.33m

0.44m

0.75m

0.44m

ドローン取得データ
（オブリークカメラ：地形表現図）

5m

鋼矢板本体

0.13m

A B

B

A

断面位置

ドローン取得データ
（オブリークカメラ：断面図）

石状物が付着

斜め写真からでは、
変形規模が判断できない。

地上からは対岸からしか
確認できず、変状を発見しにくい
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(4) 法崩れ 

近赤外線レーザを搭載したドローンを活用することで、低草が繁茂している状態であ

っても、植生下にあるの法崩れを発見および評価することが可能であるため、低草が繁

茂して地上からは変状を確認できない時期にも一部の変状は有効である。 

 

 

 
図 2-6 ドローンによる法崩れの確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

  

ドローン取得データ
（近赤外線レーザ：地形表現図）

ドローン取得データ
（高解像度カメラ：オルソ画像）

28.5m

6.1m
6.7m

植生下の法崩れが確認可能
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(5) 基礎部の洗掘 

河岸際や河道内では、地上からの評価が困難であった洗掘や河岸侵食の状況を定量的

に記録することができる。また、グリーンレーザを搭載したドローンを活用すること

で、水域を含む範囲の変状進行を評価でき、護岸の点検の高度化にも寄与する。 

さらに、低水護岸や根固めは接近が困難、危険、堤防から遠いなどの理由で点検作業

に時間を要するが、ドローンの活用により効率化が可能となる。 

 

 

 
図 2-7 ドローンによる基礎部の洗掘の確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

  

7.2m

ドローン取得データ
（高解像度カメラ：オルソ画像）

ドローン取得データ
（グリーンレーザ：地形表現図）

2.2m

12.3m

7.1m

根固めの沈下が
水域まで及んでいる
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2.1.2. 使用センサー・機体の選定 
 

使用する機体やセンサーによって最適な飛行経路は異なる。そのため、具体的な飛行

経路を設定する際には、まず点検の目的や対象に応じて適切な機体およびセンサーを選

定する必要がある。目的や点検対象ごとのセンサーおよび機体の選定例について以下に

示す。 

 

(1) 使用センサー 

使用するセンサーは下表を基本とする。ドローンにより取得されるデータは以下のよ

うに分類される。センサー毎の出力データが異なるため、取り扱うデータも異なる。各

センサーで取得可能なデータ例を以下に示す。 

 

表 2-3 各センサーで取得可能なデータ例（再掲） 

センサー 処理項目 出力データ 
ファイル

形式 

高解像度カメラ ① SfM処理 
オルソ画像 

点群データ 

tif/tfw 

LAS 

オブリークカメラ ① SfM処理 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

近赤外レーザ 

① 最適軌跡解析 
② 点群生成 
③ フィルタリング 
④ 地形表現 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

tif/tfw 

グリーンレーザ 

① 最適軌跡解析 
② 点群生成 
③ 水面補正処理 
④ フィルタリング 
⑤ 地形表現 

点群データ 
断面図 
標高段彩図 
地形表現図等 

LAS 

tif/tfw 

 

(2) 使用機体 

設定した飛行経路を安全かつ確実に飛行できる機体を選定する。 
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2.1.3. 現地状況の確認（事前調査） 
 

選定したセンサーおよび機体条件に基づき、以下の項目について現地状況を確認（事

前調査）する。 

 

 
 

１）飛行禁止空域の確認 

 ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域を確認する。 

 

２）支障物（横断工作物）の確認 

 飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置

関係を事前に把握する。 

 

３）占用情報・一時使用届の確認 

 第三者上空の飛行を避けるため、ドローン飛行箇における河川敷地占用に関

する情報や直近の一時使用の状況を確認する。 

 

４）落下分散距離の算出 

 選定した機体メーカーからの仕様に基づき、落下分散範囲を算出する。 
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1) 飛行禁止空域の確認 

ドローンの飛行が法令や条例により禁止されている空域が存在するため、ドローンを

活用した点検予定箇所が該当していないか事前に確認する必要がある。国土交通省が公

開している「ドローン情報基盤システム 2.0（DIPS2.0） 1」において、条例による指定を

除いた飛行禁止空域が確認できる。 

なお、飛行禁止空域であっても、所定の許可申請等を行うことで条件付飛行が認めら

れる場合があるため、必要に応じて所管部局への適切な手続きを実施する。 

 

表 2-4 飛行禁止空域例 

関連法令等 飛行禁止空域 

航空法 

地表面または水面から 150m 以上 

空港等の周辺 

人口集中地区（DID） 

緊急用務空域 

有人機離発着エリア 

試験飛行届出エリア 

リモート ID特定区域 

小型無人機等 

飛行禁止法 

重要施設の上空（レッドゾーン） 

重要施設の上空の周囲概ね 300m の周辺地域の

上空（イエローゾーン） 

条例 各地方公共団体が条例に定めた特定の場所 

 

2) 支障物（横断工作物）の確認 

飛行の障害となる横断工作物（道路橋、鉄道橋、水道橋、高圧電線等）の位置関係を

事前に把握することが重要である。これらの構造物はドローンの飛行に支障をきたす可

能性があるため、飛行経路の設定にあたっては、十分な離隔を確保した安全な計画を作

成する必要がある。 

支障物の高さについては、まず図面・台帳等の資料により事前確認を行い、資料で確

認できない場合には、管理者への照会により把握することとする。さらに、管理者への

照会でも把握が困難な場合は、安全側に配慮した余裕のある飛行計画を作成すること。 

なお、構造物との離隔については、管理者の許可を得たうえで特定飛行の申請を行

い、かつ飛行計画上、十分な安全距離が確保されていると認められる場合には、飛行に

支障はないものとする。 

なお、飛行対象箇所に猛禽類の営巣地等が存在する場合は、ドローンと鳥類との衝突

を回避する必要があるため、飛行可能空間の設定にあたっては、生態環境への配慮を含

めて検討を行うこと。 

 

3) 占用情報・一時使用届の確認 

レベル 1 及びレベル 2飛行では、立入管理措置 を実施すれば第三者利用が多い範囲で

も飛行可能なため、その範囲把握のためにも同様の情報確認が重要となる。 

一方、レベル 3.5 飛行では、第三者上空を避けるため、ドローン飛行場所の河川敷地

占用情報や一時使用状況、高さ情報（送電線など）、通信環境を確認し、河川利用者や周

辺状況を把握する必要がある。また、近隣で工事が行われている場合は、工事用無線機

器による通信干渉の可能性もあるため、周辺の通信環境の把握も重要となる。 

  

 
1 「ドローン情報基盤システム 2.0」（https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/） 

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
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4) 落下分散範囲の設定 

選定した機体メーカーで定めている各機体の落下分散モデル等に基づき、落下分散範

囲を算出する。落下分散範囲の設定例を以下に示す。 

なお、落下分散範囲を算出する際には、以下の要素を考慮する必要がある。 

 

表 2-5 落下分散範囲を算出する際に考慮する要素例 

要素 内容 

対地高度 
ドローンの対地高度が高いほど、落下分散範囲は広

くなる傾向がある。 

飛行速度 速度が速いほど、落下分散範囲は広がる。 

風速 
風が強いほど、ドローンは風下側に流されるため、

落下分散範囲は風下側に広がる。 

GPS の精度誤差 
GPS の誤差により、ドローンの実際の位置と計算上の

位置にずれが生じ、落下分散範囲に影響する。 

緊急動作の作動時間 

ドローンが異常を検知してから緊急動作（モーター

の停止など）を開始するまでの時間も、落下分散範

囲に影響する。 

 

具体例として、ある機体メーカーの落下分散範囲の考え方が以下の式で与えられてい

る場合の対地高度と落下分散範囲の関係を図 2-9 に示す。この場合、対地高度や機体速

度と落下分散範囲はトレードオフの関係となるため、対地高度や機体速度を制限するこ

とにより、落下分散範囲を狭くすることが可能となる。なお、この場合、機体速度

12.5m/s（45km/h）、風速 5m/s、対地高度 40m とした際の落下分散範囲は約 50m となる。 

 

𝑠𝑠 = (𝑣𝑣 + 𝑤𝑤)�
2ℎ
𝑔𝑔
 

 

s :落下分散範囲(m) 

v :機体速度(m/s) 

w :風速(m/s) 

h :対地高度(m) 

g :重力加速度(m/s2) 

 

 

 
図 2-9 対地高度と落下分散範囲の算出例  

15km/h 30km/h 45km/h
10m 13.1m 19.0m 25.0m
20m 18.5m 26.9m 35.4m
30m 22.7m 33.0m 43.3m
40m 26.2m 38.1m 50.0m
50m 29.3m 42.6m 55.9m
60m 32.1m 46.7m 61.2m
70m 34.6m 50.4m 66.1m
80m 37.0m 53.9m 70.7m
90m 39.3m 57.1m 75.0m

100m 41.4m 60.2m 79.1m
110m 43.4m 63.2m 82.9m
120m 45.4m 66.0m 86.6m
130m 47.2m 68.7m 90.1m
140m 49.0m 71.3m 93.5m
150m 50.7m 73.8m 96.8m
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落下分散範囲s (m)

図 2-8 落下分散範囲のイメージ 
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2.1.4. ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 
 

レベル 3.5飛行の場合、立入管理措置を実施しないため、第三者が立ち入らない空間

をドローンが飛行可能な空間として設定する必要がある。前項で確認した飛行禁止空

域、支障物、占用情報および算出した落下分散範囲より、ドローンが飛行可能な空間を

設定する。 

なお、２号地などの堤防上空のように、第三者が立ち入る可能性が高い範囲でレベル

3.5 飛行を実施する際には立入管理措置を実施する必要がある。 

 

 
図 2-10 第三者が存在する可能性が低い範囲からドローン飛行可能空間を設定する方法 

  

第三者が立ち入る可能性が低い範囲

第三者が立ち入る可能性が低い範囲

対地高度150m

ドローン飛行可能空間

ドローン飛行可能空間は以下より設定する。
・各機体の落下分散モデル
・運航条件（速度、風速）
・飛行禁止空域
・支障物件

③ドローン飛行可能空間の設定

②第三者が立ち入る可能性が低い範囲の設定

※占用情報・一時使用届により設定

飛行禁止空域、支障物のない河川区域

①飛行禁止空域、支障物箇所の確認

河川区域

落下分散範囲
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2.1.5. 飛行経路の設定 
 

飛行経路を以下の手順で設定する。レベル 3.5 飛行の場合は前項で設定したドローン

飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

データの取得条件（解像度・点密度）により、飛行高度、速度および飛行経路が決ま

るため、最初にデータ取得条件（解像度・点密度）を設定する。 

 

 
図 2-11 飛行経路の設定フロー図 

 

(1) データ取得条件の設定 

取得するデータは、画像と点群データの２種類となる。画像は高解像度カメラやオブ

リークカメラで取得し、点群データは近赤外レーザやグリーンレーザで取得する。 

 

1) 高解像度カメラ 

取得するデータは画像となるため、画像の解像度を設定する。点検対象となる変状種

別ごとに必要な解像度を以下に示す。 

要監視段階（b 評価）の変状箇所において、特定の変状が連続的に多発している場合

は、対象とする変状を限定し、以下に示す推奨解像度を考慮した飛行方法・撮影方法を

計画することを推奨する。また、使用するセンサーや解像度が異なる多様な変状を一定

区間で確認する場合は、解像度を高めて（例：1cm 以下）データを取得することを検討

する。なお、対象に応じた計測を行わない場合は、現時点で普及しているセンサーの最

大スペックでの計測を想定している。 

 

表 2-6 変状種別ごとの推奨解像度 

点検対象 変状種別 推奨解像度 

土堤 [1]亀裂 1cm 以下 

[5]堤脚保護工の破損 3cm 以下 

[8]モグラ等の小動物の穴 3cm 以下 

[9]排水不良 3cm 以下 

[11]侵食（ガリ）・植生異常 3cm 以下 

[12]漏水・噴砂 3cm 以下 

護岸 [13]護岸・被覆工の破損 2cm 以下 

特殊堤、高潮堤防 [17]本体の破損 1cm 以下 

[18]接合部の変形、破損 3cm 以下 

鋼矢板護岸 [23]笠コンクリートの変形、破損 2cm 以下 

  

（１）データ取得条件の設定 

 解像度および点密度を設定する。 

（２）飛行高度・速度の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を設定す

る。 

（３）飛行経路本数の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を踏まえ、

飛行経路の本数を設定する。 
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2) オブリークカメラ・近赤外レーザ・グリーンレーザ 

取得するデータは点群データとなるため、点群データの点密度を設定する。点検対象

となる変状種別ごとに必要な解像度を以下に示す。 

 

表 2-7 変状種別ごとの推奨解像度 

点検対象 変状種別 推奨点密度 

土堤 [2]陥没や不陸 200 点/m2以上 

[3]法崩れ 200 点/m2以上 

[4]沈下 200 点/m2以上 

[6]はらみ出し 200 点/m2以上 

[7]寺勾配 200 点/m2以上 

[8]モグラ等の小動物の穴 200 点/m2以上 

[11]侵食（ガリ）・植生異常 200 点/m2以上 

護岸 [13]護岸・被覆工の破損 200 点/m2以上 

[14]はらみ出し 200 点/m2以上 

[15]基礎部の洗掘 200 点/m2以上 

[16]端部の侵食 200 点/m2以上 

鋼矢板護岸 [22]背後地盤の沈下、陥没 200 点/m2以上 
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(2) 飛行高度・速度の設定 

データ取得条件（解像度・点密度）を満たすように飛行高度、速度を設定する。 

 

1) 高解像度カメラ・オブリークカメラ 

対地高度は低いほうが地上解像度（GSD）が高くなるため、より対象物の検知が容易に

なる。一方、対地高度を高くすると、広い画角で撮影が可能となるため、飛行回数が少

なくなる。このように、対地高度と地上解像度（GSD）はトレードオフの関係にある。 

そのため、必要な解像度を得ることができる対地高度を設定する。 

なお、対地高度とカメラ俯角から地上解像度と画像横方向の画角を算出する例を以下

に示す。 

 

𝑊𝑊 =
𝐿𝐿 × 𝑤𝑤
𝑓𝑓

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝐿𝐿 × 𝑤𝑤
𝑓𝑓 × 𝐼𝐼

 

 

GSD :地上解像度(cm/pixel) 

L :被写体距離(m) 

w :横方向のセンサーサイズ(mm) 

W :横方向の画角(m) 

F :焦点距離(mm) 

I :画像サイズ(pixel) 

 

 
図 2-12 横方向の画角と地上解像度の算出方法 

 

 

参考として、フルサイズセンサー（縦 24mm×横

36mm）、焦点距離 24mm のカメラで画像解像度 8Kの静止

画を撮影した場合の横方向の画角と地上解像度（GSD）

をに示す。 

 

例：高度 100m で飛行した場合の横方向画角は約

150m、地上解像度は 20mm 

 

  

焦点距離：f 被写体距離：L

W
w

センサー

画角

レンズ（開口部）I:画像サイズ

（横） （縦）
10 15m 10m 2mm
20 30m 20m 4mm
30 45m 30m 6mm
40 60m 40m 8mm
50 75m 50m 10mm
60 90m 60m 12mm
70 105m 70m 14mm
80 120m 80m 16mm
90 135m 90m 18mm

100 150m 100m 20mm
110 165m 110m 21mm
120 180m 120m 23mm
130 195m 130m 25mm
140 210m 140m 27mm
150 225m 150m 29mm

GSD

高
度

(
m
)

画角

表 2-8 高度に応じた画角と 

地上解像度の対応表 
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2) 近赤外レーザ・グリーンレーザ 

飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の点間隔が広くなる。（点密度が

疎）。一方、飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の照射幅が広くなる。 

また、飛行速度が速くなると、秒間における照射ライン数が一定なため、地上の点間

隔が広くなる。（点密度が疎） 

そのため、飛行高度を低くし、飛行速度を遅くすると、レーザ点が多く取得できる

が、時間効率が悪くなる。レーザスキャナの照射スペックから、点検評価に必要となる

点密度の取得が可能となる、最低限の高度と速度に設定する必要がある。 

 

 
図 2-13 飛行高度の考え方 

 

 
図 2-14 飛行速度の考え方 

 

  

飛行高度：低い

飛行高度：高い

照射幅：狭い 照射幅：広い

点間隔：密 点間隔：疎

点間隔：密 点間隔：疎

飛行速度：遅い 飛行速度：速い
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(3) 飛行経路本数の設定 

飛行経路の本数は静止画を取得する場合はラップ率、点群データを取得する場合は必

要な点密度が満足するように設定する。 

 

1) 高解像度カメラ・オブリークカメラ 

飛行経路の本数は、前述した飛行高度と速度の設定を踏まえて、以下の推奨するラッ

プ率を満足するように設定する。 

また、飛行経路には、堤防などの線構造物、樋門・樋管などの点構造物、堰・床止め

などの横断構造物があるが、対象範囲に応じて最適な飛行経路を設定すること（例：堤

防を対象とする場合は折り返しが少なくなるように縦断方向に飛行させる等）。 

 

表 2-9 推奨する撮影条件 

項目 撮影条件 
オーバーラップ率 80％ 
サイドラップ率 60％ 

 

 
図 2-15 オーバーラップ率、サイドラップ率のイメージ 

 

  
図 2-16 飛行方法例（左：高解像度カメラ、右：オブリークカメラ） 

  

オーバーラップ

サイドラップ

80%

60%

飛行コース

計測範囲

飛行コース

計測範囲
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2) 近赤外レーザ・グリーンレーザ 

飛行経路の本数は、前述した飛行高度と速度の設定を踏まえて、必要な点群密度が確

保できるように設定する。 

また、飛行経路には、堤防などの線構造物、樋門・樋管などの点構造物、堰・床止め

などの横断構造物があるが、対象範囲に応じて最適な飛行経路を設定すること（例：堤

防を対象とする場合は折り返しが少なくなるように縦断方向に飛行させる等）。 

 

  
図 2-17 飛行方法例（左：近赤外レーザ、右：グリーンレーザ） 

  

飛行コース

計測範囲

飛行コース

計測範囲
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2.1.6. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

 

(1) 飛行範囲の設定 

周辺の支障物を確認し、1 回の飛行範囲を決定する。 

 

(2) 離発着場の設定 

設定された飛行範囲内で、適切な離発着場を配置する。離発着場は、機体サイズに応

じて異なるが、3m×3m以上の面積（機体の 2～3 倍程度）を確保することが望ましく、

地表面が平坦で凹凸や傾斜の少ない以下の条件を満たす場所を選定する。 

なお、離発着場は、第三者が立ち入らない場所を基本とする。やむを得ず第三者が立

ち入る可能性がある場所を離発着場とする場合は、安全監視員（補助者）を設置し、第

三者の接近防止等の安全管理を徹底すること。 

 

＜離発着場の選定条件例＞ 

 第三者が立ち入らない（空き地等）。 

 地形が平坦で障害物が少ない。 

 通信が確保できる範囲。 

 近隣住民や周辺施設への影響が少ない。 

 バッテリー充電機能（ドローンドッグ・ドローンポート等）を有している。 

 

飛行経路によっては片道飛行となる場合もあるため、離陸場と着陸場を別々に設定す

ることも考えられる。 

また、長距離飛行では、バッテリーの消耗や GPS 信号喪失、制御不能などのリスクが

高まるため、緊急着陸場もあわせて選定し、万が一の自体に備える。 

また、離発着場は、通常の離発着に用いるものと、緊急時に利用する緊急着陸場に分

けられる。通常の離発着に用いる離発着場と緊急着陸場の設定例を以下に示す。 

 

表 2-10 離発着場および緊急着陸場の設定例 

種別 設定例 

離発着場 

 出張所／防災ステーション 

 河川管理用の広い空き地やグラウンド 

 河川管理用道路の待避所 

緊急着陸場 

 河川管理用の広い空き地やグラウンド 

 河川管理用道路の待避所 

 車両通行の少ない堤防天端 

 樋門・樋管等の管理スペース 
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(3) 実施体制（人員配置） 

レベル 1 飛行またはレベル 2 飛行を実施する際には、第三者が立ち入る可能性の高い

範囲では、安全監視員を配置し、立入管理措置を行う（図 2-18 参照）。 

また、レベル 3.5 飛行を想定する場合、基本的には補助者（安全監視員）の配置は不

要とする（図 2-21 参照）。ただし、離発着時に第三者の安全確保が確実に担保されてい

ない場合には、離発着場に安全監視員（補助者）を配置し、安全管理を徹底すること。 

なお、この場合の安全監視員（補助者）は、機体を回収する車両を運転する者と兼ね

ることができる。 

 

1) レベル 1 および 2 飛行の場合 

レベル１およびレベル２飛行の場合は、飛行禁止空域、支障物を避け、第三者の立入

りの可能性が高い箇所については安全監視員を配置し、立入管理措置を実施する。 

 

 
図 2-18 操縦者および補助者の配置イメージ（レベル 1 or 2） 

 

 
出典）カテゴリーⅡ（レベル３）飛行の許可・承認申請に関する説明会資料 

図 2-19 立入管理区画に第三者等が近づいた場合の措置例 

 

操縦者

立入制限措置

Ｈ 離発着場

点検対象範囲

安全監視員安全監視員

Ｈ
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出典）カテゴリーⅡ（レベル３）飛行の許可・承認申請に関する説明会資料 

図 2-20 第三者の定義 

 

2) レベル 3.5飛行の場合 

レベル 3.5飛行を想定する場合、基本的には安全監視員（補助者）の配置は不要とす

る（図 2-21）。ただし、離発着時に第三者の安全確保が確実に担保されていない場合に

は、離発着場に安全監視員（補助者）を配置し、安全管理を徹底すること。 

なお、この場合の安全監視員（補助者）は、機体を回収する車両を運転する者と兼ね

ることができる。 

 

 
図 2-21 操縦者および補助者の配置イメージ（レベル 3.5） 

 

  

Ｈ
操縦者

立入管理区画

Ｈ

Ｈ 離発着場

立入管理区画
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2.1.7. 飛行計画の作成 
 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目的、飛行日

時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。 

 

＜飛行計画記載事項例＞ 

① 飛行目的 

② 操縦者および班編成 

③ 使用する機体・センサー 

④ 飛行日時 

⑤ 飛行経路、要員配置計画および配置図 

⑥ 航空法対応（DIPS、承認許可申請、包括申請） 

⑦ 飛行経路周辺の関係機関との事前対応 

⑧ 連絡体制 

⑨ 安全管理 

⑩ 資格証明 

⑪ 機体保険証 
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2.1.8. 関係機関との調整 
 

レベル４飛行を除き、第三者の上空でドローンを飛行させることは原則として禁止さ

れている。そのため、作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行

い、第三者の上空を避けた安全な飛行経路を確保する必要がある。 

ドローンを活用した点検の実施箇所においては、河川利用者の実態、河川占用地の有

無、沿川住民の存在など、関係者の状況を把握したうえで、関係機関との調整を行うこ

とが重要となる。 

関係機関の例としては、表 2-11 に示すとおり、都道府県／市町村、警察署、橋梁管

理者、近隣施設（温泉施設、酪農農家など）、送電線管理者、野鳥の会、漁業組合、空

港・ヘリポート管理者、ラジコン愛好会、ハンググライダー利用者、近隣工事業者、水

面利用協議会などが挙げられる。 

なお、関係機関との調整は可能な限り実施することが望ましいが、関係機関が不明な

場合は、地域の測量協会等にヒアリングを行うことで、関係者の把握が容易となる場合

もある。 
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表 2-11 関係機関一覧 

関係機関 調整事項例 

都道府県／市町村 

 条例によるドローン規制の有無 

 地域イベントや住民活動との調整 

 災害時の飛行制限（防災訓練等） 

 占用施設利用者への周知依頼 

警察署 

 飛行経路が交通量の多い道路上空にかかる場合の安全対策 

 不審飛行と誤認されないよう事前通報 

 催し物上空飛行の可否（群衆上空） 

横断工作物の管理者 

 横断工作物への接近・撮影の可否 

 横断工作物が橋梁の場合の通行者（第三者）への安全配慮 

 橋梁点検等とのバッティング回避 

近隣の温泉施設 

 プライバシー保護（露天風呂など） 

 騒音・振動による利用者への影響 

 飛行時間帯の調整（混雑時間帯の回避） 

酪農農家 

 家畜への騒音・振動ストレス 

 飼育エリア上空の飛行制限 

 撮影内容の事前説明（営農活動の配慮） 

電力会社 

（送電線の管理者） 

 送電線への接近禁止距離の確認 

 電磁波による機体制御への影響 

 飛行経路の安全確認（鉄塔・架線） 

野鳥の会 

 鳥類の繁殖期・渡り時期の飛行制限 

 保護区域（特定野鳥生息地）の飛行禁止 

 鳥類への影響評価（騒音・接近） 

漁業組合 
 漁業活動（操業時間・場所）との調整 

 漁業者への事前周知 

近隣の空港・ヘリポート 

管理者 

 飛行空域が制限空域に該当するか確認 

 飛行時間帯の調整（離発着時間帯） 

 通信・位置情報の干渉リスク 

近隣工事業者 

 工事用重機（クレーン等）との空域重複の確認 

 工事作業員への事前周知・安全対策 

 工事の進捗や作業時間帯との調整 

 工事現場の騒音や粉じんによるドローン機体への影響確認 

ラジコン愛好会 

 同一空域での飛行重複の回避 

 周波数干渉の確認（FPVなど） 

 飛行スケジュールの共有 

ハンググライダー利用者 

 対地高度・空域の重複確認 

 飛行時間帯の調整 

 安全距離の確保（接近禁止） 

水面利用協議会 

 利用エリアの設定・共有 

 利用時期・時間帯の調整 

 情報共有・周知 
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2.1.9. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。各

システムの概要については、「河川巡視編 第 2章 平常時の河川巡視編」を参照するこ

と。 

 

2.2. 記録 
 

ドローンにより取得したデータを用いて点検記録を作成し、適切に保管・管理する方法

について以下に示す。 

 

2.2.1. 記録方法 
 

撮影した静止画、点群データおよび作成した点検図は、以下の情報とともに整理し、

点検記録として体系的に管理する。 

 

(1) 静止画 

撮影した静止画は以下の情報とともに整理し、点検記録として管理する。 

 

 撮影日時 

 撮影地点（GPS 座標または地名） 

 対地高度 

 解像度 

 撮影機体の識別情報（機体 ID、操縦者名） 

 撮影目的（出水期前点検など） 

 

(2) 点群データ 

取得した点群データは以下の情報とともに整理し、点検記録として管理する。 

 

 取得日時 

 取得地点（GPS 座標または地名） 

 対地高度 

 点密度 

 取得機体の識別情報（機体 ID、操縦者名） 

 取得目的（出水期前点検など） 
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2.2.2. データ保管・管理 
データの保管・管理方法について以下に示す。 

 

(1) 静止画 

取得した静止画を保管するデータ形式を表 2-12 に示す。 

また、データの整理・検索を容易するため、撮影日・地点・内容を踏まえてファイル

の命名規則を設定することが望ましい。ファイルの命名規則（例）を以下に示す。 

 

＜ファイルの命名規則（例）＞ 

YYYYMMDD_地点名_内容_箇所名_機体 ID.拡張子 

例：20250922_sendaigawa_levee_case01_uav01.tif 

（川内川での堤防点検としてのケース１のオルソ画像） 

 

表 2-12 データ形式 

データの種類 内容 推奨データ形式 

撮影動画 
飛行中に撮影した映像（河川施設、堤防、

周辺環境など） 
MP4（H.264/H.265） 

撮影静止画 点検箇所や異常箇所の記録写真 JPEG/PNG 

飛行ログ 
機体の飛行経路、対地高度、飛行速度、

バッテリー残量、GPS 情報など 
CSV/TEXT/JSON/KML/GPX 

メタデータ 
撮影日時、撮影地点（GPS座標）、操縦者、

機体 ID、撮影目的など 
CSV/Excel/JSON 

 

(2) 点群データ 

取得した点群データを保管するデータ形式を表 2-13 に示す。 

また、データの整理・検索を容易するため、撮影日・地点・内容を踏まえてファイル

の命名規則を設定することが望ましい。ファイルの命名規則（例）を以下に示す。 

 

＜ファイルの命名規則（例）＞ 

YYYYMMDD_地点名_内容_箇所名_機体 ID.拡張子 

例：20250922_sendaigawa_levee_case01_uav01.las 

（川内川での堤防点検としてのケース１の点群データ） 

 

表 2-13 データ形式 

データの種類 内容 推奨データ形式 

点群データ 

（オリジナルデータ） 

取得した点群データのオリジナルフ

ァイル 
LAS 

点群データ 

（グラウンドデータ） 

点群データのオリジナルファイルを

フィルタリング処理した地表のみを

表現した点群データ 

LAS 

飛行ログ 
機体の飛行経路、対地高度、飛行速

度、バッテリー残量、GPS 情報など 
CSV/TEXT/JSON/KML/GPX 

メタデータ 
撮影日時、撮影地点（GPS 座標）、操

縦者、機体 ID、撮影目的など 
CSV/Excel/JSON 
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2.3. 取得データの活用 
 

取得データを用いて点検図を作成し、点検結果の評価を実施する。 

 

2.3.1. 点検図の作成 
 

取得したデータ（画像・点群データ）を用いて点検図を作成する。点検で対象とする

変状の評価が可能な点検図を作成する。 

 

2.3.2. 変状の計測 
 

点検図により変状の計測を実施する。計測は、長さ（L）、幅（B）、深さ（H）の３方向

を基本とし、変状の種類や規模に応じて適切に計測を実施する。 

 

2.3.3. 点検結果の評価 
 

作成した点検図や変状の計測結果より、点検結果の評価を実施する。点検結果の評価

には、「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 1」に記載されている点検結果評

価区分の目安（章末参照）を参考とする。 

例えば、亀裂の評価では、点検図（オルソ画像）を用いて亀裂の長さ（L）、幅（B）を

計測することができるが、ドローン画像（オルソ画像・斜め画像等）で把握できるのは

主として平面的情報であるため、亀裂の長さ（L）・幅（B）の計測にとどまる場合があ

る。この場合、深さ（H）など、安全性の判断に不可欠な情報が不足することから、河川

管理者の判断により、必ず現地での詳細点検を実施して不足情報を補完すること。 

 

表 2-14 計測結果例 

内容 結果 

計測結果 

長さ 4.16m 

幅 0.04m 

深さ - 

評価 
b 

（要監視段階） 

 

 
図 2-22 亀裂の評価例 

  

 
1 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保

全局 河川環境課 河川保全企画室）」 

B＝0.04m

現地記録

L＝4.16m

解像度：1cm

点検図
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2.3.4. 点検記録の作成 
 

取得データを確認し点検記録を作成する。記録には、RiMaDIS（河川維持管理データベ

ースシステム）への登録に必要な情報を含めるものとする。また、必要に応じて、撮影

データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理する。メタ情報の作成例（CSV）

を表 2-15 に示す。 

 

表 2-15 メタ情報の作成例（CSV） 

 
 

2.3.5. 点検記録の登録 
 

点検結果は RiMaDIS に記録し、記録として管理する。RiMaDIS への登録例を図 2-23に

示す。 

 

 
図 2-23 RiMaDIS への記録例（Webシステム版） 

 

  

No ファイル名 撮影日時
対地高度

(m)
カメラ俯角

（°）
メモ

1 20250922_sendaigawa_patrol_route01_uav01.mp4 2025/9/22 70 45 河道内を高高度で撮影

2 20250922_sendaigawa_patrol_route02_uav01.mp4 2025/9/22 40 45 右岸河岸際を低高度で撮影

3 20250922_sendaigawa_patrol_route03_uav01.mp4 2025/9/22 40 45 左岸河岸際を低高度で撮影

最新の状況

位置図

現場写真・点検図

記録の詳細情報
※図は堤防点検の場合を示す。

位置情報

過去記録

位置図・写真

遠景写真
点検図

（オルソ画像）
点検図

（標高段彩図）

点検図
（微地形解析図）

点検図
（断面図）
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【土堤の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.17 
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【護岸の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.19  
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【鋼矢板護岸の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.21  
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【高潮堤防・特殊堤本体の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.24  
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第3章 河川構造物点検 
 

定期的に実施する点検のうち、河川構造物点検においてドローンを活用し、堤防等の河川管

理施設が所要の機能を確保していることを確認するため、ドローンを活用した点検計画の作成

方法を示す。 

 

3.1. 点検計画の作成 
ドローンを活用した点検計画を作成するために、以下の項目を設定する。このとき、す

でにドローン航路が設定された空間においてドローン航路を活用することで、２）３）

４）５）６）８）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的には、「ド

ローン航路運航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

 

 
図 3-1 ドローンを活用した点検計画の作成手順 

 

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

４）ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

５）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

３）使用センサー・機体の設定 

 点検の目的や対象に応じた機体およびセンサーを選定する。 

６）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

７）飛行計画の作成 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目

的、飛行日時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。 

８）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 

２）現地状況の確認（事前調査） 

 現地状況を確認（事前調査）する。 



 

【点検編】-56 

3.1.1. ドローンを活用した点検の対象項目 
 

堤防の点検項目（変状種別）と点検結果評価区分の判定目安は、堤防等河川管理施設

及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月）に記載されているが、これら全ての項目が

ドローンで確認できるものではない。そのため、ドローンで把握が可能な点検対象を、

この手引きを参考に対象項目を選定したうえで、点検計画を作成する必要がある。 

また、地上からの確認では把握が困難、または多大な労力を要する事象について、ド

ローンを活用することで高度化・効率化が図れる事例を p.58、59 に示す。 
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表 3-1  ドローンを活用した点検の対象項目（河川構造物点検） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

  

[1]
周辺堤防のクラック、緩み、
取付護岸のクラック

・表面の形状色調 ・オルソ画像 ・高解像度カメラ 1cm以下

[2] 函体底版下等の空洞化 ・鉛直方向の変化
・断面図
・連続標高図

・近赤外レーザ 200点/m2以上

[3] 函体等の破損
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[4] 継手の変形、破断
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[5] 門柱等の変形、破損
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[6] 函体内の土砂堆積
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[7] 函体の過大な沈下
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[1]
周辺堤防のクラック、緩み、
取付護岸のクラック

・表面の形状色調 ・オルソ画像 ・高解像度カメラ 1cm以下

[2]
堰柱、床版、胸壁、翼壁、
水叩き等の変形、破損

・表面の形状色調
・水叩き等の変形
破損

・オルソ画像
・断面図
・地形表現図

・高解像度カメラ
・グリーンレーザ

3cm以下、200点/m2以上

[3] 継手の変形、破断
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[4] 門柱等の変形、破損
・構造物の側面、
　　　　内部確認

[5] 水路内の土砂堆積 ・鉛直方向の変化 ・地形表現図 ・グリーンレーザ 200点/m2以上

[1]
水叩き、護床工等の変形、破壊、
上下流河床の洗掘

・鉛直方向の変化
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

[2] 床版、堰柱、門柱等の変形、破損
・表面の形状色調
・鉛直方向の変化

・オルソ画像
・地形表現図

・高解像度カメラ
・グリーンレーザ

3cm以下、200点/m2以上

[3] 魚道の変形、破損

・泡立った水路底
の
　　　高さ方向の
変化

[4]
河道内、本体上流部、閘門内、
魚道内の土砂堆積

・鉛直方向の変化
・地形表現図
・連続標高図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

樋門・樋管

水門

堰・床止め

項目 点検内容 推奨する点検図 推奨センサー 推奨解像度・点密度

構造物の内部を含むためドローン活用の対象外とする。

構造物の内部を含むためドローン活用の対象外とする。



 

【点検編】-58 

(1) 函体底版下等の空洞化（抜け上がり） 

近赤外線レーザを搭載したドローンを活用することで、地上で計測困難な沈下・抜け

上がり範囲を定量的に評価することが可能となる。 

 

 

 
図 3-2 ドローンによる沈下の確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

  

ドローン取得データ
（近赤外線レーザ：標高段彩図）

ドローン取得データ
（近赤外線レーザ：連続標高図）

【凡例】高さ方向に50cm間隔で色が周期的に変化

7.1m12.3m

周辺と比較して
約30cm～40cmの抜け上がり
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(2) 堰下流水叩きおよび護床工・根固め等の変形 

堰下流水叩きおよび護床工・根固め等の変形については、地上からは評価困難であっ

た洗掘の状況を定量的に記録することができる。グリーンレーザを搭載したドローンを

活用することで、水域を含また範囲の変状の進行性を評価することが可能となり、堰等

の点検の高度化に寄与する。 

 

 

 
図 3-3 ドローンによる床版の変形の確認例 

（上：ドローン取得データ、下：地上からの確認結果） 

 

  

ドローン取得データ
（グリーンレーザ：地形表現図）

ドローン取得データ
（グリーンレーザ：連続標高図）

5.7m

5.1m

6.3m

11.7m

深さ約1mの洗堀

【凡例】高さ方向に50cm間隔で色が周期的に変化
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3.1.2. 使用センサー・機体の選定 
 

使用する機体やセンサーによって最適な飛行経路は異なる。そのため、具体的な飛行

経路を設定する際には、まず点検の目的や対象に応じて適切な機体およびセンサーを選

定する必要がある。目的や点検対象ごとの機体およびセンサーの選定例については、「第

2 章 堤防点検」を参照すること。 

 

3.1.3. 現地状況の確認（事前調査） 
 

選定したセンサーおよび機体条件に基づき、以下の項目について現地状況を確認（事

前調査）する。現地状況の確認（事前調査）については、「第 2 章 堤防点検」を参照す

ること。 

 

3.1.4. ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 
 

レベル 3.5飛行の場合、立入管理措置を実施しないため、第三者が立ち入らない空間

をドローンが飛行可能な空間として設定する必要がある。前項で確認した飛行禁止空

域、支障物、占用情報および算出した落下分散範囲より、ドローンが飛行可能な空間を

設定する。ドローン飛行可能空間の設定については、「第 2 章 堤防点検」を参照するこ

と。 

 

3.1.5. 飛行経路の設定 
 

飛行経路を以下の手順で設定する。レベル 3.5 飛行の場合は前項で設定したドローン

飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

データの取得条件（解像度・点密度）により、飛行高度、速度および飛行経路が決ま

るため、最初にデータ取得条件（解像度・点密度）を設定する。 

 

 
図 3-4 飛行経路の設定フロー図 

 

(1) データ取得条件の設定 

取得するデータは、画像と点群データの２種類となる。画像は高解像度カメラやオブ

リークカメラで取得し、点群データは近赤外レーザやグリーンレーザで取得する。 

  

（１）データ取得条件の設定 

 解像度および点密度を設定する。 

（２）飛行高度・速度の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を設定す

る。 

（３）飛行経路本数の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を踏まえ、

飛行経路の本数を設定する。 
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1) 高解像度カメラ 

取得するデータは画像となるため、画像の解像度を設定する。点検対象となる変状種

別ごとに必要な解像度を以下に示す。 

要監視段階（b 評価）の変状箇所において、特定の変状が連続的に多発している場合

は、対象とする変状を限定し、以下に示す推奨解像度を考慮した飛行方法・撮影方法を

計画することを推奨する。また、使用するセンサーや解像度が異なる多様な変状を一定

区間で確認する場合は、解像度を高めて（例：1cm 以下）データを取得することを検討

する。なお、対象に応じた計測を行わない場合は、現時点で普及しているセンサーの最

大スペックでの計測を想定している。 

 

表 3-2 変状種別ごとの推奨解像度 

点検対象 変状種別 推奨解像度 

樋門・樋管 [1]周辺堤防のクラック、緩み、取

付護岸のクラック 
1cm 以下 

水門 [8]周辺堤防のクラック、緩み、取

付護岸のクラック 
1cm 以下 

[9]堰柱、床版、胸壁、翼壁、水叩

き等の変形、破損 
3cm 以下 

堰・床止め [15]床版、堰柱、門柱等の変形、

破損 
3cm 以下 

 

2) オブリークカメラ・近赤外レーザ・グリーンレーザ 

取得するデータは点群データとなるため、点群データの点密度を設定する。点検対象

となる変状種別ごとに必要な解像度を以下に示す。 

 

表 3-3 変状種別ごとの推奨解像度 

点検対象 変状種別 推奨点密度 

樋門・樋管 [2]函体底版下等の空洞化 200 点/m2以上 

水門 [9]堰柱、床版、胸壁、翼壁、水

叩き等の変形、破損 
200 点/m2以上 

[12]水路内の土砂堆積 200 点/m2以上 

堰・床止め [13]水叩き、護床工等の変形、破

壊、上下流河床の洗掘 
200 点/m2以上 

[14]床版、堰柱、門柱等の変形、

破損 
200 点/m2以上 

[16]河道内、本体上流部、閘門

内、魚道内の土砂堆積 
200 点/m2以上 
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(2) 飛行高度・速度の設定 

データ取得条件（解像度・点密度）を満たすように飛行高度、速度を設定する。 

 

1) 高解像度カメラ・オブリークカメラ 

対地高度は低いほうが地上解像度（GSD）が高くなるため、より対象物の検知が容易に

なる。一方、対地高度を高くすると、広い画角で撮影が可能となるため、飛行回数が少

なくなる。このように、対地高度と地上解像度（GSD）はトレードオフの関係にある。 

そのため、必要な解像度を得ることができる対地高度を設定する。対地高度とカメラ

俯角から地上解像度と画像横方向の画角を算出する例については、「第 2 章 堤防点検」

を参照すること。 

 

2) 近赤外レーザ・グリーンレーザ 

飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の点間隔が広くなる。（点密度が

疎）。一方、飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の照射幅が広くなる。 

また、飛行速度が速くなると、秒間における照射ライン数が一定なため、地上の点間

隔が広くなる。（点密度が疎）飛行高度と飛行速度の関係については、「第 2 章 堤防点

検」を参照すること。 

 

(3) 飛行経路本数の設定 

飛行経路の本数は静止画を取得する場合はラップ率、点群データを取得する場合は必

要な点密度が満足するように設定する。 

なお、河道の堰・床止め等の横断工作物を対象とする場合、河川縦断方向に飛行させ

ると飛行経路本数が多くなるため、横断方向に飛行経路を設定することも考えられる。

各センサーの飛行経路の設定の考え方については、「第 2章 堤防点検」を参照するこ

と。 

 

3.1.6. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路に必要な離発着場を設定する。離発着場の設定については、「第 2 章 

堤防点検」を参照すること。 

 

3.1.7. 飛行計画の作成 
 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目的、飛行日

時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。飛行計画の作成について

は、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 

 

3.1.8. 関係機関との調整 
 

関係機関との調整については、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 
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3.1.9. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。各

システムの概要については、「河川巡視編 第 2章 平常時の河川巡視編」を参照するこ

と。 

 

3.2. 記録 
 

ドローンにより取得したデータを用いて点検記録を作成し、適切に保管・管理する方法

について以下に示す。 

 

3.2.1. 記録方法 
 

撮影した静止画、点群データおよび作成した点検図の記録方法については、「第 2 章 

堤防点検」を参照すること。 

 

3.2.2. データ保管・管理 
 

データの保管・管理方法については、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 
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3.3. 取得データの活用 
 

取得データを用いて点検図を作成し、点検結果の評価を実施する。点検結果の評価につ

いては、AIによる機械学習により変状箇所を自動検出することも可能とする。 

 

3.3.1. 点検図の作成 
 

取得したデータ（画像・点群データ）を用いて点検図を作成する。点検で対象とする

変状の評価が可能な点検図を作成する。 

 

3.3.2. 変状の計測 
 

点検図により変状の計測を実施する。計測は、長さ（L）、幅（B）、深さ（H）の３方向

を基本とし、変状の種類や規模に応じて適切に計測を実施する。 

 

3.3.3. 点検結果の評価 
 

作成した点検図や変状の計測結果より、点検結果の評価を実施する。点検結果の評価

には、「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 1」に記載されている点検結果評

価区分の目安（章末参照）を参考とする。 

なお、ドローンで取得したデータのみでは、安全性の判断に不可欠な情報が不足する

場合は、河川管理者の判断により、必ず現地での詳細点検を実施して不足情報を補完す

ること。 

 

3.3.4. 点検記録の作成 
 

取得データを確認し点検記録を作成する。記録には、RiMaDIS（河川維持管理データベ

ースシステム）への登録に必要な情報を含める。 

必要に応じて、撮影データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理する。 

 

3.3.5. 点検記録の登録 
 

点検結果は RiMaDIS に記録する。RiMaDIS への記録例については、「第 2章 堤防点

検」を参照すること。 

 

  

 
1 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保

全局 河川環境課 河川保全企画室）」 
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【樋門・樋管の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.33 
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【水門の点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.35  
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【堰・床止めの点検結果評価区分の目安】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.37  



 

【点検編】-68 

第4章 河道点検 
 

また、従来は船上から確認していた水際や河道内の点検については、ドローンに代替が有効

となる。 

定期的に実施する点検のうち、河道点検においてドローンを活用し、河道が所要の流下能力

を確保していることを確認するため、ドローンを活用した点検計画の作成方法を示す。 

 

4.1. 点検計画の作成 
 

ドローンを活用した点検計画を作成するために、以下の項目を設定する。このとき、す

でにドローン航路が設定された空間においてドローン航路を活用することで、２）３）

４）５）６）８）に係る運航者の労務コストが軽減される可能性がある。具体的には、「ド

ローン航路運航事業者向けドローン航路運航ガイドライン 1」を参照すること。 

 

 
図 4-1 ドローンを活用した点検計画の作成手順 

 
1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)：

https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html 

１）飛行条件の設定 

 飛行条件（対地高度、カメラ向き、カメラ俯角等）を設定する。 

４）ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 

 設定した飛行条件で飛行可能となるように、ドローン飛行可能空間を設定する。 

５）飛行経路の設定 

 設定したドローン飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

３）使用センサー・機体の選定 

 点検の目的や対象に応じた機体およびセンサーを選定する。 

６）離発着場の設定 

 設定した飛行経路と使用機体に必要な離発着場を設定する。 

７）飛行計画の作成 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目

的、飛行日時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。 

８）関係機関との調整 

 作成した飛行計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整を行い、第三者の上

空を避けた安全な飛行経路を確保する。 

２）現地状況の確認（事前調査） 

 現地状況を確認（事前調査）する。 
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4.1.1. ドローンを活用した点検の対象項目 
河道の点検事項は、堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月）

に記載されているが、これら全ての項目がドローンで確認できるものではない。そのた

め、ドローンで把握が可能な点検対象を、この手引きを参考に対象項目を選定したうえ

で、点検計画を作成する必要がある。 

樹木群の繁茂や土砂の堆積により「流下能力の確保」が懸念される区間やエリアにつ

いては、既往の定期縦横断測量による横断重ね合わせ図等を活用して状況を把握し、必

要に応じてドローンを活用した点検を実施することを基本とする。 

 

表 4-1 河道の点検事項 

 

箇所 
点検事項 

流下能力  河道流下断面を阻害するような河床上昇等土砂堆積が生じ

ていないか 

 低水路拡幅を行った区間で、再堆積による川幅縮小が見ら

れないか 

 洪水流下の阻害となるような樹木群が繁茂していないか 

 流木等による河積阻害はないか 

河床低下  河床低下あるいは局所洗掘の徴候として構造物の変状（沈

下等）が見られないか 

河岸侵食  自然河岸に崩落・侵食が生じているか。河岸法線は堤防防

護ライン・低水路河岸管理ラインを横切って堤防側に近づ

いていないか 

 樹木群繁茂による偏流（水衝・洗掘）が見られないか 

河口閉塞  河口閉塞、河口砂州高の上昇が見られないか 

 

表 4-2  ドローンを活用した点検の対象項目（河道点検） 

 
※上表は「河川巡視高度化ツール構築検討業務（河川巡視高度化ツール構築検討業務日本工営・

パスコ設計共同体）」にて実施した実証試験結果を踏まえて整理した。 

※高解像度カメラと近赤外レーザは、陸上部のみ評価であれば適用可能となる。 

 

  

流下能力 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図
・連続標高図

・高解像度カメラ
・近赤外レーザ
・グリーンレーザ

3cm以下、200点/m2以上

河床低下 ・鉛直方向の変化
・断面図
・地形表現図

・高解像度カメラ
・近赤外レーザ
・グリーンレーザ

3cm以下、200点/m2以上

河岸侵食
・鉛直方向の変化
・水平方向の変化

・断面図
・地形表現図

・グリーンレーザ 200点/m2以上

河口閉塞
・表面の形状色調
・鉛直方向の変化

・オルソ画像
・地形表現図
・連続標高図

・高解像度カメラ
・グリーンレーザ

3cm以下、200点/m2以上

項目 点検内容 推奨する点検図 推奨センサー 推奨解像度・点密度
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(1) 河岸侵食 

グリーンレーザ点群で、勾配が急になっている河岸の範囲と断面を確認することがで

きたため、河岸侵食の把握が可能となる。 

 

 
図 4-2 オルソ画像および点群データによる河岸侵食状況の確認例 

 

(2) 土砂堆積 

オルソ画像および近赤外レーザで河口砂州や砂州を確認可能であったため、土砂堆積

状況の把握が可能。土砂堆積状況は低解像度でも把握可能であること、また河道全体を

捉える必要があることから、高高度での撮影が望ましい。 

 

 
図 4-3 オルソ画像および点群データによる土砂堆積状況の確認例 

  

オルソ画像 連続表構図

断面取得ライン

断面図 微地形表現図

H:V=1:14

砂州範囲

オルソ画像 連続表構図

断面図 傾斜解析図



 

【点検編】-71 

 

4.1.2. 使用センサー・機体の選定 
 

使用する機体やセンサーによって最適な飛行経路は異なる。そのため、具体的な飛行

経路を設定する際には、まず点検の目的や対象に応じて適切な機体およびセンサーを選

定する必要がある。目的や点検対象ごとの機体およびセンサーの選定例については、「第

2 章 堤防点検」を参照すること。 

 

4.1.3. 現地状況の確認（事前調査） 
 

選定したセンサーおよび機体条件に基づき、以下の項目について現地状況を確認（事

前調査）する。現地状況の確認（事前調査）については、「第 2 章 堤防点検」を参照す

ること。 

 

4.1.4. ドローン飛行可能空間の設定（レベル 3.5 飛行の場合） 
 

レベル 3.5飛行の場合、立入管理措置を実施しないため、第三者が立ち入らない空間

をドローンが飛行可能な空間として設定する必要がある。前項で確認した飛行禁止空

域、支障物、占用情報および算出した落下分散範囲より、ドローンが飛行可能な空間を

設定する。ドローン飛行可能空間の設定については、「第 2 章 堤防点検」を参照するこ

と。 

 

4.1.5. 飛行経路の設定 
 

飛行経路を以下の手順で設定する。レベル 3.5 飛行の場合は前項で設定したドローン

飛行可能空間内で飛行経路を設定する。 

データの取得条件（解像度・点密度）により、飛行高度、速度および飛行経路が決ま

るため、最初にデータ取得条件（解像度・点密度）を設定する。 

 

 
図 4-4 飛行経路の設定フロー図 

  

（１）データ取得条件の設定 

 解像度および点密度を設定する。 

（２）飛行高度・速度の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を設定す

る。 

（３）飛行経路本数の設定 

 必要な解像度および点密度を得ることができる対地高度、速度を踏まえ、

飛行経路の本数を設定する。 



 

【点検編】-72 

 

(1) データ取得条件の設定 

取得するデータは、画像と点群データの２種類となる。画像は高解像度カメラやオブ

リークカメラで取得し、点群データは近赤外レーザやグリーンレーザで取得する。 

 

1) 高解像度カメラ 

取得するデータは画像となるため、画像の解像度を設定する。点検箇所ごとに必要な

解像度を以下に示す。 

 

表 4-3 点検箇所ごとの推奨解像度 

点検箇所 点検事項 推奨解像度 

河口閉塞  河口閉塞、河口砂州高の上昇が見られないか 3cm 以下 

 

2) グリーンレーザ 

取得するデータは点群データとなるため、点群データの点密度を設定する。点検箇所

ごとに必要な解像度を以下に示す。 

 

表 4-4 点検箇所ごとの推奨解像度 

点検箇所 点検事項 推奨点密度 

流下能力 

 河道流下断面を阻害するような河床上昇等土砂堆積が生

じていないか 

 低水路拡幅を行った区間で、再堆積による川幅縮小が見

られないか 

 洪水流下の阻害となるような樹木群が繁茂していないか 

 流木等による河積阻害はないか 

200 点/m2以上 

河床低下 
 河床低下あるいは局所洗掘の徴候として構造物の変状

（沈下等）が見られないか 
200 点/m2以上 

河岸侵食 

 自然河岸に崩落・侵食が生じているか。河岸法線は堤防

防護ライン・低水路河岸管理ラインを横切って堤防側に

近づいていないか 

 樹木群繁茂による偏流（水衝・洗掘）が見られないか 

200 点/m2以上 

河口閉塞  河口閉塞、河口砂州高の上昇が見られないか 200 点/m2以上 

 

(2) 飛行高度・速度の設定 

データ取得条件（解像度・点密度）を満たすように飛行高度、速度を設定する。 

 

1) 高解像度カメラ 

対地高度は低いほうが地上解像度（GSD）が高くなるため、より対象物の検知が容易に

なる。一方、対地高度を高くすると、広い画角で撮影が可能となるため、飛行回数が少

なくなる。このように、対地高度と地上解像度（GSD）はトレードオフの関係にある。 

そのため、必要な解像度を得ることができる対地高度を設定する。対地高度とカメラ

俯角から地上解像度と画像横方向の画角を算出する例については、「第 2 章 堤防点検」

を参照すること。 

 

2) グリーンレーザ 

飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の点間隔が広くなる。（点密度が

疎）。一方、飛行高度が高くなると、照射角度が一定なため、地上の照射幅が広くなる。 

また、飛行速度が速くなると、秒間における照射ライン数が一定なため、地上の点間

隔が広くなる。（点密度が疎）飛行高度と飛行速度の関係については、「第 2 章 堤防点

検」を参照すること。 
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(3) 飛行経路本数の設定 

飛行経路の本数は静止画を取得する場合はラップ率、点群データを取得する場合は必

要な点密度が満足するように設定する。 

各センサーの飛行経路の設定の考え方については、「第 2章 堤防点検」を参照するこ

と。 

 

4.1.6. 離発着場の設定 
 

設定した飛行経路に必要な離発着場を設定する。離発着場の設定については、「第 2 章 

堤防点検」を参照すること。 

 

4.1.7. 飛行計画の作成 
 

点検の対象項目や使用機体・センサーおよび飛行経路等を踏まえ、飛行目的、飛行日

時、飛行場所、飛行範囲等を記載した飛行計画を作成する。飛行計画の作成について

は、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 

 

4.1.8. 関係機関との調整 
 

関係機関との調整については、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 

 

4.1.9. 関連システム 
 

飛行計画の作成や占用情報の確認等に有効な関連システムに「ドローン巡視アプリ」

がある。また、運航事業者向けのシステムとして「ドローン航路システム」がある。各

システムの概要については、「河川巡視編 第 2章 平常時の河川巡視編」を参照するこ

と。 
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4.2. 記録 
 

ドローンにより取得したデータを用いて点検記録を作成し、適切に保管・管理する方法

について以下に示す。 

 

4.2.1. 記録方法 
 

撮影した静止画、点群データおよび作成した点検図の記録方法については、「第 2 章 

堤防点検」を参照すること。 

 

4.2.2. データ保管・管理 
 

データの保管・管理方法については、「第 2 章 堤防点検」を参照すること。 
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4.3. 取得データの活用 
 

取得データを用いて点検図を作成し、点検結果の評価を実施する。 

 

4.3.1. 点検図の作成 
 

取得したデータ（画像・点群データ）を用いて点検図を作成する。点検で対象とする

変状の評価が可能な点検図を作成する。 

 

4.3.2. 変状の計測 
 

点検図により変状の計測を実施する。計測は、長さ（L）、幅（B）、深さ（H）の３方向

を基本とし、変状の種類や規模に応じて適切に計測を実施する。 

 

4.3.3. 点検結果の評価 
 

作成した点検図や変状の計測結果より、点検結果の評価を実施する。点検結果の評価

には、「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 1」に記載されている点検結果評

価区分の目安（章末参照）を参考とする。 

なお、ドローンで取得したデータのみでは、安全性の判断に不可欠な情報が不足する

場合は、河川管理者の判断により、必ず現地での詳細点検を実施して不足情報を補完す

ること。 

 

4.3.4. 点検記録の作成 
 

取得データを確認し点検記録を作成する。記録には、RiMaDIS（河川維持管理データベ

ースシステム）への登録に必要な情報を含める。 

必要に応じて、撮影データとメタ情報（CSVや Excel 形式）を紐づけて管理する。 

 

4.3.5. 点検記録の登録 
 

点検結果は RiMaDIS に記録する。RiMaDIS への記録例については、「第 2章 堤防点

検」を参照すること。 

 

  

 
1 「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領（令和 5 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保

全局 河川環境課 河川保全企画室）」 
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【河道の点検事項】 

 
出典）堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領、p.39 
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